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４．面談記録
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ウガンダ水力開発マスタープラン調査策定支援プロジェクト準備調査 

会議・視察記録 
 
 

日時 ： 2009 年 1 月 21 日（水） 9：00～11:40 

場所 ： ケニア電灯・電力会社（KPLC） 

出席者 ： （敬称略） 

KPLC Eng. Sammy Muita, Transmission Manager 

JICA ケニア事務所 Walter P. Karungani 

調査団（産業開発部） 丹羽、 清野、 大嶋 

内容 ： ケニアの国際連系の現状と将来計画について 

１． ケニアの Least Cost 発電計画について 

協議相手方の Muita 氏よりケニアの国際連系の現状と将来計画について説明を受けた。主な事項は以下のとお

り。なお、Muita 氏は 2000 年に JICA 集団研修（システムオペレーションコース）帰国研修員で、また 2005 年にもソ

ンドウミリュウ水力開発の機器の工場立会いで訪日経験があり、JICA 及び日本に対してよい感情を有している人

物。 

・ JICAは Regional国際連系について情報を分析し、その結果によっては国際連系のための電源開発について

考えたい。ケニアの国際連系の現状と将来計画についてお聞きしたい。 

・ Jinjya (Bujagali) – Lessos – Orkalia（210km、230km）220kv送電線の F/S実施。ケニア側についてはAfDB

の資金を予定している。ウガンダ側については JICAに期待している。 

・ Mombasa – Nairobi間送電線は以前の 330kvから現在は 400kvに計画が変わった。EIB、AfDB、FIAの協

調融資で 2008年 11月Aide Memoire がつくられている。 

・ 1995年にウガンダからケニアへ 50MWの電力輸出を行う契約が結ばれたがウガンダの電力不足から輸

出が行われないまま 2005 年に契約が失効した。現在ウガンダとの間で電力の融通があるが、少量であ

る。 

・ ケニアLeast Cost Generation Plan 2008 – 2029が策定されている。この Planでは送電線の国際連系による

電力が含まれている。ウガンダからは 2013年に Bujagaliから 200MW 輸入を予定している。その後エ

チオピアGibe水力から 2024年までに 1,000MW輸入する予定。 

・ エチオピアと現在電力融通協定（Power Purchase Agreement: PPA）交渉中で、買電単価は現在のところ

4.6米セント/kWh程度で交渉している。エチオピア水力からケニアまでの全長 1,200kmの送電線は、ケ

ニア側 650kmは KPLCとは別会社（KETCL）が建設し、KPLCは託送料を負担し、また O&Mを担当

する。 

・ エチオピアから輸入した電力をケニア国内で消費するだけでなく、南アフリカ共和国等の隣国への売電

も視野に入れ検討されている。 
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日時 ： 2009 年 1 月 21 日（水） 9：15～10:15 

場所 ： 国際自然保護連合（IUCN）アフリカ地域事務所 

出席者 ： （敬称略） 

IUCN Hastings Chikoko (Acting Director), Geoffrey W. Howard(Global Coordinator), Grace 

Chepkwony (Communications Officer) 

調査団 臼井、和田 

内容 ： 東部アフリカにおける IUCN の活動、資料収集 

１． IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) アフリカ地域事務所の概要 

・ 同事務所は、アフリカ 21 ヵ国をカバーしている地域事務所であり、このほか、各国に国事務所が存在する。

ウガンダの国事務所は、エンテベにオフィスがあり、有益な情報をもっている。 

・ 現在、同事務所の主要プロジェクトとしては、絶滅危惧種の保全活動を実施。 

・ 10 ヵ国が参加している NBI(Nail Basin Initiative)にも、非政府団体としてコミットしている。 

 

２． 水力開発に対する活動等 

・ IUCN は、世界ダム委員会（WCD）にコミットしており、同委員会の活動を促進する活動をしている。環境と

社会のバランスを考量する観点から、同委員会の提言は有益である。 

・ 水力は、他の電源と比較すると環境面や経済面から優れている。IUCN としては、大規模な水力は森林や

漁業等への影響が大きくなるので、発電目的に特化した小規模の水力を推奨している。 

・ ナイル川における開発による影響の 小化を目的として、流域安定化のための活動も行っている。 

・ IUCN ウガンダ事務所は、過去 5 年間ブジャガリプロジェクトに関与したので、詳細なデータ及び活動経験

をもっている。 

 

３． 他の NGO、関連組織に関する情報 

・ 水力開発では、NAPE(Ugandan National Association of Professional Environmentalist)や IRN(International 

Rivers Network)の動向が看過できない。早い段階でコミュニケーションを図りながら進めていくことを IUCN

から提案があった。IRN については、ケニアにオフィスがある。 

・ IRN や NAPE は、基本的に水力開発には反対とのスタンスであるため、政府から警戒されている。 

・ IRN は独自にコスト便益分析を実施し、地熱発電が 適だという主張をしていると仄聞したことがある。 

・ ケニアのキスムにオフィスがある、LVBC(Lake Victoria Basin Commission)は、ヴィクトリア湖集水域開発の国

境問題を担当している。世界銀行（WB）のイニシアチブにより周辺国が参加しているが、合意形成の取り組

みは遅い。主に、水質問題に関心がある。 
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日時 ： 2009 年 1 月 21 日（水） 10:30～11:40 

場所 ： 世界銀行（WB）ケニア事務所 

出席者 ： （敬称略） 

World Bank Ms. Paivi Koljonen, Lead Energy Specialist, Africa Region 

JICA ケニア事務所 Walter P. Karungani 

調査団 大嶋、臼井、和田 

内容 ： WB ケニアとして力を注いでいる分野について質疑 

１． WB 側からの説明 

ナイロビ地域のハブ化に伴う人口集中と社会活動の活発化により、既存送配電網の能力不足が顕著となってきた

（特に、送電容量 132kV の区間がネックとなっている）ことを受け、既存施設の強化（Least Cost Connection）により送

配電網の強化を図っている。一方、Olkaria-1 地熱発電の次期フェイズ（4 号機か？の電源開発, 送配電）に 5 年間

で 30 億ドルの支援を決定した。 

 

２． ウガンダとの国際連系線への支援の進捗について 

ケニア部分への資金援助を決定したところである。 

 
 

日時 ： 2009 年 1 月 21 日（水） 12:00～13:30  

場所 ： アフリカ開発銀行（AfDB）ケニア事務所 

出席者 ： （敬称略） 

AfDB Eng. Tom OPIYO, Infrastructure Specialist 

JICA ケニア事務所 Walter P. Karungani 

調査団 丹羽、清野、臼井、大嶋、和田 

内容 ： ケニアにおける AfDB の支援についてほか質疑 

＜ケニアにおける AFDB の支援について＞（先方より説明） 

ナイロビ－モンバサ間の 400kV 送電線建設計画（全 3 期）に、AFD、EIB 他との協調融資により、第 1 期分（～

2012）として 75 mil. USD（計 280 mil. USD: AFD-90mil. USD、EIB-75 mil. USD、ケニア政府他-40 mil. USD）をつけ

た。現在、第 2 期分（～2019）並びに第 3 期分（～2025）としてそれぞれ 57 mil. USD 並びに 27 mil. USD を申請中

で、本年 3 月に本部承認が得られる見込みである。 

NELSAP（対象国は、ケニア、ウガンダ、コンゴ民主共和国、ルワンダ、ブルンジの 5 ヵ国）案件が 2008 年 11 月に

承認され、AfDB は変電所の新設と増強に関する部分を分担した。このなかで、環境関連調査についてはケニアと

ウガンダが AfDB から借り入れを起こして分担する形をとった。 

注）NELSAP:  Nile Equatorial Lakes Subsidiary Action Program (関係国：Brundi, D.R. Congo, Kenya, Rwanda, 

Tanzania, and Uganda、及び Egypt, Sudan and Ethiopia)。 http://nelsap.nilebasin.org/ 
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日時 ： 2009 年 1 月 21 日（水） 15:30～16:50  

場所 ： 欧州投資銀行(EIB)ケニア事務所 

出席者 ： （敬称略） 

EIB Mr. Caormelo Cocuzza, Head of Regional Representative, Infrastructure, 

Mr. Nicholas Nzioka, Buisiness Analyst 

JICA ケニア事務所 Walter P. Karungani 

調査団 丹羽、清野、臼井、大嶋、和田 

内容 ： ケニアにおける EIB の支援について他 

＜ケニアにおける EIB の支援について＞（先方より説明） 

・ EIB におけるエネルギーセクターのシェアは 60%超である。 

・ 公的機関に限らず民間部門への支援も実施している。 

・ ブジャガリ（ウガンダ）水力に 1 億ユーロを支援。現在カルマへの支援要請を受け検討中。 

・ エチオピア－ケニア連系に関連して、Gibe-1,2 水力発電所建設に支援した。現在、Gibel-3 水力発電所の土

木部門が随意契約で Salini(イタリア)に発注･工事開始されたが、EIB は国際競争入札を前提としているた

め、Gibe-3 の土木部門への支援は不可となった。土木部門以外であれば支援の可能性はある。 

・ EU-Africa Infrastructure Trust Fund を 2007 年6 月より運営し、事務局を EIB に置く。総事業費の 50%を上限

として支援可能である。 

・ 同Fund は、技術協力（T/A）、F/S 支援、利子補給の各分野でグラントベースの資金協力を実施するスキーム

もあり、ブジャガリ水力開発案件に同スキームを適用し、ウガンダ政府と民間セクターに資金協力を行った。

現在、ナイロビ国際空港の改修事業に同 FUND の適用を検討中である。 

・ エチオピア－ケニア国際電力連系については、総事業費が未定の部分もあり 終決定ではないが、5,000

万ユーロの支援をプレッジしたところである。そのほか、コンゴ民主共和国のインガ水力開発に 1 億 1,000 万

ユーロの支援を決定した。 

・ エチオピア－ケニア国際電力連系について、ケニア側は、エチオピアからの買電量に 250MW/年のキャッ

プをかけている。ウガンダ側は、エチオピアからの買電について買電価格（エチオピア－ケニア国境渡し

で、USC4.6-＋ケニア国内託送料金）次第として態度を保留している。 

・ ウガンダ政府は、Infrastructure Fund（EU-Africa Infrastructure Trust Fund に倣ったものか？）の設立を考えて

いる。 

・ EIB としては地熱発電開発に対する関心が強く日本の支援可能性があれば情報共有してほしい旨要望があ

った。 

・ エチオピア－ケニア国際電力連系の送電線による環境影響については、大きな問題が生じないよう、国立

公園を避けるようなアライメントとした。環境アセスメント（EIA）については、両国の EIA 制度を順守している。
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日時 ： 2009 年 1 月 22 日（木） 9：00～11:00 

場所 ： ケニア発電公社（KenGen） 

出席者 ： （敬称略） 

KenGen Johnson Njeru, Senior Planning Engneer 

JICA ケニア事務所 Walter P. Karungani 

調査団（産業開発部） 丹羽、 清野、 大嶋 

内容 ： ケニア－モンバサ間の送電線建設に関連する電源の手当て他について 

１． 電源開発計画について 

・ Kipebu 発電所に MSD(重油焚き)あるいは Gas C/C で 90～220MW 規模を検討中で、2012 年運開予定 

・ 代替案としては、300MW の石炭火力を PPP（DAEWO 60％、KenGen40％の出資比率）で検討中 

・ ほかに、Rabai IPP の MSD（90MW）向けの資機材調達が完了し、設置工事待ちである 

・ IPP としては、このほかに Athi River Mining による石炭火力 18.5MW がある 

２． エチオピアとの国際連系線との関係について 

・ Mombasa での上記電源手当ては、エチオピアにおけるセキュリティの問題と水文学的不確定性に配慮し

て、緊急時の電源として位置づけているが、エチオピアからの供給が開始されれば、余剰電源が生じる見込

みである。 

３． IPP 向けの料金設定について 

・ IPP 向けの料金は、設備容量に応じた設定をしている。 

４． Karura 水力開発他について 

・ カルマ水力開発に関して JICA サイドでの進展につき先方から問合せあり、調査団として本部に進達する旨

を伝える。 

・ Magwagwa 水力開発案件につき、環境社会配慮に関して当時と状況が変わったこともあり、オリジナルプラ

ンの再考余地はないか先方より問合せあり。調査団として本部に進達する旨を伝える。 

 
 

日時 ： 2009 年 1 月 22 日（木） 10：00～11:15 

場所 ： 世界自然保護基金（World Wide Fund for Nature: WWF）東アフリカ地域プログラム事務所 

出席者 ： （敬称略） 

WWF Taye Teferi (Regional Representative) 

調査団 臼井、和田 

内容 ： 東部アフリカにおける WWF の活動、資料収集 

１． WWF 東アフリカ地域プログラム事務所の概要 

・ WWF は全世界に事務所がある世界的な NGO で、環境に配慮した持続可能な開発のためのグローバルプ

ログラムを実施している。 

・ 同オフィスは、ケニア国内のプログラムも実施しているが、東アフリカ地域の各支部の活動をサポートしてい

る。 

・ 温室効果ガス削減の世界規模のプログラムを実施しており、補償とアダプテーションの取り組みを各地で行

っている。例えば、海洋資源の保全活動などがある。 

 

２． 電力分野における WWF のスタンス 

・ ケニアで実施されたソンドミリウプロジェクトに関心があり、政策提言も行っている。 

・ 電力は開発のために不可欠であり、WWFではエネルギーの効率化に配慮したSMART Energyを推奨して
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いる。送電線は非効率であり、ケーブルが長ければ抵抗が大きくなりロスが大きくなる。遠くの電力を運ぶよ

りも環境影響の少ない発電方式を需要地の近くに開発することが望ましい。 

・ マイクロダムによる水力開発は、ローカルコミュニティが対象なので、非効率な送電線を設置する必要性も

少なく持続的可能性が高い。地方の活性化にも貢献するので、都市のスラム化も防げる。 

・ ケニアにとっての適切な電力開発は、地熱発電や太陽光などの自然エネルギーを組み合わせたミックスポ

リシーがよい。 

・ 持続可能な電力開発のために人々の行動を変えることが必要であり、WWF では政府とコミュニティレベル

の啓蒙普及活動を行っている。 

・ 東アフリカ地域を対象とした、電源開発に関する統合政策を提案している。原則として、影響を受けやすい

地域では、生物多様性の観点から掘削を禁止すること、また、掘削を行う場合は、事後の緩和措置を実施す

べきであり、そのための費用をプロジェクトコストに含めるべきである。環境影響の少ない再生可能エネルギ

ーに切り替えることと、環境コストを確保することがポイントとなる。 

・ バイオ燃料の利用について、タンザニア政府に対するサポート活動を実施した。結果、同国政府は、国家

戦略にバイオエナジーの活用を導入した。これは、統合的に土地利用の状況を勘案して、地域特性に合っ

た 適な作物を探索するなどの活動を行った。 

・ ウガンダ北部のアルバート地域では、油田・ガス開発のプロジェクトがあった。生物多様性の観点から脆弱

な地域での計画だったので、昨年（2008 年）、反対キャンペーンを実施した。その結果、計画候補地点は別

の地点に移動することとなった。 

 

３． その他 

・ 海岸地帯の石油関連企業が林立しているが、管理が悪く、海洋汚染が懸念される。環境保全のための 適

基準を提案するなど、企業や政府機関に対して啓発活動を実施している。 

 
 

日時 ： 2009 年 1 月 22 日（木） 15：30～16:30  

場所 ： JICA ケニア事務所 

出席者 ： （敬称略） 

JICA ケニア事務所 高橋所長、倉科地域支援事務所長、岩本次長、林所員 

調査団 丹羽、清野、臼井、大嶋、和田 

内容 ： 調査結果概要報告 

１． 調査団報告 

丹羽団長より、概要報告資料に基づき説明。要点は以下のとおり。 

・ ウガンダにおける水力開発の可能性検討に関連し、隣国ケニア及び東部アフリカ地域の電力セクター開発

の動きやドナー支援の状況について有益な情報を得ることができた。 

・ ドナーは域内協力又は地域統合に関心を有しつつ、電源開発及び電力融通への支援を行っている。ま

た、さまざまな案件の構想の動きが近年活発になっている様子であることがわかった。 

・ ウガンダから隣国への電力輸出については、東部アフリカにおける 近の動きを踏まえたウガンダでの開

発を検討していくことの重要性を再確認した。特に域内ニーズ、各国の長期計画との整合性の考慮は不可

欠。ウガンダ側が電力融通市場へどのように対応していくか十分な検討が必要。 

・ 電源開発と送電計画の両者をセットで考えていくことの必要性を認識。 

・ 既存の協議枠組み（Nile Basin Initiative や NELSAP 等）において関係各国のコンセンサスづくりを踏まえた

開発計画の検討を行う方向である。 
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・ 環境社会配慮については、ウガンダ国内外の環境 NGO 等の動きも勘案しながら、ステークホルダーとの対

話を行いつつ進めていく予定。 

 

２． ケニア事務所側からコメント等 

高橋所長他から、以下の点が伝えられた。 

・ ケニア事務所が電力セクターのドナー協議の場で Chair を勤めているが、TICAD フォローを各国に実施し

ても 1 ヵ国ずつの経済規模が小さいこともあり、域内協力が必要であり、電力分野ではそのような視点も踏ま

えてドナーと情報交換等を行っている。 

・ 2008年10月に新JICAが発足し、バイドナーとして資金量が世界一となったが、何ができるのか注目されて

いる。理事長のいうところのパートナーシップを大事にしつつ、協力案件への取り組みを行っていきたい。

そのために、他ドナーとの協力関係、域内各国政府との協力関係は重要。欧米のみならず、中国もパート

ナーとなり得るのではないかと考えている。 

・ ケニア側でカルラ水力開発への支援可能性について照会がある。本件については、追って産業開発部の

考えを連絡してほしい旨調査団に要望が伝えられた。→帰国後対応予定。 

 

３． 電力セクターのドナーの動きについて 

岩本次長からは、主にドナーの動き、近隣国との関係等について情報提供があった。 

・ 新政権発足後、電力需要の伸びが 10％台となっている。また、地方電化も必要な状況。 

・ 地熱が注目されており、オルカリアの開発のF/SをWBが実施しており、円借款での支援を検討中。しかし、

EIA の実施など時間がかかる見込み。 

・ エチオピアとの送電計画は F/S が終わっている。1,000MW 位送電されてくるというような話も聞くが実態は

現時点で不明。 

・ ケニア国内での需要の伸びが即ウガンダからの電力ニーズという位置づけになっているかについては不

明。 

 
 

日時 ： 2009 年 1 月 23 日（金） 11：45～13：00  

場所 ： JICA ウガンダ事務所 

出席者 ： （敬称略） 

JICA ウガンダ事務所 関所長、高野所員、羽石企画調査員 

調査団 丹羽、清野、臼井、大嶋、和田 

内容 ： 調査方針等の説明・協議 

１． 調査方針説明 

調査団から対処方針資料に基づき説明を行った。また、ケニアでの調査結果概要についても資料に基づき報告

した。ウガンダ事務所側からの主なコメントは以下のとおり。 

・ アヤゴ水力開発の要望が強いことは調査団も把握しているとおりだが、開発規模がこれまでは500MW程度

という想定であったが、 近は大統領が 1,000MW、1,200MW の設備容量の開発を希望しているなどの話

が出ている。調査団からその実現可能性等について先方とよく協議してほしい。 

→調査団として、技術的観点、需要の見込み等も踏まえよく調査したうえで、先方と協議していく方針。 
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日時 ： 2009 年 1 月 23 日（金） 14：30～15：00 

場所 ： エネルギー鉱物開発省（MEMD） 

出席者 ： （敬称略） 

MEMD Hon. Daudi MIGEREKO, MP and Minister of MEMD,  

Eng. Henry Bidasala-Igaga, Assistant Commissioner (Electric Power) 

日本大使館 橋本専門調査員 

JICA ウガンダ事務所 関所長、高野所員、羽石企画調査員 

調査団 丹羽、清野、臼井、大嶋、和田 

内容 ： 大臣表敬 

 大臣から調査団に対する歓迎が伝えられ、本調査に対して期待している旨発言があった。 

調査団長から大臣に対して調査説明資料に基づき調査行程等を説明し、関係機関との協議、現地調査を踏ま

え 2 月初旬にラップアップ協議を開催する予定であることを伝えた。大臣からは、必要に応じて調査団との協議に

応じることが可能である旨伝えられた。 

大臣としては、アヤゴ水力開発は地下発電所を深くし、落差をかせぎ設備容量の 大化を図りたい。電源開発

は需要を追うのではなく、将来の世代のことを考え、供給が需要を支えられるような規模で検討したい。 

調査団からは、水力開発ではさまざまな要因を考え開発規模を検討していくことが必要であるが、調査団として

は大臣の考えも踏まえ、現地調査、情報分析を行って提言をまとめたいと考えている旨伝えた。 

JICA 事務所長からは、ウガンダ側との緊密な協力により、当案件の着実な実施が実現することを期待する旨を

伝えた。 

 
 

日時 ： 2009 年 1 月 23 日（金） 15：00～16：00 

場所 ： MEMD 

出席者 ： （敬称略） 

MEMD Eng. Henry BIDASALA-Igaga, Asst. Commissioner, Electrical Power 

Eng. Jimmy OMONA, Hydro-mechanical Specialist, HPDU 

Mr. Otim MOSES, Environment Specialist, HPDU 

Mr. Kitayimbwa GODFREY, Electrical Engineering Specialist, HPDU 

Ms. Cecilia N. Memya, Principal Energy Officer, HPDU 

Ms Joan K. Mutiibwa, Energy Officer, HPDU 

JICA ウガンダ事務所 高野所員、羽石企画調査員 

調査団 丹羽、清野、臼井、大嶋、和田 

内容 ： MEMD 水力開発ユニットとの協議 

調査団から調査方針につき説明したうえで、調査日程や調査の進め方、部屋の確保等について確認を行った。

水力開発ユニットから出された質問は以下のとおり。 

・ アヤゴの F/S ではなく、マスタープランであるのはなぜか。 

→国家プロジェクトとなる開発において各種規模の検討、優先順位、長期計画を策定することの必要性を説

明した。 

・ 調査スケジュールについて 

→本格調査は 15 ヵ月を見込んでいる。その後、要請に基づき F/S 調査に進む計画である旨説明。 
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日時 ： 2009 年 1 月 23 日（金） 17：00～18：00  

場所 ： 在ウガンダ日本大使館 

出席者 ： （敬称略） 

日本大使館 滋賀正樹参事官、橋本のぞみ専門調査員 

JICA ウガンダ事務所 羽石企画調査員 

調査団 丹羽、清野、臼井、大嶋、和田 

内容 ： 調査方針等の説明 

１． 調査方針説明 

調査団から調査方針について説明。また、ケニアでの調査概要についても触れた。大使館側からの主なコメント

は以下のとおり。 

・ 規模とタイミングの 2 点でプレッシャーがあると認識している。調査のうえ、先方とよく協議してほしい。 

・ また、開発規模を 大化したい意向を先方政府は有しているが、調査の結論において、先方にいくつかオ

プションを示したうえで、選択してもらうような方向で検討いただきたい。 

→本格調査の枠組みについても先方と協議を行い、大使館の意見も踏まえて検討していく方向とした。ま

た、NELSAP の場で開発規模の修正も含めて合意形成を得るような方向性が示せれば望ましい結果である

と回答。 

・ 環境については、大統領の関心は低い。だが、日本政府の援助として、環境に配慮した持続可能な開発を

行うことが望まれる。マスメディアにも取り上げられる可能性があるので、注意が必要。 

→広報戦略がカギとなる。先手を打った対策が必要。 

 
 

日時 ： 2009 年 1 月 24 日（土） 7：30～18：00 

場所 ： オーエンフォールズダム 

出席者 ： （敬称略） 

MEMD Jimmy Omona (Hydro Mechanical Specialist),  

Otim Moses (Environmental Specialist, Hydropower Development Unit) 

Kitayimbwa Godfrey, Electrical Engineering Specialist 

Eskom Tentena Peter, Operaion Manager 

Esimu Michael Elimu,Technical Support Manager 

調査団 丹羽、清野、臼井、大嶋、和田 

内容 ： ナルバレ、キイラ水力発電所視察 

1954 年に運転開始したナルバレ水力発電所［設備容量 180MW（18MWx10 機）］及び 2000 年に運転開始したキ

イラ水力発電所［設備容量200MW（40MWx5 機）］の 2 つの発電所、別名オーエンフォールズダム水力発電所の視

察を行った。MEMDのスタッフに現地を案内してもらい、発電所の運転について委託を受けているESKOM職員か

ら説明を受けた。主な点は以下のとおり。 

１． 調査団側からの説明、質問等 

・ 調査団来訪主旨と質問項目に関する概要を MEMD の Mr. Jimmy より説明 

・ 両発電所での使用水量データ提供を重ねて要請 

・ 両発電所での使用水量指示は、誰が署名･指示するのか追加質問 

 

２． ESKOM 側からの情報提供等 

・ データ提供は、基本的に UEGCL 経由で DWRM（Directorate of Water Resources Management）に要請がな
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いと正式には提供できない。ただし、日･月･年別のデータを過去数年分は提供済みである。 

・ 発電所での使用水量は、DWD の Director により署名･書面指示される 

 

３． 1 月 25 日（土）の運転状況 

当日の日平均使用水量 1,000m3/s (合意水位・流量曲線では 700 m3/s)で、下表の運転計画となっていた。 

時間帯 ナルバレ キイラ 合計 

00:00 – 08:00 11.7MW×7unit=82MW 36.0MW×2unit=72MW 154MW 

08:00 – 19:00 12.6MW×8unit=101MW 37.2MW×2unit=74MW 175MW 

19:00 – 00:00 13.0MW×8unit=104MW 38.0MW×3unit=114MW 218MW 

Eskom の説明では、ナルバレ水力発電所のキャビテイーション防止のための放水口水位確保のため 低でも 6

台以上同時運転が必要（当日の実績では 大出力の 50％）であり、キイラ水力発電所の 1 台は供給予備力のため

待機（スピニング・リザーブ）。また、ナルバレ水力発電所では常時 1 台が補修で離脱、キイラ水力発電所では 1 台

が変圧器をディーゼル発電用に転用していることから、両発電所合計の常時稼働可能台数は 12 台である。 

当日はピーク時には11台が同時運転を行っており、台数的には両発電所合計設備利用率は92％となっている。

 
 

日時 ： 2009 年 1 月 27 日（火） ア 9：30～11:00、イ 15:30～17:00 

場所 ： 国家環境管理庁(National Environmental Management Agency: NEMA) 

出席者 ： （敬称略） 

NEMA Onesimus Muhwezi, Director, Environmental Monitoring and Compliance 

Waiswa Ayazila Arnold, EIA Coordinator 

Festus Bagoora, Natural Resources Management Specialist 

George Lubega Matovu, Natural Resources Management Specialist 

Francis Ogwal, Natural Resources Management Specialist 

MEMD Otim Moses, Environmental Specialist, Hydropower Development Unit 

JICA ウガンダ事務所 羽石企画調査員 

調査団 丹羽、和田、清野、大嶋、臼井(イは Waisswa 氏と臼井のみ) 

内容 ： NEMA の活動概要、本プロジェクト実施における環境上の留意点、資料収集 

１． NEMA の概要 

・ NEMA の主要な役割は、環境セーフガード政策を実施することである。国家プロジェクトに対して、情報提

供することも重要な役割であり、調査団が必要な情報があれば協力する。 

 

２． 国立公園内の開発行為について 

・ 国立公園に工事をするとき、どのような法律があるのか。 

→水力発電所を国立公園につくる場合、すべての国家プロジェクトで EIA が必要。野生生物保護法

（Wildlife Act）でも規定している。過去の事例では、国立公園内の油田開発があった。国立公園はウガン

ダ野生生物庁（Uganda Wildlife Authority:UWA)が管理している。 

・ Wildlife Act Section 18.5 では、公園内の経済開発について言及している。国家環境法(National

Environmental Act：NEA)でも言及しており、土地利用の変更を行う際、特別なパーミッションが必要である。

このプロセスは、EIA の一部として実施される。 

 



 －223－ 

３． 河川維持流量について 

・ 水力開発を行う際の、下流へのミティゲーション（河川維持流量）について、規制はあるのか。 

→河川維持量については、野生生物保護法によれば、自然の流量を維持するとある。 

・ 経済開発が目的の場合、NEMA と開発の関係機関との間で協議する。関係機関には自治体も含まれる。 

・ 河川維持の 小量や負の影響、放流限界等については、水開発局(Department of Water Development：

DWD)が管理官庁であり、そちらで聞いてほしい。NEMA は環境の監視を行い、開発行為を監督する省庁

に、環境面からコメントすることはある。 

・ 関連する法律として、NEA 34 Section F では、水利用について規定があり、自然状態に戻すため、使用した

水を再び水源に戻す必要がある。また、34 Section 2では、住民等関係者とのコンサルテーションが必要とし

ている。 

・ 国際河川の開発では、NBI(Nile Basin Initiatives)の決定に従う。放流量については国家の規制があり、NEA

の Section 35.5 に規定がある。 

・ カルマ水力発電計画の河川維持量については、特に規制はなかった。DWD に情報があるはず。 

 
 

日時 ： 2009 年 1 月 27 日（火） 14：00～17：00 

場所 ： ウガンダ送電公社（UETCL） 

出席者 ： （敬称略） 

NEMA Gerald Muganda, Manager Planning and Investments 

MEMD Jimmy Omona、 Hydro Mechanical Specialist, HPDU 

Kitayimbwa Godfrey, Electrical Engineering Specialist, HPDU 

調査団 丹羽、和田、清野、大嶋 

内容 ： 長期電源開発計画の前提条件、結果等についての確認 

丹羽団長より来訪主旨説明を行った後、長期電源開発計画について質問。大きな目標は供給主導型の計画と

し、需要を後追いすることはしない趣旨とのことを確認した（大臣発言に合致する）。以下、特筆事項。 

１． 環境配慮の実例について確認 

① アルバート湖地域での油田開発に際しては、準備工事から運用に至る各段階で廃油による環境汚染の

影響に配慮した。 

② ブジャガリ水力については、原案の送電ルートが森林保全及び野生生物保全地域を通過することとなる

ため、同地域より 20km の離隔を確保すべく、線形を修正した。 

２． 事前送付の質問票について確認 

① 長期電源開発計画スケジュール表の提示を受けたが、NELSAP のスケジュールと整合しない点があり、

新データの提供を要請したところ、1/31 をめどに改定作業中であることが判った。後日、改訂版を提供

してもらうこととなった。（2/02 フルスケールの GDP2008-2023 ソフトデータを入手済み） 

② 質問票に従い、各項目の確認作業を行った。 

３． 質疑応答 

＜UETCL より質問＞ 本件 M/P 調査では、先行するカルマ、イシンバ開発計画の見直しを行うのか？ 

＜回答（大嶋）＞ 評価は行うが、見直し・変更は考えていない。あくまでもアヤゴ水力 F/S のための条件整理として

の位置づけで、M/P 調査の一環としての評価作業を行う。 

４． その他 

後に、フルスケールの GDP2008-2023 の提供を改めて依頼し、2/01 以降の日程で再調整を行うこととなっ

た。（2/02 ソフトデータ入手済み）  
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日時 ： 2009 年 1 月 27 日（火） 15：00～18：00 

場所 ： MEMD 

出席者 ： （敬称略） 

MEMD Eng. Henry BIDASALA-Igaga, Asst. Commissioner, Electrical Power 

Eng. Jimmy OMONA, Hydro-mechanical Specialist, HPDU 

調査団 丹羽、清野、大嶋、和田 

内容 ： MEMD との協議（S/W 案、M/M 案） 

 調査団から S/W 案及び M/M 案を説明し、協議を行った。協議した S/W 案について MEMD 内にて討議しても

らうことを依頼し、次回 2 月 2 日午後に再度確認の協議を行うこととした。 

 
 

日時 ： 2009 年 1 月 28 日（水） 10：00～10:30 

場所 ： 電力規制庁（ERA） 

出席者 ： （敬称略） 

ERA Mr. James Philip K. Sembeguya, Statistician/IT Officer 

調査団 丹羽、大嶋 

内容 ： ERA との協議（日程変更） 

・ 先方に CEO との面談依頼が伝わっておらず、2 月 2 日 8:30～ に再度面会時間を設定した。 

・ ERA パンフレットを入手。 

 
 

日時 ： 2009 年 1 月 28 日（水） 10：00～11：00 

場所 ： 観光貿易産業省（MTTI） 

出席者 ： （敬称略） 

MTTI Grace Mbabazi Aulo, Commissioner Tourism 

MEMD Otim Moses, Environmental Specialist 

調査団 清野、臼井、和田 

内容 ： MTTI との協議 

１． 観光に関する上位政策、法律、規制等 

・ 2008 年に観光法（Tourism Act）が成立した。そのほかの観光規制については、ドラフトの段階である。現

在、ステークホルダーの意見を聞いているところ。 

・ 長期計画については、まだドラフトだが、10年先までのマスタープランを作成している。2010-2020がターゲ

ットとなる。今年（2009 年）の末に完成の予定。 

２． ナイル川流域の主要な観光産業について 

・ JINJA エリアには、観光開発の大きなポテンシャルを有しており、現在、バンジージャンピング、ラフティン

グ、スポーツフィッシングなどの活動がある。宿泊施設も、整備されつつある。 

・ Nimule までの地域もポテンシャルがあり、ボート、ラフティングなどのウォータースポーツが盛んである。こ

の付近では、マーチソンフォールズ国立公園が主要な観光エリアである。 

・ ブジャガリも含む、カラガラ西部エリアの観光も計画しており、ビクトリア湖まで、計画エリアを延長する予

定。 

３． 開発による観光へのインパクトについて 

・ 観光開発自体に、インフラ整備やゲストの来訪による自然環境や健康影響（HIV 等）、さまざまなインパクト
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がある。水環境では、水供給やフィッシングなどのよる水生生物への影響もありうる。こうした開発では、EIA

が要求されることになる。 

４． 電力セクターと観光開発 

・ 観光開発が進むと、電力需要が大きく伸びる。電力は観光開発に必要である。また、水力開発は、観光と深

い関係があり、ダム湖によって新たな観光資源が創出されることもある。また、ダムへのアクセス道路は、観

光にもプラスの影響を与える。 

・ アヤゴ水力については、同地域には文化財がある。 

・ 既存の油田開発による観光への影響はあるはず。EIA では 小となるような検討を行ったと仄聞している。

５． その他 

・ 観光統計データは、マーチソンフォールズ国立公園のみ存在する。他のエリアについては、JINJA エリアで

は自治体がもっているはず。 

・ 観光セクションでは、常勤スタッフが 12 名、サポートスタッフが 7 名の体制である。予算については、把握し

ていないが、観光開発基金が設置されている。 

 
 

日時 ： 2009 年 1 月 28 日（水） 11：20～11：45 

場所 ： 国家森林庁（NFA） 

出席者 ： （敬称略） 

NFA Paulo Buyerah, Director Cooperation Affairs 

Acaye Godgfrey, Coorinator Natural Forest Management 

Rukundo Tom N., EIA & Research Specialist 

Moses 

MEMD Otim Moses, Environmental Specialist 

調査団 清野、臼井、和田 

内容 ： NFA との協議 

訪問趣旨説明のうえ、NFA の有するデータ、情報等の提供を依頼。先方は事前に質問表に基づきデータを準備

しており、円滑な情報入手を行うことができた。入手した主な情報は以下のとおり。 

・ National Biomass Study, 2003 

・ The National Forestry and Tree Planting Act, 2003 

・ Uganda Forestry Nature Conservation Master Plan, 2002 

・ The Uganda Forestry Policy, 2001 
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日時 ： 2009 年 1 月 28 日（水） 12：00～13：20 

場所 ： ウガンダ野生生物庁（UWA） 

出席者 ： （敬称略） 

UWA Sam Mwandha, Director Conservation 

Richard Kapere, Senior Planning & Environmental Impact Assessment Office 

MEMD Otim Moses, Environmental Specialist 

調査団 丹羽、清野、大嶋、臼井、和田 

内容 ： UWA との協議 

訪問趣旨説明のうえ、主に現地踏査（地質調査等）実施に係る手続きの確認及び水力発電所運営時の維持流量

の考え方等について協議を行った。 

・ 調査実施の手続きについては、特定地点の開発を実施する場合、環境への影響が大きいと見込まれる場

合、EIA の手続きが必要であり、NEMA への申請により手続きを進める必要がある。提出時の情報はプロジ

ェクト概要、想定されるインパクト、ミティゲーション案。軽微な現地調査のみであれば、UWA への申請によ

り許認可について判断される。他方、発破を使ったりボーリングを行う場合は、おそらく NEMA での承認判

断になると考えられる。関連して、マーチソンフォールズ周辺で地震波探査が実施された経緯があり、その

結果が参考になるかもしれないとの示唆あり。 

・ 維持流量の考え方については、UWA に経験がなく、数値をすぐに答えることは不可能。調査団と協議のう

え、UWA が適切であると考える維持流量の算出方法を MEMD とともに検討し、ラップアップ協議において

説明してもらうことを確認した。 

・ 建設工事中に使用されるであろう仮設宿舎等の発電所建設後の再利用について、現在検討中の Walking

Safari(マーチソンフォールズ～アヤゴ地点近傍区間)向けの宿泊施設（15～20 人規模）として利用できる可

能性がある。ただし、レクリエーション施設はジム程度の規模でよいとの見解が示された。 

 
 

日時 ： 2009 年 1 月 28 日（水） 14：00～15：40 

場所 ： 地方電化庁（REA） 

出席者 ： （敬称略） 

REA Godfrey R. Turyahilkayo, Executive Director 

Grania Rosetta Rubomboras, Manager, Project Planning 

Philip P. F. Ggayi, Senior Planning Engineer 

MEMD Jimmy Omona 

JICA ウガンダ事務所 羽石企画調査員 

調査団 丹羽、清野、大嶋、臼井、和田 

内容 ： REA との協議 

調査団趣旨を説明のうえ、地方電化計画の概要説明を求めた。しかしながら、今後の地方電化の計画、需要予測

等具体的な情報は得られなかった。現在策定中の地方電化戦略の詳細内容について、データを基に後日再度協

議を行うこととなった。後日（2 月 2 日 11:00～）協議の際に先方が情報を整理しておく予定。 

(1) 改訂版 Indicative Rural Electrification Master Plan(IREMP)のソフトデータを受領した。 

(2) 大規模水力開発が地方電化推進に寄与できる点があるかとの問いに対し、先方より、次の見解が示された。 

・ 小水力資源の賦存状況は、東部並びに西部地域に限定される。  

・ グリッドからの長距離送電は、パワーロスが大きく得策ではない。 

以上により、大規模電源に頼るのではなく、再生可能エネルギー全般の活用が重要課題となる。  
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日時 ： 2009 年 1 月 28 日（水） 16：30～17：00 

場所 ： 水環境省（MWE） 

出席者 ： （敬称略） 

MWE Twinomujuni Jackson, Assistant Commissioner, Water Regulation 

調査団 丹羽、大嶋、臼井、和田 

内容 ： MWE との協議 

 調査団趣旨を説明のうえ、主に河川維持流量について協議を行った。MWEでは、①取水地点から放水地点の間

の構造物が何であるのか、どのような施設となるのか、②導水管の全長、③取水地点から放水地点の間に存在する

他の河川等の有無について勘案するとのことである。Water Actに基づき、河川維持流量を検討していくことになる。

ラップアップ協議で UWA も含め検討方法を確認する点について、先方も理解した。 

 

１． 維持流量（Min. Discharge）の着眼点 

・ 95％流量以上か？ 

・ 減水区間長、生息生物等、クリティカルファクターの確認 

・ 減水区間に水利用はあるか？ 

・ 減水区間に合流はあるか？ 

２． ナイル川流域イニシアチブ(Nile Basin Initiatives：NBI)の位置づけ 

・ メンバー国 9 ヵ国で構成される Ministerial Cooperation Body で、植民地時代に設定された｢Agreed Curve｣

が、NBI における唯一の合意である。 

・ 現在、「New Release Policy」を策定中で、15％程度の水力出力増をねらった改定も、コンサルの提示結果

が思わしくなく EAC コミッティの承認が得られず、1 年間の猶予期間が与えられてやり直しとなった。 

 
 

日時 ： 2009 年 1 月 29 日（木）～31 日（土） 

場所 ： マーチソンフォール国立公園 

出席者 ： （敬称略） 

MEMD Jimmy Omona, Hydro Mechanical Specialist, Hydro Power Development Unit 

Otim Moses, Environmental Specialist, Hydro Power Development Unit 

Kitayimbwa Godfrey, Electrical Engineering Specialist, Hydro Power Development Unit

Mozes Kaiji, UEGCL 

JICA ウガンダ事務所 羽石企画調査員 

調査団 丹羽、清野、大嶋、臼井、和田 

内容 ： アヤゴ水力開発候補地点、カルマ水力開発候補地点現地調査 

アヤゴ水力開発候補地点及びカルマ水力開発候補地点の現地調査を行った。概要以下のとおり。 

１． 行程 

1 月 28 日（水） 

MEMD 南岸道路偵察隊（Jimmy Omona、Kitayimbwa Godfrey）先発。南岸道路発電所至近地点まで車で到達。

 

1 月 29 日（木） 

6：30 現地踏査出発-11：45 ワンクワールでジミー先発隊と合流-12：30～13：00 取水口入口で昼食-13：00～

13：45 取水口まで徒歩-15：00 中間急流部-15：50 放水口下流部-16：45 ワンクワール-17：14 パラロッジホ

テル着・泊 
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1 月 30 日（金） 

7：50 パラロッジホテル発-8：00 フェリーでナイル渡河-9：50 マシンディ道路と南岸道路の分岐点-10：06 発

電所至近点、発電所方向に茂みのなかを 200m ほど車で侵入を試みる-11：30 ブラヤクリーク-12：03 ブラヤクリ

ーク合流点-12：20 ブラヤクリーク合流点発-12：30～13：06 ブラヤクリーク橋で昼食-13：40 発電所至近点

-15：00 マーチソン滝着、同滝調査-15：30 マーチソン滝発-16：30 パラヘリー港着-16：35～16：55 ウガンダ

野生生物庁（UWA）マーチソン事務所オンジマ所長と面談-17：20 フェリー臨時便にてナイル渡河-15：40 パラ

ロッジホテル着-18：30～19：30 現地踏査まとめ 

1 月 31 日（土） 

7：50 パラロッジホテル発-8：00 ナイル川渡河-8：15～9：15 UWA 事務所オンジマ所長と面談-10：00 ナイル

川渡河-10：50 タイヤパンク修理でドライバー対岸から小型ボート臨時便で戻る 11：00 パラロッジホテル発

-12：30 カルマロータリー着-12：30～13：00 昼食-13：15 カルマ村集会場-14：40 カルマ取水ダム地点・同地

点調査-15：00 カルマ発-16：20 ミジェラ着 休憩-16：40 ミジェラ発-19：40 シャングリラホテル着 

 

２． 現地踏査 

・ ナイル川右岸（北岸）道路はアヤゴ水力放水口地点から上流については四輪駆動車走行可能な道路が川沿

いに通じており、この道路の利用によりアヤゴ水力及び同水力上流の水力開発ポテンシャル地点と思われる

地点はすべて踏査が可能であることが確認された。 

・ 左岸（南岸）道路はカルマ地点まで 4 輪駆動車による通行が可能なことが確認されたが、アヤゴ水力地点につ

いては、道路がナイル川と大きく離れており、計画地域と も接近している取水堰・発電所地点でも直線距離

で 8km ほど離れている。この間は草原とブッシュの混在する平坦な地形で、徒歩 2～3 時間程度で発電所地

点に到達可能で、本格調査の現地踏査に支障はないと思われるが、調査工事機材搬入については、ブッシュ

伐開による農業用トラクターの通行可能な通路の確保が必要であると考えられる（この通路伐開については

UWA 現地事務所及び UWA カンパラ本部両者とも可能であるとの見解）。取水堰・発電所地点より上流約

10km のブラヤクリークより上流はナイル川沿いに道路が通じており、本格調査の際に現地踏査のためナイル

川に到達するのは容易と思われる。 

・ アヤゴ水力の取水地点は 1/5 万地形図（100 フィート＝30.5m 等高線）では各々852m 及び 822m 等高線の間

にあり、放水口地点は 793m 及び 762m 等高線の間に位置しており、仮に各々両等高線間の河川勾配を一様

とした場合は取水口地点と放水口地点の総落差は 60～70m 程度と考えられる。1984 年の F/S では取水位

852m、放水口位765m による 87m となっている。今回の踏査での GPS 測定結果では取水堰地点標高856m、

放水口（下流約1.5km）地点の標高776m となっており、この間の総落差は 80m となっている。取水堰でのせき

上げ高さを考慮すれば 1984 年 F/S の 87m の総落差は妥当とも考えられるが、1/5 万地形図から読み取れる

標高とは大きく違っており、本格調査での航空写真測量及び河川縦・横断による確認が必要である。 

・ 踏査の結果、アヤゴ水力の計画地域には住民は存在しておらず、また水利用施設も存在しないことが確認さ

れた。ナイル川の野性動物については、河床勾配の緩い淵状の地域にはカバやワニの棲息が確認された

が、急流部では確認されなかった。現地 UWA 事務所の説明でも急流部にはカバやワニは棲息していないと

のことであった。 

 

３． 本格調査への UWA の協力 

・ 現地 UWA 事務所（パラフェリー左岸港）オンジマ所長と面談、本格調査への UWA の協力について協議。本

格調査時の現地調査工事については、調査事体に問題はないと思うが UWA 本部の許可が必要。調査工事

の実施には UWA は全面的に協力するとのことであった。 

・ 現地調査工事の作業員は、現地にキャンプを設営して UWA レンジャーの護衛のもと滞在することも可能、ま
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たブッシュ伐開による調査機材運搬路の設置も可能とのとのこと。 

 

４． カルマ水力 

昨年末（2008 年）に MEMD より公示されたカルマ水力 F/S ではカルマ水力の取水堰を高さ 30 のダムに変更し、

水路延長を既存計画の 2 から 6～9 程度に延長するなど、既存計画に比べ大幅な計画変更となっている。現地にて

MEMD 同行者に確認したところ、変更計画についての基礎的調査や現地踏査は実施されていない。ダムの高さを

30 とすると、水位はチョガ湖（Kyoga 湖）に達することになり、今回の踏査の結果では住民の水没・移転が生じるもの

と考えられた。現在の予定では、カルマ水力 F/S は水力開発マスタープラン本格調査と同時進行で実施される可能

性が高く、カルマ F/S での検討が間に合わない場合は、同本格調査でカルマ水力の発電能力の算定が必要になる

と考えられる。 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 2 日（月） 8：30～8：45 

場所 ： 電力規制庁（ERA） 

出席者 ： （敬称略） 

ERA Eng. Dr. S.B.Sebbowa, CEO 

調査団 大嶋 

内容 ： 電力料金設定について確認 

１． 料金設定のルールと改定頻度は？ 

・ 電力料金は、各段階（発電、送電、配電）でのコストに基づき設定している（Cost Oriented Tariff）。 

・ 改定頻度は 3 ヵ月ごと 

２． コスト･チェックは誰が行っているか？ 

・ すべて ERA 内部で実施している。ERA のなかに各分野のスペシャリストを擁している。 

現状、供給力不足により価格制御が思わしくない。 

３． 資料提供要請 

・ すべてのデータは WEB サイトに公開しているので、参照してほしい。WEB では必要資料が揃わない場合

は、その旨要求すれば、提供する。 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 2 日（月） 9：00～10:30 

場所 ： UWA 

出席者 ： （敬称略） 

UWA Richard Kapere, Senior Planning & Environmental Impact Assessment Officer 

Justine Namara, Senior Planning & Environmental Impact Assessment Officer 

調査団 丹羽、清野、臼井 

内容 ： 現地調査の協力確認、及び情報収集 

1月 30日の UWAマーチソンホールズ国立公園現地事務所長オンジマ氏との面談では、UWA本部の許可

があれば現地事務所はマスタープラン調査の現地踏査及び現地調査工事の実施に全面的に協力する、とのこ

とであったが。調査工事の許可申請はどのようなものかUWA本部に確認した。 

・ 調査工事の目的、内容、環境影響対策等について記載したものでよい。UWA が審査し問題がなけれ

ば 2、3週間で許可する。 

・ 調査工事の際のレンジャーの護衛は、工事作業員 1名につきレンジャー1名が目安。リエゾンのオフ
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ィサーもつける。作業員は調査工事の現場に工事用キャンプを設営して現場に宿泊することも可能。

・ レンジャー及びリエゾン・オフィサーの費用はそれぞれ 20ドル/日、60ドル/日。 

・ 取水堰での減水区間に対する放流量（Amenity Flow）はDWRMの所管事項だが、DWRMのAssistant 

Commissioner, Jackson氏と協議し、その結果をラップアップ協議の際に報告する。 

資料収集について、UWA の有するデータ、情報等の提供を依頼したところ、デジタル地図、大型哺乳動物の生

息数等の情報を得ることができた。 

 
 
日時 ： 2009 年 2 月 2 日（月） 9：30～10：00 

場所 ： 世界銀行（WB）ウガンダ事務所 

出席者 ： （敬称略） 

世銀 Mr. Paul Baringanire 

JICA ウガンダ事務所 羽石企画調査員 

調査団 大嶋、和田 

内容 ： ウガンダにおける水力発電分野へ支援について 

１． アヤゴ協調融資団へ参加する際の要件 

・ K&D による F/S(1997 年)以来、当該案件の見直しはなされていない。そのため WB としては、JICA の M/P

並びに F/S の成果に注目している。 

・ 注意点は、地質、環境面での知見に加え、当案件のプライオリティづけと Least Cost になるか否かである。 

・ F/S の結果次第ではあるが、Financial、Environmental、Procurement の観点をクリアすれば、当案件支援に

参加する用意は当然ある。 

・ カルマ水力が完成すれば、ウガンダ国内の需給バランスは取れるとみているので、アヤゴ水力が早急に必

要になるとは考えていない。したがって、エチオピア－ケニア連系をも見通したうえで、アヤゴ水力がどのよ

うなタイミングで、かつ、どの程度の開発規模となるかも、重要なポイントである。 

２． 付帯情報 

・ ケニアは 近、エチオピアとの間に電力融通協定（PPA）に関する MOU を交わした。 

・ WB は、ウガンダ－コンゴ民主共和国間の国際連系の調査をまもなく開始する予定。 

・ WB ERT（Energy for Rural Transformation）第2 フェイズの内容は、地方電化計画（IREMP）プロジェクトの支

援である。 

・ ここ 近の WB のウガンダ電力セクターへの融資規模は 200 百万ドル/年。 

  
日時 ： 2009 年 2 月 2 日（月） 11:00～11：45 

場所 ： アフリカ開発銀行(ADB)ウガンダ 

出席者 ： （敬称略） 

AfDB Mr. Benedict S. Kanu, Acting Resident Representative 

Mr. Daniel Isooba, Infrastructure Officer 

JICA ウガンダ事務所 羽石企画調査員 

調査団 大嶋、和田 

内容 ： ウガンダにおける水力発電分野への支援について 

１． 最近の ADB の活動（Mr. Kanu より） 

・ ADF-11（African Development Fund 第 11 期）の実施中で、新規案件向けの予算は不足気味である。アヤ
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ゴ案件の実施時期にもよるが、ADF-13頃が相当しそうなので、今協調融資の相談を開始するのは、適切な

タイミングである。 

・ 2 年前の電力不足が深刻であったことを受けて、エネルギー、インフラ整備に注力している。 

・ Regional Economic Growth を目標に、国内開発よりも地域統合開発(Regional Integration)に力を入れてい

る。 

・ AfDB としては、Bujagali、Kawanda、Karuma の案件への支援を行っている。 

２． 羽石所員より経緯の説明 

・ 1997 年に実施されたアヤゴ F/S 以来、見直しが行われていない状況に鑑み、 新情報を加味した M/P 並

びに F/S 実施が必要との JICA の協力方向性を説明。 

３． AfDB と JICA の想定値の摺り合せ 

                 <JICA>                         <AFDB> 

設備出力     ≒500MW                        ≒500MW 

建設期間       2014 年頃～5 年間程度                ADF-13 

所要経費     USD2,000～2,500／設備容量 KW          ？ 

経費負担     協調融資                                 協調融資 

供給範囲     regional                                should be regional 

４． AfDB の見解 

・ AfDB としては、調査･建設･運用のすべての段階において Regional Development を強く意識している。 

・ 近の経験に鑑み、M/P、F/S においては、環境社会配慮への積極的な取り組み姿勢を示すことが肝要で

あるとの教訓を得た。 

 
 
日時 ： 2009 年 2 月 2 日（月） 11：00～12：00 

場所 ： 地方電化庁（REA） 

出席者 ： （敬称略） 

REA Mr. Philip P.F. Ggayi, Senior Planning Engineer 

調査団 丹羽、清野 

内容 ： 地方電化計画について 

・ ウガンダ全体の地方電化計画は今年（2009 年）1 月に 終版が作成された Indicative Rural Electrification

Master Plan Report のとおり。この Master Plan の主な内容は以下のとおり。 

 送配電線延伸による電化で、地方のすべての商業センターを 33 送電線ネットワークでカバーする。 

 商業センターからさらに送・配電線の延伸により周辺に電化が広がるが、この周辺地域電化は Master

Plan には含まれていない。 

 Master Plan に提案されたネットワークは実施が開始されれば 10 ヵ年で完成する。ネットワークのルート、

施工順序が Least Cost になるよう計画されている。ただし、実施の裏づけとなる地域間調整といったもの

はなされていない。 

 同 Master Plan に提案されているネットワークにより直接電化されるのは約 50 万世帯で、国全体の電化率

は 10％向上する。また周辺地域の電化のアクセスが完成する（ユニバーサルアクセス）。 

 このネットワークに要する費用は合計 6 億 9,500 万ドルで、うち 3 億 8,700 万ドルを民間による投資、3 億

800 万ドルを補助金としているが、具体的な資金調達計画に基づくものではない。また 50 万世帯の電化

に必要な電力は 129MVA（129MW）。 

（上記説明は Indicative Rural Electrification Master Plan Report の査読による検証が必要。）  
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日時 ： 2009 年 2 月 2 日（月） 14：00～16：00 

場所 ： MEMD 

出席者 ： （敬称略） 

MEMD Eng. Jimmy OMONA, Hydro-mechanical Specialist, HPDU 

Mr. Otim MOSES, Environment Specialist, HPDU 

Mr. Kitayimbwa GODFREY, Electrical Engineering Specialist, HPDU 

調査団 丹羽、清野、大嶋、和田 

内容 ： S/W 及び M/M について 

 MEMD 水力開発ユニット職員と S/W 案及び M/M 案の詳細について検討を行い、ドラフトを作成した。同ドラフト

を基に追って署名予定。 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 3 日（火） 9:30～11：30 

場所 ： DWRM（Directorate of Water Resources Management）, Ministry of Water and Environment 

出席者 ： （敬称略） 

DWRM Eng. Mugisha-Shilingi, Director 

Nebert Wobusobozi, Commissioner, Water Resources Monitoring and Assessment 

Department 

Kyosingira Wilson Fred, Principal Hydrologist/Principal Water Officer-Monitoring   

調査団 丹羽、清野、臼井 

内容 ： 流れ込み式発電計画の取水量及び河川維持放流量（Amenity Flow）の基準について 

面談予定者のTwinomujuni Jacksonは外出のため欠席。UWAとの河川維持流量（Amenity Flow）の調整につ

いては確認できず。調査団は環境維持放流量を決定する具体的な基準の説明を求めたが、DWRM側は基準の

原理・原則の説明に終始し議論が噛み合わず。 

・ アヤゴ水力のような流れ込み式発電計画の減水区間への河川環境維持放流量についての DWRM の規定に

ついて調査団より質問した。回答は次のとおり。 

・ 下流の環境への影響を評価したうえで決定される。成文化された基準がある (First Edition Guidelines and 

Procedures for Processing Abstraction Permits under the Water Resources Regulations 1998)。MEMD ももってい

る。 

・ 95％超過確率流量が河川維持流量の基準となっている（上記 Regulations 1998 は下流の既存あるいは計画中

の水利用との調整を目的としたもののようで、カルマ水力やアヤゴ水力の減水区間には水利用はなく、この基

準は当てはまらないものと考えられる）。 

・ 基準は水を取水して使う側に立脚した考え方となっている（user friendly という発言）。 

・ カルマの河川維持流量は 1003/sec となっていると聞いたがその根拠は。 

・ カルマの河川維持流量は MEMD が決定した。 
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日時 ： 2009 年 2 月 3 日（火） 11:30～12:30 

場所 ： ナイル川流域協議会(Nile Basin Discourse:NBD), Entebbe Office 

出席者 ： （敬称略） 

NBD Sarah Naigaga, Discourse Coordinator 

調査団 丹羽、清野、臼井 

内容 ：  

１． NBD の活動について 

・ エンテベの事務所はリージョナルオフィスで、5 名のスタッフが勤務している。アフリカ各国に事務所があり、互

いにネットワークをもっている。また、カンパラのオフィスには2名のスタッフが勤務しており、ウガンダ国内の活

動を実施している。 

・ 主な活動は、ナイル川流域の環境と水資源に関する人々の啓発や政策提言などである。 

・ 支援対象国として、10 ヵ国をカバーしている。 

・ DEFID やカナダ国際開発庁（CIDA）、スウェーデン国際開発協力庁（SIDA）からサポートを受けて活動を実

施している。 

２． ウガンダ水力開発に対する意見 

・ 一般論として、水力開発では、インパクトの特定とミティゲーションが必要。彼らは流域の資源に依存して生活

しているため、特にコミュニティを対象とするべき。アヤゴ水力開発を行う場合にも、配慮するべき。 

・ 政府は、開発に伴う補償を実施しているが、補償は 低限で、彼らにとって不十分である。現在の経済価値を

考えると、水準が低く、例えば、マンゴーやジャックフルーツなどの補償では、収穫できるまで時間がかかる

が、そこまで考慮されていない。補償については、国際基準に従うべきである。 

・ 開発に伴う影響について、公平なアセスメント及びミティゲーション方法が必要。コミュニティは、補償を受ける

権利をもっている。 

・ アヤゴ水力開発はウガンダのみではなく、他の国に輸出するとあるが、ポテンシャルは小さいだろう。効果に

ついて、疑問がある。調査にあたっては、国際自然保護連合（IUCN）など自然環境に明るいNGOの関与が必

要。 

・ NBD は市民社会への貢献を目的としているので、市民に便益のある開発であれば理解できる。 

３． 過去にアドボカシー活動を行ったプロジェクト 

・ ブジャガリ水力開発について、国家環境管理庁（NEMA）に政策提言を行った。具体的には、環境アセスメント

（EIA）のプロセス中、パブリックコンサルテーションなどで意見具申を行った。 

４． 他の NGO との関係 

・ NBD はアンブレラ型 NGO（※ネットワーク型 NGO の意）であるため、多くの NGO と協力関係を築いている。

自然環境では、UWS（Uganda Wildlife Society）、UDF（Uganda Discourse Forum）などが、自然環境のフォーラ

ムを担当している。 

５． 本格調査に対する関与 

・ ステークホルダー協議（SHM)に招待していただければ、参加する。また、ほかの NGO と協議の機会を設け

る。 

・ 活動には直接費用が必要であり、支援を頂ければありがたい。 

・ 情報の提供や関係機関とのインタラクションは必要。特に情報がないとこちらも混乱するので、要求したい。 

・ SHM 協議について、EIA プロセスに関与した経験から申し上げる。事業者による説明は科学的なものであり、

分野外の人間には理解しがたい。もっと簡単な説明にしてほしい。また、さまざまな専門家が関与した SHM を

実施してほしい。協議は首都で開催され、招待も官庁に限られている。ローカルは、都市部とは別の観点をも

っているので、現地でも開催してほしい。  
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日時 ： 2009 年 2 月 3 日（火） 14:30～14:50 

場所 ： 農業省（MAAHF） 

出席者 ： （敬称略） 

MAAHF Frederick Sozi 

調査団 臼井 

内容 ： ナイル川流域の農業活動に関する情報収集 

１． ナイル川流域の灌漑の水利用の状況 

・ サトウキビのプランテーションがある。詳細なデータは当局では保有していない。 

２． 同流域の農業組織、灌漑組織の存在 

・ 農業組織はあり、政府は灌漑スキームを計画しているところ。1 万 ha、250 世帯が対象となっている。 

・ コミュニティは、水利用の組織をもっている。 

３． ナイル地域の灌漑計画 

・ 1953 年に大規模計画があった。そのほかのプロポーザルとして、西部地域を対象とした計画がある。現在、

も大きいのは、ドホ灌漑計画であり、JICA の支援を受けて進めている。 

４． 他の省庁との調整 

・ 貯水池は、灌漑や生活、家畜などに重要である。水利用には規制があり、DWRM など、ほかの官庁とともに調

整している。 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 3 日（月） 15:30～15:50 

場所 ： NEMA 

出席者 ： （敬称略） 

NEMA Waiswa Ayazika Arnold, EIA co-ordinator 

調査団 臼井 

内容 ： 本プロジェクトの EIA 手続きの再確認、情報収集 

１． 本プロジェクトに適用される EIA 手続きについて 

・ M/P でボーリング等の調査を行う場合、規模等の内容が詳細にわからないと、なんともいえない。内容いか

んによっては、EIA が必要となる可能性がある。ただし、影響が軽微であれば、プロジェクト概要書の提出及

びその承認のみで済む。 

２． 収集資料について 

資料収集について、UWA の有するデータ、情報等の提供を依頼したところ、デジタル地図、大型哺乳動物の生

息数等の情報を得ることができた。入手した主な情報は以下のとおり。 

･ 大気汚染防止法（ドラフト） 

･ 戦略的環境アセスメントガイドライン（ドラフト） 

･ The State of the Environmental Report for Uganda 2006/2007,2006. 
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日時 ： 2009 年 2 月 3 日（火） 16:00～14:50 

場所 ： IUCN 

出席者 ： （敬称略） 

IUCN Barbara Nakangu Bugembe, Programme Officer 

調査団 臼井 

内容 ： IUCN の活動、本格調査にあたっての協力、そのほか情報収集 

１． 活動の概要、スタッフの数など 

・ IUCN ウガンダは、IUCN メンバーの国事務所であり、現在、2 名の技官が勤務している。現在、6 つのプロジェ

クトを実施している。 

・ ケニアに地域事務所があり、水、森林などの専門家が、各国のオフィスをサポートしている。特に、大きなプロ

ジェクトでは、地域事務所がサポートする体制になっている。 

・ IUCN の役割として、人々のキャパシティビルディングが重要。例えば、北部での職業訓練などのプロジェクト

などがある。 

・ マチソンフォール国立公園に関するものでは、湿地の保全プロジェクトを実施している。まずは、ラムサールサ

イトに登録することをめざしている。 

２． 過去に関与した開発プロジェクト（特に国立公園内） 

・ 東部ケニアとの国境付近で、ノルウエーが実施したプロジェクトでは、人々が国立公園内に住んでいた。持続

可能な開発を実現するため、人々をサポートする活動を行った。ウガンダ側ではうまくいったが、ケニア側では

何の活動もしなかった。 

・ 国立公園外だが、景観保全とコミュニティプロジェクトを実施。国立公園の外はめぼしい観光資源がないが、

景観保全によって雇用の確保を期待できる。 

・ マチソンフォール国立公園については、ラムサール登録に向けた、生物多様性保全のプロジェクトを実施して

いる。UWA が有用なデータをもっており、世界自然保護基金（WWF）、WCS（Wildlife Conservation Society）

などの NGO も関与している。 

・ ブジャガリ水力開発についてはWBがコミットしており、IUCNはWBの依頼で、ステークホルダー協議や持続

可能な管理計画を促進した。これには、水利用、森林利用、3 つの州の収入源、先住民族の保全、観光開発

などが含まれる。地域の人々とともに、計画を考え作成した。 

３． 電力セクターについての意見 

・ IUCN のスタンスは、上の方が決めることであり、私からは述べることはできない。ただし、個人的な意見として

は、この国には電力は必要である。環境コスト分析などの科学的な検討が必要であり、便益と比較して、よりよ

い案を提示するべき。 

４． 関連する NGO 

・ 自然環境であれば、WCS や UWS（Uganda Wildlife Society）などが知見を有している。 

５． 本格調査での協力の可能性 

・ 過去の調査では、2～5 万シリング／日程度で自然環境調査を請け負っている。 

・ NEMA が登録コンサルタントのリストをもっている。知人のなかでは、Dr.カテヨが、生物多様性関連の調査で

よい仕事をしている。 
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日時 ： 2009 年 2 月 4 日（水） 9：30～10：30 

場所 ： 財務計画経済開発省（MFPED） 

出席者 ： （敬称略） 

MEMD Lawrence K Kiiza, Director Economic Affairs 

JICA ウガンダ事務所 羽石企画調査員 

調査団 丹羽、清野、大嶋、臼井、和田 

内容 ： M/M、S/W 案の確認 

  キザ局長へ調査団来訪の趣旨説明を行ったうえで、ウガンダにおける水力開発の資金計画について尋ねたとこ

ろ、電力の必要性が高いことはいうまでもなく、今後ウガンダの産業発展及び電力輸出を通じた外貨獲得のために

重要である。当面は、インフラ整備予算は厚く配分していく考えで、電力セクター開発についても必要予算のめどが

わかりしだい情報を頂きたい。それに基づき、必要な予算措置を検討する。 

  一方、ウガンダでの水力開発にはドナーからの資金協力も必要であり、局長としては日本からの協力に期待をし

ている旨発言があった。 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 4 日（水） 11：00～11：30 

場所 ： MEMD 

出席者 ： （敬称略） 

調査工事業者 

  地形測量 

 

 ボーリング 

 

 地震探査 

 

MEMD 

 

Mr. Timothy Mutabaazi digi FIND 

Mr. Mitanda Humphrey, Synergy Surveys & Associated LTD 

Mr. Godfrey Andama, Stratagem Driling Ltd 

Mr. Mawanda Michael, Mineral Consulting International Limited（地震探査も） 

Richard Muhigwa Terrain Services LTD 

 

Mr. Otim MOSES, Environment Specialist, HPDU 

調査団 清野 

内容 ： 現地調査工事業者仮見積り依頼 

MEMD が推薦した本格調査の現地調査工事請負業者と考えられる業者を招聘し、現地調査工事の概要につい

て説明し、調査工事単価の仮見積りを依頼。また業者の保有機器、工事実績の提出も求めた。 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 4 日（水） 11：00～14：00 

場所 ： MEMD 

出席者 ： （敬称略） 

MEMD Eng. Jimmy OMONA, Hydro-mechanical Specialist, HPDU 

Mr. Otim MOSES, Environment Specialist, HPDU 

調査団 丹羽、清野、大嶋、臼井、和田 

内容 ： M/M、S/W 案の確認 

MEMD 水力開発ユニット（HPDU）職員と S/W 案及び M/M 案の詳細について検討を行い、ドラフトを作成した。

同ドラフトを元に、追って署名予定。 
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日時 ： 2009 年 2 月 4 日（水） 14：30～15：30 

場所 ： MEMD 

出席者 ： （敬称略） 

MEMD Eng. Paul Mubiru, Director of Energy and Mining Development 

Eng. Jimmy OMONA, Hydro-mechanical Specialist, HPDU 

Mr. Otim MOSES, Environment Specialist, HPDU 

Mr. Kitayimbwa GODFREY, Electrical Engineering Specialist, HPDU 

Ms. Cecilia N. Memya, Principal Energy Officer, HPDU 

Ms Joan K. Mutiibwa, Energy Officer, HPDU 

JICA ウガンダ事務所 高野所員、羽石企画調査員 

調査団 丹羽、清野、大嶋、臼井、和田 

内容 ： M/M の署名について 

調査団からこれまでの調査概要並びに主要事項について MEMD 側へ説明したうえで、S/W 及び M/M の内容

を説明した。特に現状のウガンダにおける水力開発計画及びプロジェクトの進捗に鑑み、ナイル川水系での水力開

発の相乗効果を高めるために、それぞれの水力発電所の開発計画に加え、統合運用を見据えたマスタープランの

策定の必要性が高いことを伝え、先方も同意した。 

エネルギー鉱物開発局長は M/M 案を調査団と検討のうえ合意し、双方で署名を行った。 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 5 日（木） 9：30～11：00 

場所 ： MEMD 

出席者 ： （敬称略） 

ウガンダ側 MEMD11名、他関係機関 9名（別添ラップアップ協議参加者参照） 

JICA ウガンダ事務所 関所長、高野所員、羽石企画調査員 

調査団 丹羽、清野、大嶋、臼井、和田 

内容 ： ラップアップ協議 

MEMDエネルギー鉱物開発局長及びJICAウガンダ事務所長の挨拶に続き、調査団長からこれまでの調査概要

に触れた。引き続き、各団員の調査での主要事項についてプレゼンテーションを行った。 

ウガンダ側からはマスタープラン作成について理解を得るとともに、ナイル川水系一貫開発計画の必要性につい

て理解を得た。 

協議での主なコメント、質疑等は次のとおり。 

（WRMD） 過去 5 年間の傾向として、表流水･地下水共に減少傾向にある。土地利用の変化や産業活動などが原

因。水文学的検討も加えて欲しい 

（UETCL） アヤゴ北は実施するのか？ 

→ アヤゴ全体で計画検討を行う。 

       先行するカルマ、イシンバの F/S の変更可能性如何。 

→ Review と Evaluation は行うが、変更するものではない。 

（WB） 今回実施する M/P と、過去の M/P の違い、及び NBI の関与は？NBI 等により実施された M/P との違い

は何か？ 

→ 旧M/Pは、1997年に実施されたもので、現在では当時と状況が異なっているうえに、主に個々の計画での水力

ポテンシャルに注目していた。今回は、より現実的で水利用効率を向上させる方法を模索する。また、環境面の検

討が不十分であったため環境社会配慮面についても適切な検討を行う。さらに、広域流域のなかでの計画であり、
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統合的な流域管理を行うことも視野に入れている。NBI との関与については、ケニアでの調査で、ドナーの意向も

含めて電力輸入の意向を確認した。 

（UWA） アヤゴのプロジェクトサイトは自然保護区内に位置する。従来の手法とは異なるアプローチが必要となる。

特に減水区間について 小流量（Minimum Flow）の確保や緩和措置が必要である。UWAは当案件に全

面的にかかわっていきたい。 

→日本では、国立公園内の水力開発も行われている。具体的には、関連施設は地下に設置するなど、

小化を検討する。 

（WB） 本 M/P と NELSAP との関連で、水利用 適化と統合運用に関して焦点を当てるべきと考える。 

→ステージⅢの現地調査段階で、精度を向上させる方法を模索する予定。 

（DWRM） 環境流量（Environmental Flow）としてはいわゆる 95％流量を目安としている。 

 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 5 日（木） 15：00～16：30  

場所 ： 在ウガンダ日本大使館 

出席者 ： （敬称略） 

日本大使館 加藤圭一大使、板倉言葉書記官 

JICA ウガンダ事務所 高野所員、羽石企画調査員 

調査団 丹羽、清野、臼井、大嶋、和田 

内容 ： 調査結果概要報告 

 調査団から調査結果概要報告資料に基づき、報告を行った。主な質疑等は以下のとおり。 

・ 大使から実施までの時期のなかでスピードアップが可能な部分については、できるだけ期間短縮のうえ対応

ありたい旨発言があった。調査団からは手続き面での迅速な対応により詰められる部分についてはスピーデ

ィに進めていくことを伝えた。 

・ アフリカでは水力発電の可能な地点は限られており、コンゴ、エチオピア、ウガンダのナイル川水系地域が

主な場所。コンゴは国内事情から開発が難しい。ウガンダの水力開発は東部アフリカ地域の経済発展に貢

献する意味をもつ。東部アフリカの域内協力に関する議論は活発になっており、特に域内インフラ整備の必

要性が高い。海外投資を呼び込むために電力供給は優先度が高いインフラである。昨今のウガンダにおけ

るインフレ率の動きに注意しつつ、送電線も加味した:統合運用と料金設定についても検討すべきである。 

・ アヤゴ水力開発計画については、技術的に発電能力がどの程度まで可能か説明できるようにしてほしい。大

統領に対するアドバイザーが技術的専門情報を有しており、大統領はそれらの情報を基に発言している。案

外専門的情報にも通じているので、きちんとした技術的観点からの説明を行っていく必要がある。大統領が

求める 大規模の実現可能性については、代替案も用意したうえで、今後日本として提案していくことが求

められる。 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 5 日（木） 16：45～17：30  

場所 ： JICA ウガンダ事務所 

出席者 ： （敬称略） 

JICA ウガンダ事務所 関所長、高野所員、羽石企画調査員 

調査団 丹羽、清野、臼井、大嶋、和田 

内容 ： 調査結果概要報告 

調査結果概要報告資料に基づき、事務所報告を行った。 
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事務所としては、できるだけ迅速にマスタープラン調査を実施し、その後の協力計画を明確にし、大使館と歩調を

合わせたウガンダ政府への協力を進めていきたいと考えている。 

調査団から、以下、事務所へ依頼事項を伝えた。本格調査開始後、水力開発ユニット(HPDU)を主要カウンター

パートとして作業が進められていく、MEMR のなかにおける HPDU の位置づけが高まってくよう側面支援してほし

い。HPDU にそれなりの発言力が確保されることは、本格調査実施のうえで重要な要素となると調査団としては考え

ている。 

 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 6 日（金） 11：00～11:40 

場所 ： ブジャガリ電力会社（Bujagali Energy Ltd: BEL） 

出席者 ： （敬称略） 

BEL Bill Groth, Resident Construction Manager 

Kenneth Kaharu, Duputy Construction Manager 

Emmy Beraho, Environment Team Leader 

Patrick Mwesigye, Social & Environmental Manager 

Nansubuga Josephine Faith, Social & Environment Field Technician 

MEMD Kitayimbwa Godfrey Electrical Engineering Specialist, HPDU 

調査団 清野、臼井 

内容 ： ブジャガリ水力開発の活動について 

１． 資金調達及び工事進捗状況 

・ 建設資金 8億 5,000万ドルの調達先は次の 10機関：WB/FC、AfDB、MIGA、Propaco、AFD、FMO、

GTZ/KFW、EIB 

・ 利率は 15% 

・ 工事進捗は部分的に遅れはあるが、2010年末 1号機運転開始、2011年 7月竣工の工程に変更はない。

２． 環境・社会配慮の取り組みについて 

・ WB からはさまざまな条件が提示されており、それらにのっとった活動を行っているので、WB サイドは納得し

ている。具体的には、環境緩和モニタリングプラン（漁業、廃棄物の影響）、コミュニティ開発プラン、パブリック

コンサルテーション&情報普及プラン、雇用管理プランが含まれる。 

・ EIA については、2003～2007 年まで実施しており、未解決の事項をレビューした。主に、住民移転に関するも

のである。NEMA は承認しているが、条件が出ている。 

・ コミュニティの開発に対して、完全に賛同している。 

３． NGO 等の活動について 

・ NGO 等の活動については、NAPE、NBD（Nile Basin Discourse）、Safe Bujagali Crusade など、主に 3 団体であ

る。他の NGO も協力している。彼らの戦略はそれぞれ異なっており、ドナーに直接に手紙を出す、インスペク

ションパネルにもコミットするなどである。また、メディアキャンペーンをやっており、新聞や WEB サイトにも情

報を載せている。 

・ NGO の活動に対する応答としては、人々の意見を新聞や機関誌に載せるなどがある。 

・ NEMA は、EIA プロセスの一環として、プロジェクトモニタリングコミュニティを設置している、マケレ大学の教

授が議長であり、 近設置された。NAPE もメンバーのひとりであり、主要な官庁［DWRM、国家森林庁（NFA）

など］も含まれる。NBD、NAPE が NGO メンバーとなる。 

・ NGO からの主な指摘として、2003 年のプロジェクト開始時に、コミュニティの開発を約束したが、2007 年まで、
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何の活動もなかったというもの。まだ、対策をしている 中である。それから、湖のレベルが下がり、水文に影

響があるのではないか、また、ダムの建設コストを含め諸費用が高すぎるため電力料金の設定に影響があると

いう指摘もある。 

・ NGO が情報を知ったのは、EIA プロセスにより情報が公表されたことによる。具体的には、パブリックコンサル

テーションがあり、1998 年から反対運動が始まっている。 

４． その他 

・ 水質については、発電所付近で水の撹拌による曝気の効果があるので、水質は改善されるだろう。 

・ すべてのレポート類は、当社や WB の WEB サイトに載っている。 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 7 日（土） 8:00～19:30 

場所 ： ナイル川上流部水力ポテンシャル地点現地踏査 

出席者 ： （敬称略） 

MEMD Eng. Henry Bidasara – Igaga, Assistant Commissioner (Electric Power) 

Kitayimbwa Godfrey Electrical Engineering Specialist, HPDU 

調査団 清野、臼井 

内容 ：イシンバ水力地点からブジャガリ水力地点までのナイル川上流部のポテンシャル地点の踏査 

踏査の詳細については別紙踏査報告書に記載（付属資料 8．参照） 

１． 行程 

8:00カンパラ発 – 10:00 ジンジャ着、MEMDと踏査行程打ち合わせ 

11:00ジンジャ発 右岸舗装道路経由-12:00 Isimba水力地点着、同水力地点着調査 

12:30 Isimba水力地点発– 13:00 Matumu Falls着、同地点調査 

13:30 Matumu Falls発– 14:30Kalaga水力地点着、同水力地点調査 

15:30 14:30Kalaga水力地点発– 16:30Bujagali Falls着 

17:00 Bujagali Falls発– 19:30カンパラ着 

２． 踏査結果概要 

(1)アクセス及び宿舎 

ジンジャからナイル川上流水力ポテンシャル地域末端のイシンバ水力地点まで、左右岸に車両通行可能な

道路があり、全区域の川端まで容易に到可能。ジンジャからイシンバ水力地点までは 1時間ほど。 

(2) Isimba Falls地点 

ナイル川上流部急流部の末端に位置する地点で、この地点より下流は川幅が広大となりまた河床勾配もチ

ョガ湖まで 1：1万以下となり水力発電ポテンシャルは存在しない。MEMDはダム式で落差 16m程度で出力

100MW の低落差発電計画を考えている。ダム軸上に中州が 2 つあり、ブジャガリ水力と同様にこの中州を

利用して、まず発電所側を締め切り発電所及び洪水吐の工事を行い、その後ダム側の工事を行うこととなる。

計画ダム高は有効落差 16mから考えると、フリーボードやナイル川の水深を考慮して 25m程度となると思わ

れるが、GPS測定値では両岸の比高は 20m以下であると思われる。 

河床部には岩盤が露出し右岸アバット部も地表に岩盤の露頭がみられる。川幅はブジャガリ水力と同程度

と考えられ、ダムの高さこそブジャガリ水力の 30mに対してイシンバ水力のダム高さは 25m程度と考えられ

るが、仮締め切りや洪水吐の工事費はブジャガリ水力と同程度となる。発電所の使用水量はブジャガリ水力

の 60%程度と考えられることは発電所工事費はブジャガリ水力の 60%以下にはならぬものと考えられる。ま

た、湛水予定地内には村落も存在するものと思われる。 

(3) Matumu Falls 

Kalagala Fallsと Isimba Fallsの中間地点に位置する落差数メートルの滝で、Isimba Fallsの代替始点として検
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討対象になる地点と考えられる。中州を利用する。 

(4) Kalagala Falls 

ブジャガリ水力を開発する際、WB に開発放棄を約束した地点で、ブジャガリ水力に匹敵する地点特性を

備えている。現在は滝の景観のほかラフティングやカヌーの観光地となっている。 

 

 

日時 ： 2009 年 2 月 9 日（月） 9：00～10:00 

場所 ： NBD（Nile Basin Discourse）カンパラ事務所 

出席者 ： （敬称略） 

NBD Agrippinah Namara, Coordinator 

Sarah Naigaga, Discourse Coordinator 

UWS (Uganda Wildlife Society) Annet Nakyeyune, Executive Secretary 

調査団 臼井 

内容 ： NBD カンパラ事務所の活動、本格調査での関与、そのほか 

１． 活動概要 

・ NBD カンパラ事務所は、ウガンダ国内の活動を担当している。ナイル流域の開発が目的であり、地域の人々

を対象としている。 

・ 開発に関するさまざまな調査を実施しており、天然資源、流域管理などが含まれる。現在のスタッフは 2 名だ

が、他の NGO とネットワークを構築している。自然環境面では、UWS ともコネクションをもっている。 

２． 過去にアドボカシー活動などで関与した開発プロジェクト 

・ 南部の Upanga 州、Gorge 国立公園内に位置する小規模水力開発に関して、UWS と共同で調査を行うととも

に、人々の啓発活動を行っている。NEMA などの関連官庁に対しては、緩和策の政策提案を行った。本件で

は、土地や道路について負の影響があった。森林が失われ、地域の固有種にも影響がある。EIA は実施され

ているが、適正かどうか、人々が事業を受け入れているかなどが関心事項。 

３． 他の NGO との関係 

・ 主な NGO として、UDS（Uganda Development Society）、NU（Nature Uganda）、NAPE、ACODE、RUDMEC、

UEEF(Uganda Environmental Education Foundation)などがある。 

４． 電力セクターや本 M/P についての意見 

・ 一般論として、水力開発では、コミュニティに便益があるかどうかが疑問。結局、電力料金は高くなるのが問題

である。また、人々に対する職業の提供が少ないことも懸念される。 

・ 土地収用についても補償が不十分である。国家プロジェクトだからといって許されることではない。 

・ インフラの整備がコミュニティの開発に必要である。 

・ 自然環境については、Upanga 水力開発の場合は滝がなくなった。動物の生息域に配慮しなければならない。

・ M/P への関与については、ステークホルダー協議に招待してほしい。 

・ M/P のようなポリシーレベルの経験としては、NGO フォーラムとして国際標準ガイドラインの策定プロセスに参

画したことがある。 

・ ブジャガリ水力開発では、プロジェクトレベルからしか関与できなかった。これから M/P でポリシーレベルの協

議を行うのであれば参画したい。 

・ アヤゴ水力開発のケースでは、対象地域に人が住んでいないとしても、間接的なプロジェクトの利害関係者の

意見を聞くことが重要。雇用や電力供給でも、なんらかの関与が想定される。また、コンサルテーションの結果

について、人々へのフィードバックが必要。EIA プロセスでは、政府は情報を隠蔽している。結果も人々に提

供されていないし、人々は、協議の開催を知らされていない（NBD 側のもっている印象として発言があった）。 
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日時 ： 2009 年 2 月 9 日（月） 15：00～16:30 

場所 ： NEMA 

出席者 ： （敬称略） 

NEMA Onesimus Muhwezi, Director, Environmental Monitoring 

Waiswa Ayazika Arnold, Environmental Assessment Co-ordinator 

Anonyo Cristine, Environmental Assessment Office 

MEMD Otim Moses, Environment Specialist, HPDU 

調査団 清野、臼井 

内容 ： 予備的スコーピングのためのワークショップ 

本格調査に向けたスコーピングのたたき台とするため、NEMAのEIA担当技官を中心に招待し、予備的スコーピ

ングのためのワークショップを実施した。 

ワークショップでは、臼井から M/P における戦略的環境アセスメント（SEA）の導入について説明した後、各段階

における環境社会配慮の活動について、議論を行った。 

結果については、報告書本文の予備的スコーピング（第 6 章 6－3）関連箇所参照。 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 10 日（火） 10：00～11:30 

場所 ： 世界自然保護基金(WWF) 

出席者 ： （敬称略） 

WWF Isaiah Owiunji, Conservation Projects Manager 

David Duli, Country Coordinator 

MEMD Otim Moses, Environment Specialist 

調査団 臼井 

内容 ： WWF の活動概要、本格調査の関与 

１． WWF の活動概要 

・ カンパラ以外にも、2 つのフィールドオフィスがあり、国内のスタッフは 32 名である。 

・ 主な活動として、森林・水資源管理、オイル&ガスに関する市民のキャパシティビルディング、ローカル NGO と

の協調、中央政府（UWA、NFA、NEMA、PEPD、LG など）との対話を行っている。 

２． 本 M/P に対する意見 

・ STAGE I（ 適電源の検討）に関する部分では、再生可能電源が も優れている。水力も優れているが、将来

の気候変動による水位変動の影響が不明なのでリスクがある。水位変動の予測が必要。地方電化では太陽

光、また、北西部では小規模水力が適している。北東地域では、風力のポテンシャルがある。また、バイオガス

も生活に必要なエネルギー供給として有望。 

・ アヤゴ水力開発については、特に国立公園であることに懸念がある。自然保護と経済開発との両立について

議論が必要。マーチソンフォール国立公園は、 も豊富な自然環境の地区であり、ラムサール登録サイトとし

て申請中である。同地域では、油田開発が進んでおり、すでに政策提言を行っている。 終的に事業対象地

は別の場所に移されることになった。 

・ 一般論として、政府は電力開発を強引に進めている傾向がある。 

・ ウガンダでは、国民の 99％がバイオマスに依存しており、政府も推進している。中産階級層までの人々にとっ

ては電力料金が高すぎるので、バイオマスの利用が解決策になる。 

・ ステークホルダー協議には招待してもらいたい。関係省庁は拒否するかもしれないが、さまざまな立場の考え

を同時に検討することは有用。 
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３． その他 

・ アルバート湖油田&ガス開発のモニタリングプログラムについては、WWFも関与しており、NEMAがAlbertine

Graden Environmental Sensitivity Atlas のドラフトを作成している。 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 10 日（火） 15：00～15:50 

場所 ： UWA 

出席者 ： （敬称略） 

UWA Aggrey Rwetsiba, Senior Monitoring & Research Coordinator 

MEMD Otim Moses, Environment Specialist 

調査団 臼井 

内容 ： 本格調査の関与について 

UWAモニタリング&調査セクションでは、自然保護に関する調査活動を実施しており、豊富な知見を有しているこ

とから、本格調査での協力の可能性について打診した。マーチソンフォール国立公園については、航空写真を利

用した調査、及び哺乳類についての頭数調査を実施している。 

UWA 側調査員の確保については、JICA との契約を締結することには問題ないとの見解を得た。 

経費について、詳細な TOR が確定していないので、必要額の提示は困難であるとのことであるが、参考価格とし

て、4 名 1 チームで 1 ヵ月間の頭数調査を実施した場合、1 万ドル程度必要との意見が得られた。 

 
 

日時 ： 2009 年 2 月 10 日（火） 17：00～17：30 

場所 ： JICA ウガンダ事務所 

出席者 ： （敬称略） 

JICA ウガンダ事務所 高野、羽石 

調査団 清野、臼井 

内容 ： フォローアップ調査概要事務所報告 

１． 6 日ブジャガリ水力訪問結果 

1）工事行程他について 

当初工程に比較して部分的に遅速はあるものの、竣工は予定どおり 2011 年 7 月。 

建設資金は WB、 AfDB、EBI ほか 10 の国際機関や国から調達。 

2）環境について 

環境・社会配慮の取り組み、NGO 等の活動及び移転村落訪問結果について報告。 

２． 7 日ナイル川上流部水力ポテンシャル地点現地踏査結果 

下流イシンバ水力地点から上流カラガラ水力地点まですべての区間を 4 輪駆動車で侵入可能で、河床にも徒歩

にて容易に到達することが可能であり、本格調査時の現地踏査はカルマ滝～マーチソン滝間のナイル川下流部水

力ポテンシャル地点も含めて問題がないことが確認された。 

３． NBD（Nile Basin Discourse）カンパラ事務所面談結果 

報告内容は会議記録のとおり。 

４． NEMA 予備的スコーピングのためのワークショップの結果 

報告内容は会議記録のとおり。 

５． UWA 本格調査の関与の可能性についての面談結果 

報告内容は会議記録のとおり。 
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６． イシンバ水力 FS 入札について 

 MEMD は昨年（2008 年）8 月イシンバ水力F/S の入札を行った。業務内容は F/S にボーリング（20 孔）等の調査工

事の実施と基本設計及び EPC 入札図書作成を含む。F/S の資金は MEMD の自己資金によるもので、予算は 750

万ドル。 

F/S の TOR によれば、建設資金としてインドの輸出入銀行から資金を導入（現在のインドからのコミットは 1 億ドル

とのこと）の予定である。応札は PB Power（南アフリカ共和国）、TECSULT（カナダ）、FITCHNER（ドイツ）の 3 社で、

現在 PB Power は応札価格が予算より高いため脱落し、予算内の応札価格であった TECSULT と FITCHNER の 2

社について 終審査が行われている。F/S 工期は当初TOR では 6 ヵ月となっていたが、応札者からはもっと長い工

期が提案されている。 

コンサルタントとの契約の決定が延びているのは、外国からのローンを見込んでいる建設資金のメドがインドの輸

出入銀行の 1 億ドル以外は立っていないことによるものとみられる。 

７． 水文資料の収集 

要求した水文資料及び既設水力の運転資料の一部に未収集のものがあるが、本格調査の開始には問題はな

い。 

８． 調査工事再委託業者の仮見積り徴収について 

 2 月4 日、地形測量、ボーリング、地震探査、建設材料試験について MEMD の推薦を受けて 5 社を MEMD に招

聘して仮見積りの依頼を行った。全社仮見積り提出を承諾したが、10 日現在、測量について digi FIND 社及び

Synergy Surveys & Associated LTD の 2 社から、ボーリング及び建設材料調査（室内試験を除く）について Stratagem

Drilling Ltd から仮見積書の提出を受けたが、他の会社からはまだ仮見積書の提出を受けていない。 

 MEMD、HPDU の Jimmy 氏に残りの業者からの仮見積書の徴収を依頼しているが、JICA 事務所においてもフォ

ローアップをお願いしたい。 
 
 

日時 ： 2009 年 2 月 11 日（水） 11:30～12:30 

場所 ： NBI 

出席者 ： （敬称略） 

NBI Audace Ndayizeye, Head of Strategic Planning and Management 

調査団 清野、臼井 

内容 ： NBI の活動内容 

1． NBI 組織概要 

・ 加盟 9 ヵ国の電力融通の促進とビクトリア湖及びナイル川の水管理が主目的。 

・ 現時点では加盟国間の電力融通は国対国の二国間融通を考えている。 

・ ケニヤ、タンザニア、ルワンダ、ブルンジのビクトリア湖沿岸国はビクトリア湖の水位維持（できるだけ高水位維

持）に関心があり、エジプトはナイル川流出量（できるだけ流出量を多く）に関心がある。オーエンフォールズ

ダムからの放流が合意水位・流量曲線カーブを上回ってもエジプトには不満はないはずだが、ビクトリア湖沿

岸各国は、水位低下による灌漑用水の取水が困難になるなどの影響がある。 

・ オーエンフォールズダムからの放流量の合意水位・流量曲線カーブ超過については、MEMD が Lake

Victoria Basin Commission に許可申請を行うこととなっているが、 近の超過放流について許可申請している

との情報は得ていない。 

・ 水力マスタープランの結論によりCurrent NELSAP Projectでのアヤゴ水力のプライオリテイーが上がるものと

考えられる。JICA 水力マスタープラン期間中に開催されるステークホルダー協議には、NBI も参加するよう促

し、先方は関心を表明。 

 

以上 



ウガンダ水力開発マスタープラン策定支援プロジェクト準備調査収集資料リスト

No. 資料名称 言語
形態（冊子/レ
ポート/パンフ
レットなど）

サイズ 頁数
オリジナル
又はコピー

発行機関
又は入手先

電子デー
タの有無

入手日 国名

1 Investment Facility (Annual Report 2007) English 冊子 A4 80 オリジナル EIB 無 2009/1/21 Kenya
2 EU-Africa Infrastructure Trust Fund (Summary Sheet) English パンフレット A4 4 オリジナル EIB 無 2009/1/21 Kenya
3 Annual Operation Record of Kenya Power System English ペーパー A4 3 コピー KenGen 有 2009/1/22 Kenya
4 KenGen Annual Report 2008 English レポート A4 84 電子コピー KenGen 有 2009/1/22 Kenya
5 Least Expansion Plan in Kenya 2008 - 2029 （抜粋） English レポート A4 5 コピー KPLC 有 2009/1/21 Kenya

6
Short and Medium Term Transmission Projects to be included in the
Updated Corporate Strategic Plan

English レポート A4 11 コピー KPLC 有 2009/1/21 Kenya

7
December 4-17, 2008 Aide Memoire on Kenya Mombasa-Nairobi 400kv
Transmission Line Appraisal Mission by ADB

English レポート A4 14 コピー KPLC 有 2009/1/21 Kenya

8
Mombasa – Nairobi Transmission Line Project Cost implication on change
of the line specification from 330kv to 400kv

English レポート A4 8 コピー KPLC 有 2009/1/21 Kenya

9
Entry into Nairobi of HV lines from south-eastern country Network Study
updated with the 400kv voltage level

English レポート A4 7 コピー KPLC 有 2009/1/21 Kenya

10
Entry into Nairobi of HV lines from south-eastern country Study of the
two alternatives (Isdinya, Athi River)

English レポート A4 25 コピー KPLC 有 2009/1/21 Kenya

11
Ethiopia – Kenya Power Systems Interconnection Project Feasibility Study
(Executive Summary)

English レポート A4 14 コピー KPLC 有 2009/1/21 Kenya

12 The Kenya Gazette Vol.CXI-No.6 16, January, 2009 English ペーパー A4 2 電子コピー KPLC 有 2009/1/21 Kenya
13 KPLC Annual Report & Accounts 2007/08 English レポート A4 112 電子コピー KPLC 有 2009/1/22 Kenya
14 Uganda Filed Office Newsletter Vol.3 July Dec. 2008 English パンフレット A4 19 オリジナル AfDB 無 2009/2/2 Uganda
15 Uganda Districts Information Handbook: Expanded Edition 2007-2008 English 書籍 オリジナル Bookshop 無 2009/1/23 Uganda
16 Small Hydropower Development in UGANDA English パンフレット A4 16 オリジナル ERA 無 2009/1/28 Uganda

17
Status of Electricity Project in Uganda 1 April 2008 Electricity Regulatory
Authority

English レポート A4 27 電子コピー
ERA

有
2009/1/26 Uganda

18 Implementing the Ramsar Convention in Uganda, IUCN English 書籍 オリジナル IUCN 無 2009/2/3 Uganda
19 Revised IREMP English ソフトコピー 電子コピー MEMD 有 2009/1/28 Uganda
20 Karuma FS TOR Revised Doc.[Sec.6] English ソフトコピー 電子コピー MEMD 有 2009/2/1 Uganda
21 Electricity Act English PDF コピー MEMD 有 2009/2/3 Uganda
22 Salini Report October 2008 Kamdini(Karuma) Executive Summary English PDF 電子コピー MEMD 有 Uganda
23 MEMD Annual Report 2007 English レポート A4 114 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda
24 2008/2009 MEMD Ministerial Policy English レポート A4 55 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda
25 Vision 2035 May 2008 by NPA English レポート A4 32 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda
26 Nile Basin Initiative Memo English ペーパー A4 6 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda
27 Summary Report on East African Interconnection FS（拡張子shs） English レポート A4 92 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda

28
Proposed Extension to Owen Falls Generating Station Feasibility Study
Report Hydrological Study Report

English レポート A4 146 電子コピー
MEMD

有
2009/1/26 Uganda

29
Proposed Extension to Owen Falls Generating Station Feasibility Study
Report Volume 2 Technical Report November 1990

English レポート A4 202 電子コピー
MEMD

有
2009/1/26 Uganda
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30
Development of Sustainable Management Plan for Kalagala – Itanda
Offset 31 December 2008

English ペーパー A4 7 電子コピー
MEMD

有
2009/1/26 Uganda

31 Hydrology of Victoria Nile English レポート A4 17 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda
32 Hydropower Master Plan Nov 1997 Appendix 6 Hydrology （抜粋） English レポート A4 111 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda

33
SDB Consultancy Services issued by PPDA June 2005 Open and
Ristricted Biddeng Section 6. Changed Statement of Requirement (Terms
of reference for consultant services of Karuma Hydropower Project (抜

English レポート A4 9 電子コピー
MEMD

有
2009/1/26

Uganda

34
Terms of Reference for the Feasibility Study of Isimba Hydropower
Project along River Nile (抜粋)

English ペーパー A4 12 電子コピー
MEMD

有
2009/1/26 Uganda

35
Report October 2008 Kamdini (Karuma) Executive Summary Salini
Costruttori S.p.A

English レポート A4 27 電子コピー
MEMD

有
2009/1/26 Uganda

36 Comment on Kyoga Nile Development Proposal by Salini English ペーパー A4 11 電子コピー

MEMD

有

2009/1/26

Uganda

37
Report on Preliminary Hydropower Development Investigation at Isimba
Falls and Bugumira Falls Sites along the River Nile

English レポート A4 9 電子コピー
MEMD

有
2009/1/26 Uganda

38
Development of a Power Sector Investment Plan Final Inception report 06
October 2008

English レポート A4 54 電子コピー
MEMD

有
2009/1/26 Uganda

39 Karuma Due Diligence Inception Report May 2008 by TECSULT English レポート A4 53 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda
40 Karuma Project News Paper Article English ペーパー A4 1 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda
41 Bujagali WB Appraisal Report April 2 2007 English レポート A4 179 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda

42
Bujagali II Economic and Financial Evaluation Study Main Text (Draft
Final) Dec 2006

English レポート A4 159 電子コピー
MEMD

有
2009/1/26 Uganda

43
Bujagali II Economic and Financial Evaluation Study Appendix (Draft
Final) Dec 2007

English レポート A4 234 電子コピー
MEMD

有
2009/1/27 Uganda

44 Owen Falls dam monthly operation record 1971-2003 English 数表 Excelファイル 電子コピー
MEMD

有
2009/1/26

Uganda

45
Owen Falls dam monthly turbine discharge and energy production Jan
2000 – May 2008

English 数表 Excelファイル 電子コピー
MEMD

有
2009/1/26 Uganda

46 Owen Falls dam monthly energy production Jan 2001 – Dec 2008 English 数表 Excelファイル 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda
47 Owen Falls dam daily operation record Jan 2008 – Dec 2008 English 数表 Excelファイル 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda
48 Owen Falls dam annual energy production 1992– 2008 English 数表 Excelファイル 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda
49 Owen Falls dam hourly operation data Jan – Dec 2008 English 数表 Excelファイル 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda
50 Owen Falls dam all units hourly operation data 1Jan – 31 Jan 2008 English 数表 Excelファイル 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda
51 Kamdini gauging station occasional observation data 1939 - 2007 English 数表 Excelファイル 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda
52 Paraa gauging station occasional observation data 1962 - 2003 English 数表 Excelファイル 電子コピー MEMD 有 2009/1/26 Uganda

53
1/50,000 地形図 20/4 21/3 29/2 29/4 30/3 31/2 31/3 31/4 21/4 30/1 30/2
30/4 31/1 62/3 72/1

English 地図 A1 15 オリジナル
MEMD

無
2009/1/26 Uganda

54 Environmental Legislation of Uganda, NEMA English 書籍 コピー（電子化MEMD 有 2009/1/27 Uganda
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55 Annual Report 2007, MEMD English レポート A4 オリジナル MEMD 無 2009/1/27 Uganda

56
Report - Constraints in Uganda's electricity industry - final 23 October
2008[1]

English PDF コピー MoFPED 有 2009/1/29 Uganda

57 Tourism Policy for Uganda, MTTI English パンフレット A4 オリジナル MTTI 無 2009/1/28 Uganda
58 Uganda gifted by nature, MTTI English レポート A4 オリジナル MTTI 無 2009/1/28 Uganda
59 Welcome to Uganda: Gifted by Nature English DVD オリジナル MTTI 有 2009/1/28 Uganda

60
First Edition Guideline and Procedures for Processing Abstraction Permits
under the Water Resources Regulations 1998

English レポート A4 115 電子コピー
MWE

有
2009/2/5 Uganda

61
HPDU Proposed Isimba Hydropower Development Site Reconnaissance
Report

English レポート A4 6 電子コピー
MWE

有
2009/2/5 Uganda

62 Nile Basin Discourse, NBD English パンフレット オリジナル NBD 無 2009/2/3 Uganda
63 Nile Basin Initiative Annual Report 2007 English レポート A4 48 オリジナル NBI 有 2009/2/11 Uganda
64 Nile Basin Initiative Quarterly Report December 2008 English レポート A4 12 電子コピー NBI 有 2009/2/11 Uganda
65 NBI Presentation English パワーポイント 34 電子コピー NBI 有 2009/2/11 Uganda
66 Guidelines for Environmental Impact Assessment in Uganda, NEMA English 書籍 A4 オリジナル NEMA 無 2009/1/27 Uganda
67 State of the Environment Report for Uganda 2006/2007, NEMA English レポート A4 オリジナル NEMA 無 2009/1/27 Uganda
68 The National Environment Act, CAP.153, ULRC English 冊子 オリジナル NEMA 無 2009/1/27 Uganda
69 The Environmental Impact Assessment Regulations, 1998, UPPC English 冊子 オリジナル NEMA 無 2009/1/27 Uganda
70 National Biomass Study: Technical Report, Forest Department English レポート A4 オリジナル NFA 無 2009/1/28 Uganda
71 The Uganda Forestory Policy, MWLE English パンフレット A4 オリジナル NFA 無 2009/1/28 Uganda
72 Uganda Forestry Nature Conservation Master Plan, Forest Department English パンフレット A4 オリジナル NFA 無 2009/1/28 Uganda
73 2002 Uganda Population and Housing Census JINJA district report, UBS English レポート A4 オリジナル UBS 無 2009/2/2 Uganda

74
2002 Uganda Population and Housing Census KAMULI district report,
UBS

English レポート A4 オリジナル UBS 無 2009/2/2 Uganda

75
2002 Uganda Population and Housing Census KAYUNGA district report,
UBS

English レポート A4 オリジナル UBS 無 2009/2/2 Uganda

76
2002 Uganda Population and Housing Census MASINDI district report,
UBS

English レポート A4 オリジナル UBS 無 2009/2/2 Uganda

77 2002 Uganda Population and Housing Census GULU district report, UBS English レポート A4 オリジナル UBS 無 2009/2/2 Uganda
78 2002 Uganda Population and Housing Census APAC district report, UBS English レポート A4 オリジナル UBS 無 2009/2/2 Uganda
79 2002 Uganda Population and Housing Census: Census Atlas, UBS English レポート オリジナル UBS 無 2009/2/2 Uganda
80 Revised GDP2023 English ソフトコピー コピー UETCL 有 2009/2/2 Uganda
81 WWF Eastern Africa Regional Programme Office English パンフレット A4 オリジナル WWF Kenya 無 2009/1/22 Uganda
82 NELSAP Appraisal Report English PDF コピー 有 2009/1/23 Uganda
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2009 年 1 月 22 日 

ウガンダ共和国水力開発マスタープラン策定支援プロジェクト準備調査 

ケニア調査結果の概要 

 

結論 

 ケニアの電力開発の現状並びにドナー協調に係る動向調査によって、ウガンダの水力開発の協調体制

確立に係る要件についての有益情報を得ることができた。また、明日（2009 年 1 月 23 日）以降のウガンダ

協議に関しては調査団提案の基本線で合意形成が可能との見込みをもつことができた。本ケニア調査を

通じてご提供いただいたケニア事務所関係者のご協力・ご支援に深く感謝する次第である。 

 

各論 

 ウガンダ有力水力プロジェクトの調査計画について、1 月 23 日（金）から関係機関との協議を開始するこ

とになるが、ケニアでの調査成果を踏まえつつ、調査計画の方向性や内容について調査団として以下の

ように考えている。 

 

（1） ドナー協調との関係 

 地域協力の電力案件における開発過程や実施体制についての関係国の理解並びに教訓を踏ま

えると、ウガンダの有力水力開発プロジェクトにおいてドナー協調の融資枠組みを形成するためには

地域協力［Regional Cooperation、アフリカ開発銀行（AfDB）］や地域統合［Regional Integration、欧

州投資銀行（EIB）］といった主要ドナーの協力方針との折り合いをつけることが前提条件との認識に

ついて再確認した。なお、今後の進め方として AfDB のアフリカ東部地域の 5 ヵ国における二国間の

電力融通を念頭に置くとするのか、あるいは EIB のエチオピアを含めた広域電力融通にかかわって

いくかの選択いかんに応じてウガンダ水力開発プロジェクトの実施可能性や開発方式が大きく異なっ

てくることなので、この点についてウガンダの意向を確認しつつ方向性を固めていく予定でいる。 

 

（2） 協力スタンス 

 ウガンダの有力水力開発プロジェクトにおける実施体制や資金面の将来展望についてウガンダ側

の状況や意向を確認するとしても、上記の開発前提条件との関係において今後の我が国協力のスタ

ンス明確化を図っていく必要性について認識するものであり、本格調査の検討項目のひとつとして更

に検討を深めていくことについてウガンダ側の理解を求めていく。 

 

（3） 電力輸出のオプション 

 大規模水力開発計画は発電計画策定における地域協力あるいは地域統合ニーズや将来展望と

の整合性に対して十分配慮する必要があり、開発規模や 適投入年の検討において反映していくこ

とが不可欠であり、ウガンダからケニア等への電力輸出の可能性調査は地域経済発展への貢献度

合いを重視するといった切り口で調査されるべきものであり、開発可能性評価における重要項目とし

て位置づける。この点について本格調査のなかで詳細に取り上げる必要性についてウガンダ側に働

きかけていく予定である。 
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（4） 広域電力融通の現状 

 ケニアは現在、電力広域融通について具体化の一歩手前にあるとみられることから、ウガンダの水

力開発プロジェクトにおける開発可能性検討においては、域内の代替計画案との経済性比較（価格

競争性）といった要件を満足することが求められると考えられる。したがって、ケニアへの電力融通を

念頭に置く計画においては、こういった電力融通の市場原理と向き合うことは避けて通れない課題で

あると認識しており、ウガンダ側協議を通じて本格調査でどのように扱っていくべきかについて慎重に

配慮していく予定でいる。 

 

（5） 送電計画 

 上記経済性検討との関係において、開発有望地点については、電源と送電の両方をセットとして

評価することが必要とされる。ウガンダ有力水力開発プロジェクトにおける開発可能性の検討におい

ては送電設備計画を含めた検討が必要になってくると認識しており、本格調査における取り組み内

容やレベルについてウガンダ側との協議に基づいて固めていく予定でいる。 

 

（6） 開発実施体制 

 ウガンダ有力水力開発プロジェクトに関するケニア政府関係者及びドナーの反応としては、ビクトリ

ア・ナイルの開発に伴う多くの環境問題やエジプトなど下流国への流量に影響を及ぼすおそれのあ

るダム建設への懸念などの指摘とともに、これら開発課題をいかように克服して開発を進めようとして

いるのか注目しているとみて取れた。東アフリカ共同体（EAC）域内の電力開発において関係 5 ヵ国

の参加のもとで優先実施プロジェクトを提案してきたナイル川流域イニシアチブ（Nile Basin 

Initiative:NBI）の枠組みがあり、ウガンダ有力水力開発プロジェクトにおいても開発方向性や規模に

ついての関係国並びにドナーのコンセンサス形成を図っていくことが も効果的であると考えられる。

本格調査において地球連系線建設計画（NELSAP）活動を組み合わせていくなどの可能性について

検討していく予定でいる。 

 

（7） 環境について 

 地域の電力融通が検討に入っていることで、広域における環境影響への配慮が必要とされる可能

性もある。環境社会配慮については、開発優先と絞り込まれた計画地点について協力ステップとの関

係で詳細な現地調査によって発電計画の基本データの整備や環境面の調査を行うことを考えている。

広域環境影響の問題も含めて、ウガンダの調査において検討していく予定でいる。 

 ケニア側主要 NGO から、計画の早期段階からのステークホルダー協議開催について助言を受け

た。本格調査段階では、前述の事項と併せて実施方法等について検討していく。 

 

以上 
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ウガンダ水力開発計画概要 

1. ブジャガリ水力開発計画の概要 

 （1） 開発体制 

ブジャガリ水力は1990年代末にAES Nile Power Ltd. (AESNP) にウガンダ政府により卸電力事業

（IPP）としての開発権が与えられたが、2003年にAESNPはブジャガリ水力から撤退した。ウガンダ政

府は2003年に国際入札を実施し、Sithe Global Power,LLCの子会社であるSG Bujagali Holdings Ltd.

とIPS Limited (Kenya)の合弁会社であるBujagali Energy Ltd. (BEL)に開発権が与えられた。BELの

ウエブサイトによれば、現在BELのスポンサーはSithe Global Power,LLCとAga Khan Fund for 

Economic Developmentとなっている。 

建設工事は、EPC契約により土木工事をSalini社、機器をAlstorm社が実施している。ブジャガリ水

力の建設資金の調達は、株主からの出資金及び国際金融公社（IFC）、アフリカ開発銀行（AfDB）、

欧州投資銀行（EIB）等の国際金融機関、商業銀行グループからの借入金と、これに対する国際投

資保証機構（MIGA）及び国際開発協会（IDA）の保証によるものである。資金調達の内訳を表1に示

す。 

 

表 1 ブジャガリ水力建設資金調達内訳 

調達計画 千 US$   % 
出資金 
  プロジェクトスポンサー 
  政府 
  出資金計 

 
151,570

20,000
171,570

19.0
2.5

21.5

 

借入金 
    IFC 
    EIB 
  商業銀行グループ 
AfDB 
    European DFIs   
借入金合計 

 
130,000
130,000
115,000
110,000
142,010
627,010

16.3
16.3
14.4
13.8
17.7
78.5

 

出資金・借入金合計 798,580 100.0  
出所：World Bank Bujagali Project Appraisal Document April 2, 2007 

 

ブジャガリ水力は完成後30年間BPLが運転・維持管理を行い、発電した電力はすべてウガンダ送

電公社（UETCL）に売却される。図1に開発実施体制を示す。 
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出所：World Bank Bujagali Project Appraisal Document April 2, 2007 

図 1 ブジャガリ水力の開発実施体制 

 

 （2） 開発計画概要 

ブジャガリ水力は、既設オーエンフォールズダムの下流約8kmのナイル川に高さ30mのロックフィ

ルダムを築造し、有効貯水容量1,280万m3の調整池を設け、 大有効落差21.9ｍ、 大使用水量

1,375m3/sによりダム左岸直下流に設ける発電所にて 大出力250MWの発電を行うものである。表2

にブジャガリ水力の主要諸元を示す。 
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表 2 ブジャガリ水力の主要諸元 

調整池 
  流域面積 
  満水位 
  低水位 
  総貯水容量 
  有効貯水容量（低水位 1,008.0m） 

運用有効貯水容量（低水位 1,109.5m） 
  湛水面積 
    湛水面積内元河川部分面積 
    年間平均流量 

263,00 km2 
1,111.5m 
1,109.5m 
54.0×106m3 

12.8×106m3 

7.0×106m3（湛水面積から推定） 
387.7ha 
308.0ha 
870 m3/s 

ダム 
  形式 
  高さ×提頂長 
  設計洪水量 

 
土質遮水壁ロックフィル 
30m×560m 
4,500 m3/s 

発電所 
  放水位 
  有効落差 
  大使用水量 
  大出力 
  水車形式×水車容量×台数 
  年間発電電力量 
  年間保証電力量 

     
    1,089.5m 
    19.7m – 21.9m 
    1,375 m3/s 
    250 MW 
    縦軸カプラン×50 MW×5 
  1,438 GWh 
    923 GWh 

建設工期 
  本体工事着手 
  第 1 号機運転開始 
  工事竣工 

   
  2007 年 12 月 
  2010 年 12 月 
  2011 年 7 月 

出所：World Bank Bujagali Project Appraisal Document April 2, 2007 

 

 （3） 裨益効果 

ウガンダ政府は、電力開発の目的に貧困削減をあげている。ブジャガリ水力アプレイザル報告書

によれば、ウガンダ合同援助戦略（Uganda Joint Assistance Strategy UJAS）ではウガンダの貧困削

減を、内外の民間からの投資による急速な経済成長により実現することとしており、信頼性が高く適

切な価格の電力の供給は、投資への魅力と成長の促進に不可欠であるとしている。また、ブジャガリ

水力開発の上位目標として世帯、工業、学校や診療所や病院や水道施設備等の公共施設への安

定したクリーンな電力供給の増加によりウガンダ国民の生活の質を向上させ、また経済活動を拡大

することとしている。一方、電力セクターの民営化により 小費用による電力供給は、経済活動を促

進し財源を得ることになるとしている。 

BCLのウエブサイトでは、ブジャガリ水力のウガンダの社会経済への便益として以下の点をあげて

いる。 

・ クリーンで安定した電力の供給 

・ 低廉な電力単価 

・ 電力供給制限の低減 

・ 投資の増加と収入増 

・ 地方電化プログラムへの貢献 

・ カーボンクレジット売却による収入 

ブジャガリ水力の具体的な裨益効果として、他の電源よりも安価な電力を消費者に提供できること
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があげられる。表3にWBのアプレイザルレポートに記載されているブジャガリ水力と他の電源との経

済性の比較を示す。表4にWBのアプレイザルレポートに記載されているブジャガリ水力のUETCLへ

の売電単価を示す。 

BELとUETCLとの電力売買契約（Power Purchase Agreement：PPA）は公表されていない。表3及

び表4の電力単価とPPAによる実際の単価との関係は不明である。BELの借入金返済期間を15年と

し借入金の利子率をそれぞれ12％、15％とした場合で、出資金のリターンが12％、15％となる電力

単価の概算結果を表5に示す。UETCLのEskom及びEskom以外からの買電単価、Umemeへの売電

単価及びUmemeの一般家庭電気料金を表6に示す。 

 

表 3 ブジャガリ水力と他の電源の経済比較 

ブジャガリ水力 カルマ水力  
項目 

 
単位 低流出 高流出 低流出 高流出

 
地熱 

MS 
デイーゼル 

設備容量 
設備利用率 
年間発電電力量 
投資額 
単位投資額 
燃料代 
維持管理費 

MW 
% 

GWh/ 
106US$ 
US$/kW 
USc/kWh 
106US$ 

250 
53 

1,165 
683.4 
2,733 

 
0.26 

250 
91 

1,991 
683.4 
2,733 

 
0.26 

158 
96 

1,324 
801.4 
5,072 

 
0.21 

200 
92 

1,609 
801.4 
4,007 

 
0.22 

40 
84 

295 
170.1 
4,253 

 
0.93 

20 
87.3 
153 
23.0 
1,151 
8.80 
1.76 

供給単価 USc/kWh 6.17 3.61 6.31 5.24 7.27 12.33 

出所：World Bank Bujagali Project Appraisal Document April 2, 2007 

 
 

表 4 ブジャガリ水力の UETCL への売電単価 

単位：セント/kWh 

年 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2027

低流出 

名目 9.4 11.7 11.7 11.7 11.7 12.8 14.5 14.7 15.1 15.4 7.1 6.5 

平均化 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 

高流出 

名目 5.6 6.9 6.9 6.9 6.9 7.6 8.6 8.7 9.0 9.1 4.2 3.8 

出所：World Bank Bujagali Project Appraisal Document April 2, 2007 
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表 5 ブジャガリ水力の借入金利子率及び出資金収益率による UETCL への推定売電単価 

工事費 百万ドル 800 
出資金 百万ドル 172 
借入金 百万ドル 628 
借入金利子率 % 12 15 
評価対象電力量  年間保証電力量 年間発電電力量 
出資金の収益率 % 12 15 12 15 
UETCL への売電単価 セント/kWh 12.6 14.6 8.1 9.3 
UETCL への売電単価（1,700Ush/ドル） Ush/kWh 214 248 138 158 

出所：MEMD 資料 

 

表 6 UETCL の売買電力単価及び一般家庭電気料金 

2007 年 2008 年 項目 単位 

1/4 期 2/4 期 3/4 期 4/4 期 1/4 期 2/4 期 3/4 期 4/4 期

Eskom からの買電量 GWh 277 302 321 362 369 353 323 329

Eskom 以外からの買電量 GWh 183 148 159 142 137 163 211 211

合計買電量 GWh 460 450 480 504 505 516 534 539

Eskom からの買電額 109Ush 8.2 9.2 7.6 8.2 8.1 8.9 7.9 7.3

Eskom 以外からの買電額 109Ush 58.0 49.3 56.3 55.0 52.9 78.6 80.5 57.5

合計買電額 109Ush 66.2 58.5 63.9 63.2 61.0 87.4 88.4 64.8

Umeme への売電量 GWh 429 420 447 429 479 498 502

Umeme への売電額 109Ush 84.6 80.9 82.5 84.6  84.6 63.

Eskom からの買電単価 Ush/kWh 30 30 24 23 22 25 24 22

Eskom 以外からの買電単
価 

Ush/kWh 317 333 355 388 387 482 381 373

平均買電単価 Ush/kWh 144 130 133 125 121 169 166 120

Umeme への売電単価 Ush/kWh 197 193 185 191 197  170

一般家庭電気料金 Ush/kWh 426.1 426.1 

交換レート Ush/US$ 1,753 1,675 1,734 1,720 1,720 1,645 1,652 1,953

出所：MEMD 資料 

  

表４及び表5のブジャガリ水力の電力単価はいずれのケースも表6に示すUETCL の買電全体の

平均単価を上回ってはいるが、Eskom以外からの買電単価を大きく下回っている。また表5のブジャ

ガリの電力単価は、表3に示す代替電源による電力単価を上回るケースもあるが、これらの代替電源

についてもブジャガリ水力と同様のIPP開発方式をとった場合は資金コスト増等により建設費が増加

し、ブジャガリ水力の電力単価を上回るものと考えられる。 

なお、Eskomからの買電はナルバレ水力及びキイラ水力からの買電であるが、この買電額が異常

に低いのは、この買電額のなかにダム及び発電設備の資本回収費が含まれていないためと思われ

る。UETCLのEskom及びEskom以外からの買電単価とUmemeへの売電単価の差額がUETCLの送

電経費と考えられるが、この差額を固定費と考えるべきかあるいは比率と考えるべきか、この検討で

は判断できない。またUETCL からUmemeへの売電単価とUmemeから一般家庭電気料金との差額
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が同じくUmemeの配電コストに相当するものと考えられる。UETCL及びUmemeへの政府補助金に

ついて把握していないが、補助金があればこの実質的な差額はさらに拡大するものと思われる。 

UETCLのGDP2008-2023ではブジャガリ水力完成後はEskom以外からの買電量を削減するとして

いる。従って、ブジャガリ水力の完成はウガンダの現在の電力危機の解消と今後の電力の安定供給

に大きく貢献するとともに、一般消費者の電力単価の上昇抑制にも貢献するものと考えられ、ウガン

ダの経済成長に大きく貢献することになり、ウガンダ国民全体に対する裨益効果は大きいものと考え

られる。 

ブジャガリ水力の電力がウガンダ民全体に供給されるには、ウガンダ全体の送配電網の整備が不

可欠である。GDP2008-2023では、ブジャガリ水力は220kv送電線及び132kv送電線により全国送電

網及び地域連係送電線に連係される。また総額10億2,700万ドルの投資により132kv全国送電網の

強化、400kv送電線によるカルマ水力及びアヤゴ水力と全国送電網及び地域連系送電線との連系、

220kv送電線による地域連系送電線の延伸が行われ、ブジャガリをはじめとする新規開発水力の電

力のウガンダ全土への送電が確保される。 

また、地方電化計画（IREMP）で、今後10年以内にウガンダ全土の地域センターをカバーする配

電線ネットワーク整備計画が提案されている。この計画自体によりウガンダの電化率は10%まで向上

する。さらに、この配電線ネットワークの完成により周辺地域の電力へのアクセスが可能になり、ウガ

ンダ国民の電気へのユニバーサルアクセスが推進され、ブジャガリ水力をはじめカルマ水力、アヤゴ

水力などの大規模水力開発の裨益効果がウガンダ国民全体に及ぶ。 

 

2. 開発候補水力地点の概要 

 (1) イシンバ水力 

カルマ水力やアヤゴ水力は大規模で開発に時間がかかることから、今後の電力需要の伸びに緊

急に対応するため、ウガンダ政府は比較的短期間に開発が可能とみられるイシンバ水力を、インド

輸出入銀行の資金導入による国家プロジェクトとして開発し2013年に完成させることとし、2008年8月

にEPC入札図書作成を目的とするF/Sの国際入札を開始した。この国際入札では3社の応札があっ

たが2009年2月現在も入札評価中で、業務開始には至っていない。 

イシンバ水力地点は、カラガラ滝下流約15 kmのナイル川上流急流部の 下流部に位置している。

ナイル川の始点から続いた峡谷部もこの地点までである。イシンバ地点から下流のナイル川は平野

を流れ河床勾配も1:5,000程度となり水力ポテンシャルは存在しない。この地点は1997年水力マスタ

ープランでも取り上げられてはおらず、2008年にMEMDが現地踏査を行ったのみで、地形測量や地

質調査等は行われていない。 

この地点は、河床標高が1,045 m程度で左右両岸が崖状をなし河床部から比高15 ~ 20 m程度あ

り、カラガラ滝から下流の残存落差をダム式水力にて開発しようとするものである。MEMDは、本地点

がブジャガリ水力と同様に川中島を利用した計画レイアウト及び工事施工法が採用でき、またダムも

低いことから、比較的短期間に開発可能と考えている。 

この地点は左右両岸とも河岸部まで車による侵入が可能で、川中島及び両岸の崖状の斜面には

基礎岩盤の露頭がみられる。湛水予定地内には村落もみられる。推定河床標高が1,045 m で満水

位はカラガラ水力の放水位1,059 m程度となると考えられるが、本格調査の現地踏査にあたってはカ



 －256－ 

ラガラ滝の終端部の標高の確認が重要である。1:5万地形図では等高線1,060 m以下の地域にも人

家が数多く認められるので、標高ごとの水没戸数の確認も大切である。 

またこの地点の上流にも川中島は存在するので、イシンバ地点の代替地点となりうる地点があるか

本格調査の現地踏査にて確認する必要がある。図2、図3、図4にイシンバ地点の概要を示す。 

イシンバ水力

 

図 2 イシンバ水力の概要 
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図 3 イシンバ地点右岸より 

左岸を見る 

図 4 イシンバ地点右岸河床より 

上流を見る 

 

 （2） カルマ水力 

1996年にIPPとしての開発権がNORPAKに与えられた。またウガンダ政府も開発実施関連の業務

やプロジェクト地域のインフラ整備の費用を負担する等でこの開発に参加することとなっていた。しか

し、1999年に計画のF/Sレベルの基本設計を含むProject Definition Reportが完成し社会環境調査が

終了したが、WBの資金協力が得られない等の諸般の事情により開発の実施は遅延した。 

2008年ウガンダ政府はこれ以上の開発の遅延を避けるため、NORPAKに与えた開発権を解消し、

カルマ水力を100％ウガンダ政府資金の投資による公社形式により2014年完成を予定に開発するこ

ととし、2008年年11月にカルマ水力の設計見直しとEPC契約の入札図書の作成のコンサルタント業

務の入札を開始したが、今年（2009年）2月に入札進行中のカルマ水力のF/Sの内容を変更して、カ

ルマA水力（250 MW）とカルマB水力（250 MW）を統合したカルマ水力（700 MW）としコンサルタント

業務を設計、施工管理及び完成後のフォローアップまで拡大する旨入札参加のコンサルタントに通

知した。 

カルマ水力は、ナイル川下流部の急流部の 上流部のカルマ滝付近の落差を利用するものであ

る。これまでNORPAKが開発を準備していた計画は、支流ジュマ（Juma）クリークとの合流点約1kmの

ダム又は取水堰と延長2 kmの水路による流れ込み式発電計画である。MEMD が2008年11月に公

示したカルマ水力の設計見直しはこのNORPAK の基本設計を対象としていたが、その後、MEMD

はカルマ水力をより大規模に変更するよう方針を変換し、公示内容の変更を行った。これまで提案さ

れているカルマ水力の開発計画について表7及び図5に示す。図6及び図7にはカルマ水力の概要

を示す。 

カルマA水力はカルマ水力原案の出力増を図ったもので基本的にはカルマ水力原案と同じであ

る。カルマB水力はカルマ水力原案下流の急流部を開発するもので、取水堰と直下流の地下発電

所と放水路による水路式計画となると思われる。カルマ・サリニ水力はカルマA水力、B水力を1つの

水力として開発するもので、開水路及びトンネルによる導水路の先に発電所を配置している。現地

踏査においてこのレイアウトが地形的に問題ないか確認する必要がある。 

GDP2008-2023ではカルマ水力は、下流アヤゴ水力に先行して開発されることとなっているが、カ
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ルマ水力及びカルマ・サリニ水力では減水区間がアヤゴ水力と同じくマーチソンフォールズ国立公

園に位置し、カルマB水力では取水堰及び減水区間が同じくマーチソンフォールズ国立公園に位置

しており、国立公園内での減水区間の環境維持流量の決定方法等でアヤゴ水力の先例となる。 

カルマ・サリニ水力案では、調整池の背水がチョガ湖まで影響すると考えられ、新たな水没移転が

発生しないか確認する必要がある。カルマB水力及びカルマ・サリニ水力案では、下流への水路延

長範囲を現地踏査により確認する必要があるものと考えられる。 

 

表 7 これまで提案されているカルマ水力の開発計画の概要 

計画名 単位 カルマ（原案） カルマ A カルマ B カルマサリネ 

流域面積 
水位・落差 

取水位 
放水位 
総落差 
有効落差 

km2 
m 
m 
m 
m 

334,100 
 

1,029.5 
998 
31.5 
28.5 

334,100 
 

1,030 
998 
32 
28 

334,100 
 

999 
957 
42 
36 

334,100 
 

1,033 
957 
76 

59.4 

ダム 
 形式 
 
 高さ 

 
 
 

m 

 
取水堰 

 
5 

 
取水堰 

 
5 

 
取水堰 

 
7 

 
ロックフィル 

30 

水路 
  導/放水路 
  条数 
 内径 
 延長 

 
 
 

m 
m 

 
放水路 

4 
12.0 

2,000 

 
放水路 

5 
12.0 

2,000 

 
放水路 

6 
12.5 

7,200 

 
導水路 

10 
13.0 
5,500 

発電所 
 使用水量 
 大出力 
 水車形式 
 容量 
 台数 

電力量 

 
m3/s 
MW 

 
MW 

 
GWh/年 

 
840 
200 

カプラン 
50 
4 

1,553 

 
1,050 
250 

カプラン 
50 
5 

1,705 

 
1,050 
325 

カプラン 
65 
5 

2,181 

 
(1,350) 

700 
カプラン 

70 
10 

4,120 
注：(  )は推定 
出所：Hydropower Master Plan November 1997 及び MEMD 資料 
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図 5 カルマ水力の概要 

 

図 6 カルマ水力地点左岸から右岸を見る 図 7 カルマ水力地点下流から上流を見る 
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 （3） アヤゴ水力 

2006年8月に日本政府に対してアヤゴ水力のF/Sの要請を行ったが、採択には至らなかった。

2008年5月のTICADの際のムセベニ大統領と福田首相の個別会談において、日本のアヤゴ水力へ

の協力について改めて要請があった。2008年10月には日本政府にアヤゴ水力を含むウガンダ水力

開発マスタープランの要請を行った。ウガンダ政府はアヤゴ水力の完成を2017年に予定しており、

開発のための資金をAfDB、WB、円借款等のドナーからの協調融資により調達したいとしている。 

MEMDは2008年9月及び2009年2月に、アヤゴ水力に関する会議にウガンダの電力セクターのド

ナー国・国際金融機関の出席を求め、アヤゴ水力の現状と開発に向けてのウガンダ政府の取り組み

について説明している。 

アヤゴ水力は、カルマ水力地点とマーチソン滝との間のナイル川で も河川勾配の大きい区間で

あるナイル川と支流アヤゴクリークとの合流点の上下流約10km区間の落差約90mを利用するもので、

蛇行するナイル川を水路によってショートカットすることにより効率よく開発できる地点となっている。 

アヤゴ水力はウガンダ政府が2006年に日本政府に対してF/Sの要請を行った地点で、カルマ水力

に引き続き開発するとしており、MEMDは本格調査における も重要な候補水力と考えている。

1984年にはF/Sが実施されており、その際に航空写真測量及びボーリングによる地質調査が行われ

ている。 

1984年F/Sでは、アヤゴクリーク合流点約3km上流の川中島地点に取水堰を設け、取水堰左岸直

下流の地下式発電所と延長7.4kmの放水路トンネルによる流れ込み式による開発が提案されている。

1997年水力開発マスタープランでは図8に示すように、左岸（南岸）の流れ込み開発と右岸（北岸）の

ダム・調整池を設けたピーク発電との組み合わせによる開発が提案されている。現在MEMDは、図9

に示すように1984年F/Sに提案されている左岸流れ込み式開発を考えている。図10及び図11にアヤ

ゴ水力の概要を示す。 

計画地域にはマーチソンフォールズ国立公園内に位置し、上下流の隣接区域も含めて人は全く

住んでおらず、観光施設等の社会資本の投下も一切ない。右岸側は、ナイル川沿いにパラからカル

マに通じる未舗装ではあるが4輪駆動車の通行に問題のない道路があり、取水堰地点には容易に

到達できる。取水口、地下発電所、放水路が予定されている左岸側には、同じく、未舗装ではあるが

4輪駆動車の通行に問題のないパラからカルマに通じる道路があるが、アヤゴ水力の計画地域は道

路とナイル川が離れており、取水堰・地下発電所予定地点とは約8km離れている。しかし、この間は

草原とブッシュの混在した丘状の地形であり、徒歩によるアクセスに問題はなく、本格調査の現地踏

査に問題はないと考えられる。 
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アヤゴ北

アヤゴ南

 

図 8 1997 年水力開発マスタープランに提案されたアヤゴ水力開発計画概要 
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図 9 MEMD のアヤゴ水力開発計画概要 
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図 10 アヤゴ水力右岸側取水堰地点を 

右岸上流から見る 

図 11 アヤゴ水力取水堰及び地下発電所地点

を右岸下流から見る 

 

 （4） ナイル川下流部の他の急流部 

ナイル川下流部には上記カルマ水力、アヤゴ水力、マーチソンフォールズ水力地点以外にも約

150mの落差がある。本格調査ではこの落差の地域での新たな開発適地の有無を図上で検討し、有

望地点の可能性がある地点が見つかれば、現地踏査にてその確認を行う必要がある。 

 

 （5） 中小水力開発候補地点 

MEMDは中小水力開発を地方電化促進の重要な電源のひとつと考えており、地方電化庁

（REA）のIREMP January 2009でもウガンダ全土の小水力発電の開発について検討を行っている。

IREMP 実施期間中に開発を考えている小水力のステータス別の内訳を表8に示す。これらの小水

力の計画概要を表9に示す。 

表9のなかの地点でGDP2008-2023の供給計画に含まれている地点は7地点であるが2地点は運

転開始年及び保証出力の記載がない。5地点は保証出力の記載が2009年及び2010年から始まって

いるのでこの年に運転開始するものと考えられるが、現在のステータスから考えると2009年及び2010

年の運転開始は難しいものと考えられる。また、GDP2008-2023に記載されている保証出力の値は設

備出力の44%から67%となっている。小水力がオングリッドに組み込まれている場合は保証出力が設

備出力を大きく下回っても他の電源からのバックアップが可能であり大きな問題はないと思われるが、

オフグリッドに単独電源として組み込まれる場合はバックアップがないので、設備出力を保証出力よ

り大きくしても設備全体を有効に活用するのは難しいと考えられる。 

IREMPではウガンダの地方電化率を10年以内に10％に向上させることをめざしておりそのために

約130MWの電力が必要であるとしている。このためIREMP以降のウガンダの電化率には更に多くの

電量開発が必要となるが、表8に示すとおり現在把握されている小水力ポテンシャルをすべて開発し

ても更なる電化率の向上は望むことは困難と考えられる。また、表9に示すように、小水力はウガンダ

全土の80 Districtのうち16 Districtにしか存在せず、一部の地域に偏在している。またこの表に記載

されている地点の総出力の50％は技術的には小水力とはいい難い出力10MW以上の地点によって

占められている。 
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従って小水力の開発によるウガンダの地方電化の促進には限界があり、ナイル川本流の大規模

水力開発は地方電化の促進のためにも必要だと考えられる。 

 

表 8  IREMP 実施期間中に開発を考えている小水力のステータス別の内訳 

ステータス 地点数 合計出力 
(MW) 

合計建設費 
(106US$) 

1. 開発がコミットされている地点 13 79.5 134.3*-1 

2. 既に調査がなされ開発されるものと期待されている地点 5 21.5 40.6 

3. その他地点 
a. Pre-F/S あるいは F/S が実施されている地点 
b.現地調査は実施したものの F/S は未実施地点  
c.机上検討のみの地点 

小計 

 
9 
1 
7 
17 

 
43.73 
0.91 
18.0 
62.64 

 
88.8 
2.9 
48.5 
140.2 

合計 35 163.64 315.1 

平均  4.68  
注：*-17 地点のみの合計値 
出所：Development of Indicative Rural Electrification Master Plan 
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表 9  小水力の計画概要 

 
番号 

 

ステータ
ス*-1 

 
地点名 

 
地域 

 
落差
(m)

 
算定流量

(m3/s) 

 
出力 

(MW)

 

運転開始年/ 
出力/保証出力 

（ＭＷ）*-2 

 
建設費 

(106US$) 

1 A,D Buseruka 
(Wambabaya) 

Hoima 336 5.35 10 2009/9/6 21.5

2 A,D Muzizi Kabarole 385 5.3 10/20 -/10/- 18.27/49.02
3 A,D Bugoye Kasese 166 8.8 11 2009/13/7 24.9
4 A Mahoma Kabarole 3  
5 A Rwebijooka  

(Yeriya) 
Kabarole 1  

6 A Nyamabuye Kisoro 62 4 2.2  11.9
7 A,D Kikagati Mbarara 7.3 180.75 3.5 2010/10/5 4
8 A Nsongezi Mbarara 20 180.75 22  25
9 A Kakaka 

(Rwimi) Kabarole 175 2 7,2  ?

10 A Sipi Kapchorwa 182 3.42 3.3  12.6
11 A Siti Kapchorwa 170 0.71 1.2  4.7
12 A Muyembe Kapchorwa 213 1.4 2.5  ?
13 A Ririma Kapchorwa 182 3.42 3.3  ?
14 B,D Waki Hoima 114 3 5.0 -/5/- 6.84
15 B Esia Moyo 61 2 1.0  2.27
16 B Nyagak II Nebbi 60 6 3.0  3.49
17 B Nengo 

Bridge Rukungiri 58 17 7.5  17.6

18 B,D Ishasha Katunga 77 6 5 2009/6.5/3 10.25
19 Ca Nlkusi Hoima 180 6.66 11  15
20 Ca Olewa Arua 60 2.8 1.5  5.04
21 Ca Mvepi Arua 91 4.85 2.6  6.09
22 Ca Nyagak Nebbi 81 6 3.7  3.94
23 Ca Narwodo Nebbi 90 0.5 0.35  1.83
24 Ca Tokwe, 

Nyahuka, 
Rwingo 

Bundibugyo 260
275
305

0.22
0.35

0.3

0.42
0.7

0.67

 0.69
1.27

1.1
25 Ca,D Mpanga Kamwenge 111 14.3 14 2010/18/8 41
26 Ca Rwizi Mbarara 14 4 0.49  1.57
27 Ca Chambura Bushenyi 122 7.61 8.3  11.3
28 Cb Kochi Arua 91 1.2 0.91  2.91
29 Cc Sonso, 

Wsisoke, 
Izizi 

Mashindi 
91 1.9

2.5
3.2

1.4
1.7
1.6

 3.47
4.21
3.96

30 Cc Ora Arua 61 2 0.9  2.77
31 Cc Simu Kapchorwa 244 1.28 2.6  6.88
32 Cc Rwenzori 

mines Kasese 
272 1.3 3  7.97

33 Cc Cresta mines Mbarara 121 2 2  5.39
34 Cc Rwempungu Bushenyi 212 1.3 2.3  6.32
35 Cc Mitano Kabale 150 2 2.5  7.7

    184.34  
注：*-1； Ａ、Ｂ、Ｃａ、Ｃｂ、Ｃｃは表-８ ステータスに同じ。Ｄは GDP2008-2023 Appendix A-1 Demand –Supply Balance and 
Probnois に取り上げられている地点  

注：*-２； GDP2008-2023 Appendix A-1 Demand –Supply Balance and Probnois 記載値 
出所：Development of Indicative Rural Electrification Master Plan 及び GDP2008-2023 
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3. 開発を断念した水力地点 

 （1） カラガラ水力 

ブジャガリ水力同様に民間により開発の準備が進められていたが、ブジャガリ滝と同様にカラガラ

滝も観光資源としてウガンダにとって重要であることから、ブジャガリ水力を開発する条件として2007

年 7 月に IDA と WB の間でカラガラ水力の開発放棄についての合意文書（ Development of 

Sustainable Management Plan for Kalagala – Itanda Offset）が調印され、開発が断念されている。 

工事中のブジャガリ水力の下流15 kmのカラガラ滝地点で、ナイル川の川中島を利用したダム式

の開発計画が提案されている。この地点は落差がブジャガリ水力地点の約1.5倍の29ｍあり、1997年

水力マスタープランではブジャガリ水力より有利な地点と評価されている。計画地点河床まで左右岸

とも車での侵入が可能である。カラガラ水力の概要を図12、図13、図14に示す。 

カラガラ水力

 

図 12  カラガラ水力の概要 
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図 13  カラガラ滝上流側 図 14 カラガラ水力地点 

 

 （2） マーチソンフォールズ水力 

マーチソンフォールズ水力は、ナイル川下流部急流部の水力ポテンシャルの 下流部に位置す

る落差50mのマーチソン滝を利用するもので、1997年水力開発マスタープランでは図15、図16、図

17に示すとおり、調整池をもちマーチソン滝の上下流部にまたがるナイル川の蛇行を放水路によりシ

ョートカットする、ピーク発電機能をもつダム水路式開発が提案されている。取水ダム及び放水口地

点は滝及び隣接上下流地域を含む滝地域を完全に避け、またすべて地下構造物としたレイアウトと

している。 

マーチソン滝はその景観と付近の多様で高密度の野性動物の存在から、マーチソンフォールズ

国立公園のなかで も重要な地域となっており、現在マーチソンフォールズ水力の開発の実施は考

えられていない。 
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マーチソンフォールズ水力

 

図 15 1997 年水力開発マスタープランに提案されたマーチソンフォールズ水力開発計画概要 

 

図 16 マーチソンフォールズ水力地点 

（上流の山の向こう側がダム地点） 

図 17 マーチソンフォールズ下流 
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カルマ・ブジャガリ水力開発の EIAレビュー・現地踏査報告 

 

カルマ及びブジャガリ水力開発については、スコーピング手続きを含めて環境アセスメント（EIA）

が既に終了している。このため、これら２つのプロジェクトに関しては、予備的スコーピングの対象と

するのは適切ではない。一方、これらのプロジェクトは、規模や地域特性などの観点から、他のプロ

ジェクト候補との類似性がみられる。 

こうしたことから、上記２つのプロジェクトについては、EIA 報告書のレビュー、及び現地踏査の結

果を報告することとしたい。 

なお、EIA 報告書のレビューにあたっては、世界的に標準的なレビュー方法として採用されてい

る Lee & Colley1の様式に従った。各評価項目における評価基準（評価コードと称されている）を表

1 に記す。また、技術的事項を取りまとめた報告書も、レビューに関係する項目が散見されるため、

EIA 報告書に限らず、必要に応じてこれらもレビューの対象とした。 

 

表 1 評価コード 

コード 説明 

A 全般的に適切に行なわれ、重要な作業で未完のものはない。 

B 全般的に満足できる完成度で、軽微な欠落及び不適切な点があるだけである。 

C 欠落及び（又は）不適切な点が見受けられるものの、満足できるレベルと考えられる。 

D 適切な部分もあるが欠落又は不適切な点があり、全体的には満足できるレベルではな

い。 

E 重大な欠落又は不適切な点があり、不十分である。 

F 重要な作業が稚拙か行なわれておらず、極めて不十分である。 

N/A 適用不可。レビュー項目が全く適用できない、又は当該評価書とは無関係のものとなって

いる。 

 

そのほか、他のプロジェクト候補（イシンバ、カラガラ、アヤゴ）の検討にあたり、とくに有用と思わ

れる事項については、各プロジェクト候補の予備的スコーピングとして参照することとした。 

 

 （1） カルマ水力開発 

  1） EIA 報告書等のレビュー 

 

レビューエリア１．開発、当該地方の環境及びベースライン状況に関する記述 

1.1 開発に関する記述：開発の目的が、物理的な特徴、規模及び設計の面から記述されているこ

と。建設中と操業中に必要な原材料の量、及び必要に応じて製造工程に関する記述を含むものとす

る。 

開発の目的と目標が説明されていること。 1.1.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

開発の目的と目標について概要の記載がある2。 

                                            
1 Lee, N. and Colley, R. (1992) Ibid. ※ウエールズ大学 EIA学科 翻訳 
2 Norpak Power Ltd. (1999a) “Karma Falls Hydropower Project, Uganda: Environmental Impact Assessment”, Volume 1: Main 

Report, Chapter 1, p.8. 
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開発の設計と規模の記述があること。（図表、図面又は地図による説明） 1.1.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

施設レイアウトの図面が記載されている3。 

開発完了時の当該環境内における物理的所在状況と外観が、何らかの形で示されている

こと。 

1.1.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 施設レイアウトが図面に記載されている4。 

必要に応じて、開発完了時に導入を予定している製造工程の性質と予想される生産量に

ついての記述があること。 

1.1.4 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 建設計画の工程表5が記載されているともに、発電量等の基本諸元6が記載されている。 

建設中及び操業時に必要となる原材料の性質と量が記述されていること。 1.1.5 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 必要な材料の種類や量及び工法について、概要7が記載されている。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 事業の目的や背景、規模など、計画の概要についての記述は明確である。 

 
1.2 サイトに関する記述：開発用地の要件と、それぞれの土地利用の期間が記述されていること。 

開発用地として押さえられた領域が定義され、その場所が地図上に明確に示されているこ

と。 

1.2.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 プロジェクトエリア及び水没域が地図上に明記されている8。開発用地として押さえられた

領域についてはない、一時的な取得用地が 135ha、施設供用のための恒久的な土地の

取得面積が 45ha と見積もられている9。 

その土地の用途が記述されていて、用途の異なる土地の間の境界線がはっきりしているこ

と。 

1.2.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

土地利用地図はないが、土地利用についての主な記述がある10。また、植生図11及びプ

ロジェクトサイトの地図12が添付されている。 

予想される建設期間や操業期間、また適切な場合解体期間が示されていること。 1.2.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 建設期間、操業期間についての概要について記載がある13。解体期間についての記載

はない。 

                                            
3 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Executive Summary, pp.21-22. 
4 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Executive Summary, pp.21-22. 
5 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Executive Summary, pp.19-20. 
6 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Executive Summary, pp.1-2. 
7 Norpak Power Ltd. (1999b) “Karma Falls Hydropower Project, Uganda: Project Definition Report”, Volume A, Main Report, 

Chapter 4, pp.1-16 & Chapter 5, pp. 1-4. 
8 Norpak Power Ltd. (1999b) ibid, Drawing No. 3-4. 
9 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 1, p.26. 
10 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 4, p.9-14. 
11 Norpak Power Ltd. (1999c) “Karma Falls Hydropower Project, Uganda: Environmental Impact Assessment”, Volume C2: 

Annexes, Annex 4, p.27. 
12 Norpak Power Ltd. (1999b) ibid, Drawing No. 3. 
13 Norpak Power Ltd. (1999b) ibid, Chapter 7, pp.1-5. & Chapter 9, pp.1-4. 
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建設中及び（又は）操業中に開発現場に立ち入る労働者及び（又は）訪問者の数が予測

されていること。またこの人たちのサイトへのアクセスと、考えられる輸送手段が記述されて

いること。 

1.2.4 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 建設時の労働者については、国外から 40 名程度、国内からは、訓練を受けた労働者が

50 名程度、それ以外の労働者は 500 名程度と見積もられている14。操業中の労働者につ

いては、記載がない。 

サイトを往来する原材料と製品の輸送手段と量の概算が記述されていること。 1.2.5 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 建設に必要な原材料の輸送手段及び量については、特にコンクリートの必要量と調達

手段について記載がある15。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 1.2 に関する項目については、概要であるが、土地利用や開発の要件について、必要な情報は記

載されていると思われる。 

 
1.3 廃棄物：発生する可能性がある廃棄物の種類と量が予測され、環境への処分経路が提案され

ていること。[注：廃棄物には、工程の残留物質、排水及び排気のすべてを含む。廃棄エネルギー、

廃熱、騒音等も勘案する。] 

廃棄物質、廃棄エネルギーとその他の残留物質の種類と量に加え、その発生速度が予測

されていること。 

1.3.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

発生が予測されている排気物質等として、建設中の騒音及び大気汚染物質について

の記載があるが、種類や発生量についての記載はない16。また、廃棄物については、EIA

の検討項目としては触れられていない。一部、水質汚染の原因としてあげられているが、

発生量の記載はない17。 

上記廃棄物と残留物の取り扱い及び（又は）処理方法が提案されるとともに、 終的に環

境中に処分される経路が示されていること。 

1.3.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

人に対する影響緩和策として、建設期間中の大気汚染や騒音、水質汚染への対策が

記載されているが、具体的な方法の記述に乏しい18。 

残留物と廃棄物の量の算出方法が示されていること。これが不確実な場合にはそのことが

明記され、可能な場合には信頼限界の幅が示されていること。 

1.3.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 残留物についての記載はあるが、量及び量の算出についての記載はない。また、不確

実であることの根拠についての記載も見られない。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 汚染物質・廃棄物による影響は主として建設中のものに限られるが、種類や量についての記載は

ほとんどみあたらない。 

 
1.4 環境に関する記述：開発提案によって影響を受けると考えられる環境領域と所在地が記述され

ていること。 

開発によって影響を受けると考えられる環境が、領域を適切に示す地図とともに示されて

いること。 

1.4.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

影響の領域が明確に示された地図はないが、施設の立地に関する地図がある19。 

                                            
14 Norpak Power Ltd. (1999b) ibid, Chapter 9, p.1. 
15 Norpak Power Ltd. (1999b) ibid, Chapter 9, p.4. 
16 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 5, p.8. 
17 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 5, p.7. 
18 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 6, p.12. 
19 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Executive Summary, pp. 21-22. 
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影響を受ける環境は、建設現場から離れた場所で発生し得る重大な影響も含めるような、

大まかな形で定義されること。 

1.4.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

直接被影響範囲（Direct Impact Zone：DIZ）及び間接被影響範囲（Indirect Impact 

Zone：INDIZ）についての定義がある20。DIZ としては、取水堰及び堰による水位上昇

（3.5m）範囲、建設中の一時的な導水範囲、アクセス道路や施設の占有、減水区間

（2.8km）、土捨て場、送電線などがあげられている。INDIZ としては、主として建設中の影

響による範囲が述べられており、プロジェクト周辺の 5 つの村、廃棄物の投棄場、採石場

などとなっている。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 環境影響の範囲について、地図上に明確な領域が記載されているわけではないが、影響範囲の

定義が明確である。 

 
1.5 ベースライン状況：影響を受ける環境の現状と、プロジェクトが行われない場合に予想される状

態について記述されていること。 

影響を受ける環境の構成要素のうち、重要なものが特定、記述されていること。その方法と

実施する調査は公表され、評価作業の規模と複雑さに適したものであること。不確実な部

分はそれが明示されること。 

1.5.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

影響を受ける可能性のある要素について、物理・化学的環境、生物学的環境、人間環

境に分類・記述されている21。特に生物学的環境については、自然保護区に位置している

ため、詳細な調査が行われている。また、スコーピングプロセスは公開の場で協議されて

いる22。 

既存のデータ源を探し、適当と考えられる場合にはこれを活用していること。これには地方

当局の記録と、保護団体及び（又は）特別利益団体が行った、又は依頼した調査を含むも

のとする。 

1.5.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

幅広い検討項目について、学術資料、他ドナーを含む過去の事例、関係省庁の報告

書類などから引用されている23。 

地方の土地利用計画及び方針が協議され、「ベースライン」状況の判断を補助するために

必要な他のデータ、つまりプロジェクトが行われないとして自然変動と人間の活動を勘案し

た場合の、将来の環境状態（「何もしない」シナリオと呼ばれることが多い）の情報を収集し

ていること。 

1.5.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 No-Action Alternative が検討されている24。だが、定性的な記述があるのみで、環境・社

会・経済といった多方面から総合的に解析されているわけではない。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 現況の記述については、特に記述の不足は見当たらない。一方、何もしない案を選択した場合の

環境状態の記述は簡易な定性的記述にとどまっている。 

 
レビューエリア 1：総評及びコメント 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

事業の目的や背景、規模など、概要についての記述は明確である。土地利用や開発の要件につ

いては、 低限必要な情報は記載されていると思われる。汚染物質や廃棄物の記述は、定量的・具

体的な記述に欠けている。環境影響の範囲については、地図上には明確に示されていないものの、

定義が明確である。環境の現況については、特に記述の不足は見当たらない。 

 

                                            
20 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 1, pp. 26-27. 
21 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 2, pp. 1-10, Chapter 3, pp.1-48, and Chapter 4, pp.1-26. 
22 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Appendix D, pp. 1-4. 
23 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 10, pp. 1-8. 
24 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 5, p. 1, p. 9, pp. 11-13, p. 15, p. 20. 
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レビューエリア２．鍵となる影響の特定と評価 

2.1 影響の定義：開発による環境への潜在的影響が調査及び記述されていること。影響は、環境に

対するすべての潜在的影響を含むように大まかに定義され、予測されるベースライン状態からの逸

脱の程度が測定されていること。 

プロジェクトの直接的影響のほか、間接的、二次的、累積的、短期・中期・長期的、永久

的、一時的影響、好影響と悪影響が記述されていること。 

2.1.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 予想される各影響について、直接的影響以外にも、間接的影響、影響の期間、大きさ、

頻度について記載がある。 

上記の各種影響が、人間、植物相と動物相、土壌、水、大気、気候、景観、有形資産、文

化遺産（建築学的・考古学的遺産を含む）及びこれらの相互作用への影響やそうした影

響を特定することに特に注意を払って、調査及び記述されていること。 

2.1.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

予想される影響は、自然環境だけでなく、社会・経済的影響も含んでいる。各影響間の

相互作用については、減水区間による水象及び水生生物への影響など、重要な項目に

ついては、相互作用が検討されている25。 

設計どおりの状況で発生する事例のみが考察されていてはならない。必要に応じて、事

故などにより標準外の状況で発生する影響についても記述があること。 

2.1.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 想定外の状況による影響としては、地震による被害の可能性が検討されている26。ただ

し、プロジェクトが周辺環境にもたらす影響ではなく、地震という外部条件によるプロジェク

トへの影響という観点であり、例えば、地震の発生→施設の損壊→環境への影響という分

析はされていない。 

影響は、ベースラインとなる状況からの逸脱状況、つまり開発を行わない場合の状況と、

開発の結果支配的になると予想される状況の違いとして測定されていること。 

2.1.4 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 特に動植物・生態系への影響について、開発を行わない状態との比較によって分析さ

れている27。ただし、すべての項目について分析されている訳ではない。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 影響の記述は、重要な項目については、現況からの逸脱として表現されており、おおむね妥当な

分析であるといえる。 

 
2.2 影響の特定：重大な影響をすべて特定できる方法が用いられていること。 

影響の特定は、プロジェクト特定チェックリスト、マトリックス、専門家のパネル、協議など系

統的な方法を用いて行われていること。二次的影響の特定のために、補足的な手法（因

果関係又はネットワーク分析など）が必要となるかもしれない。 

2.2.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 EIA のための TOR は、関係省庁、自治体、NGO 等との協議によって作成されている28。

用いる影響特定法の理論的根拠として、その簡潔な解説があること。 2.2.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

影響特定の方法に関しては、明確な記述は見当たらない。だが、生物環境及び人間環

境については、DIZ 及び INDIZ の内容をまとめた一覧表が記載されており、それぞれの項

目について重要度が評価されており、同表の検討によって影響の特定が行われているも

のとみられる29。 

                                            
25 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 5, pp. 1-35. 
26 Norpak Power Ltd. (1999b) ibid, Chapter 3, p. 13. 
27 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 5, p. 9, pp. 11-13, p. 15, p. 20. 
28 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Appendix D, pp. 1-4. 
29 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 3, pp. 46-48, Chapter 4, pp. 25-26. 



 －273－ 

 
評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 影響の特定については、具体的な記述がみられないものの、関係者との協議による TOR の検討

や、各項目の重要度について検討されているため、おおむね妥当であると思われる。 

 
2.3 スコーピング：あらゆる影響を同程度詳細に調査する訳ではない。利害関係者の見解を考慮の

うえ鍵となる影響が特定され、そこに的を絞って主な調査が行われていること。 

一般市民及び特定利益団体（クラブや協会など）に連絡し、プロジェクトとその影響を評価

してもらうような試みが真剣になされていること。 

2.3.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 スコーピングの過程は、関係省庁、自治体、地域住民等と協議のうえ、作成されている30。

関連する公的機関、特別利益団体、一般市民の意見や懸念を集めるしくみが構築されて

いること。これを促進する方法として、公開討論、セミナーの開催、討論グループの結成な

どが考えられる。 

2.3.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

（項目 2.3.1 と同様）。 

より集中的な調査を行うために、鍵となる項目が特定され選択されていること。ただこの場

合も、徹底調査の対象として選択されなかった影響領域が特定され、より詳細な調査が必

要ない理由が説明されていること。 

2.3.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 動植物等、重要な項目は特定されている。一方で、選択されなかった影響項目につい

ては、選択されなかった理由の明確な説明はない。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 スコーピングプロセスは地域住民等にも開かれるなど、透明性の高い方法で行われており、適切で

あると思われる。ただし、選択されなかった項目についての理由について、明確な理由は記載されて

いない。 

 
2.4 影響の程度の予測：開発が環境に与えると考えられる影響が、できる限り正確に記述されている

こと。 

主要な影響の程度を予測するために用いるデータは、この作業に十分なもので、そのデ

ータが明確に説明されるか、又はその情報源が明確に示されていること。必要とするデー

タの不足がある場合はこれが示され、評価にあたってこの不足の対処方法が説明されて

いること。 

2.4.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 主要な影響（水象、動植物、社会・経済等）について、予測に使用したデータは、出典が

明記されおり、不足する情報も明確にされている31。ただし、水質及び土壌流出の影響に

ついては、結論に至った根拠が不明瞭である。 

影響の程度の予測に用いる方法が記述され、予測される影響の規模と重要度に対応して

いること。 

2.4.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

動植物に対する影響について、事業による影響範囲と生物種の生息域の空間情報を

比較することにより、予測を行っている。そのほか、社会・経済環境等においても、空間情

報（DIZ、INDIZ）による特定で、影響の程度を定性的に予測している32。ただし、水質や土

壌流出の影響については、予測方法の明確な記述がみられない。 

                                            
30 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Appendix D, pp. 1-4. 
31 Norpak Power Ltd. (1999c) ibid, Annex 1-10. 
32 Norpak Power Ltd. (1999c) ibid, Annex 1-10. 
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可能な場合には影響の予測が測定できる量の形で、必要な場合は範囲及び（又は）信頼

限界とともに表示されていること。定性的説明が用いられている場合、それができるだけ十

分に定義されていること（例えば「重大でないというのは、100m 以上離れると感知されない

ことを意味する」） 

2.4.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 影響の予測は定性的に行われている。影響の程度についての定義は一般的33であり、

項目ごとに設定されたものはない。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 影響の程度の予測については、動植物や社会・経済等の重要な影響については適切に検討され

ていると思われる。 

 
2.5 影響の重大性の評価：予測された影響の社会にとっての重大性が予測されていること。重大性

の評価に用いた理論的根拠、前提、価値判断とともに、質の基準の引用源がすべて記述されている

こと。 

ミティゲーション方策が提案され、ミティゲーション後に残る影響がある場合はその重大性

が記述され、影響の程度と明確に区別されていること。 

2.5.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 すべての検討項目について、ミティゲーションが検討されており、かつミティゲーション後

に残る影響についても、影響の程度と区別されている34。 

影響の重要度が評価され、可能な場合は国レベルと国際レベルの質に関する適切な規

格が考慮されていること。また国と地方の社会価値とともに、影響の程度、場所、持続時間

も考慮されていること。 

2.5.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

以下のような規則に従ったとされている35。 

国内法：EIA Guidelines, Water Statute, National Water Policy, Wildlife Statute、そのほか

地方自治体関連法 

国際法：Nile Waters Agreement, World Heritage Convention, Convention on Biological 

Diversity, Convention of Migratory Species of Wild Animals, CITES, Ramsar Convention, 

Convention of Nature and Natural Resources, Conservation of Common Natural 

Resources, Lusaka Agreement of Cooperative Enforcement and Operations Directed at 

Illegal Trade in Wild Fauna and Flora 

ドナー（WB）：OP 4.01, 4.04, 4.10, 4.11, 4.12, 4.36, 4.37, 7.50 

 影響の程度等に関する記述のなかに、上記の規則が引用されているのは、主として動

植物に関する記述となっている。 

重大性の評価に用いた基準、前提及び価値体系の選択の正しい理由が述べられ、反対

意見がある場合はそれをすべて概説していること。 

2.5.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 重大性の評価については、評価尺度等についての説明がある36。だが、各影響項目に

おける評価値を誰がどのように算出したのか、また、それらを誰がどのように評価軸上に位

置づけたかについての記述は見当たらない（明確な記載はないが、おそらくコンサルテー

ションプロセスによって、上記の作業を実施したものと思われる）。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 影響の重大性の評価については、例えば、環境基準のような標準的な基準と照らし合わせて評価

したという記述は見当たらないため、多分に、評価者の専門的知見・経験による評価だと思われる。

このため、第三者による追試等の検証を行うことは困難であり、評価の方法としてはやや不適切であ

る。 

 

                                            
33 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Executive Summary, p.19. 
34 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 6, pp.20-26. 
35 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 1, pp.28-35. 
36 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 1, pp.5-7. 
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レビューエリア 2：総評及びコメント 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 影響の記述は、重要な項目については、現況からの逸脱として表現されており、おおむね妥当な

分析であるといえる。影響の特定については、具体的な記述がみられないものの、関係者との協議

による TOR の検討や、各項目の重要度について検討されているため、概ね妥当であると思われる。

スコーピングプロセスは地域住民等にも開かれるなど、透明性の高い方法で行われており、適切で

あると思われる。ただし、選択されなかった項目についての理由について、明確な理由は記載されて

いない。影響の程度の予測については、動植物や社会・経済等への重要な影響については適切に

検討されていると思われる。影響の重大性の評価については、例えば、環境基準のような標準的な

基準と照らし合わせて評価したという記述は見当たらないため、多分に、評価者の専門的知見・経験

による評価だと思われる。 

 
レビューエリア３．代替案とミティゲーション 

3.1 代替案：提案されたプロジェクトに対し、実行可能な代替案が考察されていること。提示された

案ごとの環境への影響の概略が EIS に記述されるとともに、選択されたプロジェクトが環境に重大な

悪影響をもたらすと考えられる場合は特に、代替案が却下された理由が簡潔に論じられていること。 

開発業者にとって実用及び利用可能な代替地が存在する場合、これについて考察されて

いること。代替地が環境にもたらす主な好影響と悪影響が議論され、サイトの 終的な選

択理由が説明されていること。 

3.1.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 代替地として、a. Murchison Falls、b. Ayago North、c. Ayago South、d. Bujagali、e. 

Kalagala、f. Karuma の６つの候補地があげられている。ただし、上記のプロジェクトは、い

ずれは実施に結びつく可能性のあるプロジェクトであり、提案プロジェクトにとって代わり

うる案という意味での代替案とはなりえない。提案プロジェクトが選択された理由として、

北部地域においては、上記 a、b、c の 3 プロジェクトがありうるが、いずれも国立公園内に

位置していることから、提案プロジェクトが選択されたと記されている37。このほか、「何もし

ない案」の検討が行われている38。 

可能な場合には、代替の工程、設計及び操業条件がプロジェクト計画の初期段階で考察

され、提案されているプロジェクトが環境に重大な影響を与える場合、そうした代替案の環

境への影響が調査及び報告されていること。 

3.1.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

プロジェクト計画の初期段階での検討としては、過去の検討(W.S. Atkins et al.1986, 

Kennedy & Donkin et al. 1996b, W.S. Atkins et al. 1999, Acres & Kagga, 1999 等)を参照

し、情報不足や計画熟度の違いにより、不十分な比較検討であったとしている39。こうしたこ

とから、本提案プロジェクトの EIA プロセスでは、初期段階からの検討は行われていない。 

調査中に予期しない深刻な悪影響が特定され、ミティゲーションが困難な場合は、計画の

初期段階で却下された代替案が再審査されること。 

3.1.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 調査中に予期しない深刻な悪影響が生じた場合は、今後実施される環境モニタリングで

発見され、しかるべき対処がとられると想定されるが、実際にどのようなアクションになるの

か影響の程度次第であるため、現時点での詳細な検討は意味がない。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 代替案の検討が行われているが、いずれは実施に結びつく可能性のあるプロジェクトとの比較であ

り、提案プロジェクトにとって代わりうる案という意味での代替案ではない。ただし、何もしない案の検

討は行われている。 

 

                                            
37 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 1, pp.11-12, Chapter 5, pp. 28-31. 
38 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 5, p. 1. 
39 項目 1.5.3を参照 
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3.2 ミティゲーション方策の適用段階と有効性：すべての重大な悪影響について、ミティゲーション

方策が考えられていること。また提案されたミティゲーション方策を実施した場合、有効であるとの証

拠が提示されていること。 

すべての重大な悪影響について、実行可能かつ具体的なミティゲーション方策が提案さ

れていること。緩和されずに残る影響がある場合は示され、そうした影響がなぜ緩和されな

いかについて正当な理由が提供されていること。 

3.2.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 すべての重大とされる悪影響についてはミティゲーション方策が検討され、緩和されず

に残る影響についても検討されている40。 

考察されたミティゲーション方策には、汚染防止だけでなく、プロジェクトの修正、補償、代

替施設の準備を含んでいること。 

3.2.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

ミティゲーションには特定されたすべての影響に対する緩和策が含まれており、特に非

自発的住民移転に対する影響については、WB の基準に基づいて検討されている41。 

ミティゲーション方策を実施した場合、どの程度有効かが明確であること。有効性がはっき

りしない、あるいは操業手段、気候条件等の前提に左右される場合には、そうした前提の

正当性を示すデータが紹介されていること。 

3.2.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 ミティゲーションの有効性の保障については、EIA 報告書の取りまとめはコンサルタント

会社が行うものの、実施責任はウガンダ政府当局にあると記載があり、実施についての確

証はない42。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 ミティゲーションについては、内容的にはすべての影響に対する緩和策が含まれているため、適切

であるといえる。ただし、実施についての確証はない。 

 
3.3 ミティゲーション方策へのコミットメント：開発業者はミティゲーション方策の実行に積極的にかか

わり、それを実行する能力をもち、どのように提案し実行するかという計画を提示していること。 

EIS には、開発業者がミティゲーション方策に対して積極的に関与するという旨が明確に

記録されていること。また、ミティゲーション方策の実施方法の詳細と、それが必要となる期

間での機能についても示されていること。 

3.3.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 （項目 3.2.3 と同様） 

プロジェクトの実施に由来する環境影響が評価書の予測と一致しているかをチェックする

ための、モニタリングのしくみが提案されていること。また予期しない悪影響が発生した場

合にミティゲーション方策を調整する方法が規定されていること。こうしたモニタリングの規

模は、予想される影響からの逸脱の規模と重大性に対応していること。 

3.3.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

モニタリング計画は提案されているが、記述が不十分であり、影響評価の結果と一致し

ているかどうかの判断が困難である。おおむね、主要な項目についてのモニタリング項目

はあげられている43。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 モニタリングの項目は検討されているが、誰がどのように実施するのかについての記述がない。一

方で、環境管理計画（EMP）には、ミティゲーションの実施に関する責任主体や費用が検討されてい

るものの、モニタリングとの関係について記述がほとんどみられないため、実施についての判断が困

難である。 

 

                                            
40 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 6, pp.1-26. 
41 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 6, pp.1-26. 
42 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 6, p.2. 
43 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 7, pp.1-6. 
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レビューエリア 3：総評及びコメント 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 代替案の検討が行われているが、いずれは実施に結びつく可能性のあるプロジェクトとの比較であ

り、提案プロジェクトにとって代わりうる案という意味での代替案ではない。ただし、何もしない案の検

討は行われている。ミティゲーションについては、内容的にはすべての影響に対する緩和策が含ま

れているため、適切であるといえる。ただし、実施についての確証はない。モニタリングの項目は検討

されているが、誰がどのように実施するのかについての記述がない。一方で、環境管理計画（EMP）

には、ミティゲーションの実施に関する責任主体や費用が検討されているものの、モニタリングとの関

係について記述がほとんどみられないため、実施についての判断が困難である。 

 
レビューエリア 4：結果の伝達 

4.1 レイアウト：評価書のレイアウトは、読み手がデータを容易かつ速やかに発見し利用できるもので

あること。外部データについては、情報源が明示されていること。 

プロジェクト、EIA の目的、どのようにその目的が達成されたかを簡単に説明した導入部が

あること。 

4.1.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 第 1 章の導入部に、EIA の目的と達成方法について記載されている44。 

情報はセクションや章で理論的に組み立てられ、重要なデータの所在が目次やインデック

スで示されていること。 

4.1.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

目次や図表のインデックスは、報告書の冒頭に記載されている45。 

章そのものがきわめて短い場合でない限り、調査の各段階の主な所見を要約した章のま

とめがあること。 

4.1.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

各章の結論をまとめた要約が作成されており46、また、3 章～6 章の記述では要約が表

形式で作成されている。 

外部からのデータ、結論または質の基準をとり入れた場合には、本文内の該当箇所でそ

のデータ源が示されていること。参照先の十分な情報も、ページの下や参考文献リストで

示されていること。 

4.1.4 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

EIA 報告書本文の全般にわたり、原典の記載はあるものの、引用箇所が明確に示され

ていないため、原典のどの部分を引用したのかが不明瞭である。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 引用箇所が明確に示されていないが、目次やインデックスは標準的な方法で記述されており、容

易に情報が検索できるよう工夫されている。 

 
4.2 提示：情報提示の際は、専門家以外にも受け入れられるよう注意が払われていること。 

情報は、専門家以外にも理解できるよう提示されていること。表、グラフなどが適宜用いら

れていること。不必要に専門的な、また曖昧な言葉遣いは避けられていること。 

4.2.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 EIA 報告書本体は、水力開発の専門用語等、専門以外の人間では理解が困難と思わ

れる記述が多い。ただし、パブリックコンサルテーションの場においては、必ずしも専門家

とはいえない地域住民向けの説明を行っているため、非専門家向けの説明資料が作成さ

れた可能性が高い。ただし、EIA 報告書に説明資料の添付がないため、評価することはで

きない。 

4.2.2 専門用語、頭字語、頭文字は、本文や用語解説に初出したときに定義されていること。重

要なデータは、本文で提示及び議論されていること。 

                                            
44 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 1, pp.1-35. 
45 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, pp.i-xv. 
46 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Executive Summary, pp.1-38. 
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 評価及びコメント：A B C D E F N/A 

専門用語が多用されているが解説は見当たらない。だが、コンサルテーションの場に

て、説明されている可能性が高い。略語については、冒頭にまとめて説明がある47。 

EIS は、全体的に統合されたものとして提示されていること。別綴じの付表で提示したデー

タについては、本文にその要約が示されていること。 

4.2.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

EIA 報告書は、背景・目的、現況、予測・評価、ミティゲーション、モニタリング、環境管

理計画、結論が記載されており、EIA の基本的な構成要素は検討されている。別添資料

についても、本文内に引用されている。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 EIA 報告書本体については、非専門家が理解できる内容とは言い難い。ただし、パブリックコンサ

ルテーションの場で非専門家に対して説明したはずであり、別途、資料が用意されている可能性が

高いが、報告書に記載がないため、判断できない。そのほか、EIA の基本的要素は検討されていると

思われる。 

 
4.3 強調：情報は偏りを排除して提示され、EIS の内容を踏まえて重要な部分が強調されているこ

と。 

環境に対する深刻な潜在的悪影響ときわめて好ましい潜在的影響が、目立つように強調

されていること。EIS において、調査が進んだ影響又は好ましい影響に対して、不釣合い

な記述スペースを一律に与えることが避けられていること。 

4.3.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 予想される正と負の影響は、いずれも High、Medium、Little/No の 3 段階の尺度上に示

されており、正・負や重大性が一目でわかるように工夫されている48。 

EIS は偏りがなく、特定の見解だけを支持していないこと。悪影響が婉曲的表現やきまり文

句でごまかされていないこと。 

4.3.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

（本評価項目は抽象的であり、具体性がなく、判断が困難である） 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 予想される正と負の影響は、正・負や重大性が一目でわかるように工夫されている。 

 
4.4 非技術的要素：調査の主な所見とそれがどのように得られたかについて明確に書かれた非技術

的概要があること。 

調査の主な所見と結論については、非技術的概要がつけられていること。専門用語、デ

ータの列挙、科学的根拠についての詳細な解説は避けられていること。 

4.4.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 （項目 4.2.1 と同様） 

4.4.2 要約には、EIS で議論された主な問題点がすべてカバーされ、少なくともプロジェクトと環

境に関する簡潔な記述、開発業者が実施することになっている主なミティゲーション方策

の説明、重大な残存影響がある場合その影響すべてが含まれていること。そのデータの

入手方法が簡単に説明され、その方法に対する信頼性が示されていること。 

 評価及びコメント：A B C D E F N/A 

すべての重大なインパクト及びミティゲーションについて記載されている。だが、データ

の入手方法及び信頼性については触れられていない。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 すべての重大なインパクト及びミティゲーションについて記載されている。だが、データの入手方法

及び信頼性については触れられていない。 

 
 

                                            
47 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, pp. xiii-xiv. 
48 Norpak Power Ltd. (1999a) ibid, Chapter 5, pp. 1-35. 



 －279－ 

レビューエリア 4：総評及びコメント 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 引用箇所が明確に示されていないが、目次やインデックスは標準的な方法で記述されており、容

易に情報が検索できるよう工夫されている。EIA の基本的要素は検討され、予想される正と負の影響

は、正・負や重大性が一目でわかるように工夫されている。また、データの入手方法及び信頼性につ

いては触れられていないが、すべての重大なインパクト及びミティゲーションについて記載されてい

る。 

 
レポート全体：総評及びコメント 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

事業の目的や背景、規模など、概要についての記述は明確である。影響の特定については、具

体的な記述がみられないものの、関係者との協議による TOR の検討や、各項目の重要度について

検討されているため、おおむね妥当であると思われる。スコーピングプロセスは地域住民等にも開か

れるなど、透明性の高い方法で行われている。影響の程度の予測については、動植物や社会・経済

等の重要な影響については適切に検討されていると思われる。影響の重大性の評価については、

例えば、環境基準のような標準的な基準と照らし合わせて評価したという記述は見当たらないため、

多分に、評価者の専門的知見・経験による評価だと思われる。 

代替案の検討は、いずれは実施に結びつく可能性のあるプロジェクトとの比較であり、提案プロジ

ェクトにとって代わりうる案という意味での代替案ではないが、何もしない案の検討は行われている。ミ

ティゲーションについては、実施についての確証はないが、内容的にはすべての影響に対する緩和

策が含まれている。モニタリングの項目は検討されているが、誰がどのように実施するのかについて

の記述がなく、環境管理計画（EMP）には、ミティゲーションの実施に関する責任主体や費用が検討

されているものの、モニタリングとの関係について記述がほとんどみられないため、実施についての

判断が困難である。 

引用箇所が明確に示されていないが、目次やインデックスは標準的な方法で記述されており、容

易に情報が検索できるよう工夫されている。EIA の基本的要素は検討され、予想される正と負の影響

は、正・負や重大性が一目でわかるように工夫されている。要約は、データの入手方法及び信頼性

については触れられていないが、すべての重大なインパクト及びミティゲーションについて記載され

ている。 

 

 2） 現地踏査報告 

カルマ水力開発は、マシンディ県東端及びアムル県西端の境に位置しており、同地域は野

生生物保護区（Wildlife reserve）に指定されている。数十世帯の移転が発生したが、既に移転

は完了している。 

現地踏査においては、特に移転住民の生活の様子をヒアリングするとともに、開発地点の視

察を行った。 

住民には十分な補償が与えられている様子であり、特に目立った不満は確認できなかった。

地域に対しても、飲料水の提供、学校、病院などの公共施設が提供されている。また、移転によ

って町が新たに開発されることになったが、幹線道路沿いに面しているため、小売業などが軒を

連ねにぎわっている様子がうかがえた。 

ナイル川を挟んで西側（マシンディ側）は野生生物保護区となっているが、視察時には大型

野生動物は確認できなかった。住民からも、カバなどの野生動物は、コミュニティ周辺にはほと

んど見かけないという意見であった。 
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日時 2009 年 1 月 31 日 15：00～16:00 
対象者 被移転住民、コミュニティリーダー 

調査団：清野、臼井、和田 
住民の主な
意見 

・レイクコミュニティはプロジェクトによる便益を検討するためにある。 
・EIA にも関与したが、住民は英語がわからないので通訳がつけられた。 
・土地収用のプロセスについて、憲法によれば土地は市民のものだが、公共の目的のた

めに、政府は用地を求めることができる。 
・土地の取得には、相続、土地の購入、譲渡の方法がある。 
・リースホールは 5 年前に設立したが、当時は何もなかったので、5 年の開発延長期間を
求めた。 

・海外の民間企業は土地をもつことができない。土地は、ウガンダ人のものである。 
・補償については、土地が与えられるオプションもある。 
・作物や建物は、政府のレートによる金銭が補償される。農作物も補償対象に含まれる。
・ノルパックにより EIA が実施された。 
・政府と交渉して、ランドタイトルを 5 年間延長した。 
・補償レートの算定にあたり、 初にどこに住んでいるか、グランドサーベイを実施した。 
・コミュニティに土地の権利がなくても、補償される。 
・土地の補償は、土地によるものと、金銭によるものがある。 
・住民からのクレームの主なものは、政府の補償レートについて。 終的に、高いレート
で補償され、納得している。 

・当地以外に、このほか、いくつかの移転地がある。 
・開発にあたっては、ボトムアップアプローチを採用した。人々が参加し、提案した。 
・EIA に参加し、ミティゲーションを考えた。たとえば、飲み水、学校（教員の採用）、病院

などがある。 
・漁業は少ないので、インパクトは少ない。 
・動物の影響は、別の地域に自然と移るだろう。 
・ダム湖の利用は、州の CBO(Community Based Organization)が管理している。 
・パブリックヒアリングは３回実施した。また、ワークショップも実施した。NGO が参加し、
肯定的なコメントが寄せられた。 

・国際 NGO は、数が少ないがノルウエーから参加した。 
・EIA のなかで、地形、社会、経済などの検討を行った。 

 

移転によって新たに開発され

た街の様子 
補償によって与えられた家屋 

 

ダム貯水地地点の様子 

図 1 カルマ水力開発地点の様子 

 
 （2） ブジャガリ水力開発 

  1） EIA 報告書等のレビュー 

 
レビューエリア１．開発、当該地方の環境及びベースライン状況に関する記述 

1.1 開発に関する記述：開発の目的が、物理的な特徴、規模及び設計の面から記述されているこ

と。建設中と操業中に必要な原材料の量、及び必要に応じて製造工程に関する記述を含むものとす

る。 

開発の目的と目標が説明されていること。 1.1.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

開発の目的と目標について概要の記載がある49。 

                                            
49 Bujagali Energy Limited (2006b) “Bujagali Hydropower Project: Social and Environmental Assessment Report”, Executive 

Summary, p.1. 
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開発の設計と規模の記述があること。（図表、図面又は地図による説明） 1.1.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

施設レイアウトの図面が記載されており、建設予定の施設に関する諸元が記載されて

いる50。 

開発完了時の当該環境内における物理的所在状況と外観が、何らかの形で示されている

こと。 

1.1.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 施設レイアウトが図面に記載され、位置情報に関する所法が判別可能となっている51。 

必要に応じて、開発完了時に導入を予定している製造工程の性質と予想される生産量に

ついての記述があること。 

1.1.4 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 プロジェクトのスケジュールについて記載があるが、工程表の記載はなく、活動ごとのス

ケジュールは不明である52。生産量について、本プロジェクトの場合は発電量等を指し、第

5 章に記載がみられる53。 

建設中及び操業時に必要となる原材料の性質と量が記述されていること。 1.1.5 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 必要な材料（主に採石量）の種類や量は、採石場の地図や輸送方法なども含めて、具

体的に記載されている54。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 事業の目的や背景、規模など、計画の概要についての記述は明確である。 

 
1.2 サイトに関する記述：開発用地の要件と、それぞれの土地利用の期間が記述されていること。 

開発用地として押さえられた領域が定義され、その場所が地図上に明確に示されているこ

と。 

1.2.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 プロジェクトのために 238ha の用地取得が行われており、地図上に明記されている55。 

その土地の用途が記述されていて、用途の異なる土地の間の境界線がはっきりしているこ

と。 

1.2.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

土地利用については、農地としての利用と小規模の森林が残存していると記載がある

のみであり、地図の添付はない56。 

予想される建設期間や操業期間、また適切な場合解体期間が示されていること。 1.2.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 EIA 報告書の作成時点では建設業者が決まっていないため、建設期間や操業期間に

ついての詳細は記載されていない57。 

1.2.4 建設中及び（又は）操業中に開発現場に立ち入る労働者及び（又は）訪問者の数が予測

されていること。またこの人たちのサイトへのアクセスと、考えられる輸送手段が記述されて

いること。 

 評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 建設時の労働者については、600～1,500 名程度と見積もられている58。操業中の労働

者については、記載がない。 

                                            
50 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.200-264, & Appendix E. 
51 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.200-264. 
52 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.5-9. 
53 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, p.207. 
54 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.226-237. 
55 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.201-204. 
56 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.112-115. 
57 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, p.200. 
58 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.219-232. 
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サイトを往来する原材料と製品の輸送手段と量の概算が記述されていること。 1.2.5 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 建設に必要な原材料の輸送手段及び量については、輸送のための仮設道路が検討さ

れているとともに、骨材等の必要量が算出されている59。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 サイトに関する開発要件・土地利用の情報は、おおむね適切に記載されていると思われる。 

 
1.3 廃棄物：発生する可能性がある廃棄物の種類と量が予測され、環境への処分経路が提案され

ていること。[注：廃棄物には、工程の残留物質、排水及び排気のすべてを含む。廃棄エネルギー、

廃熱、騒音等も勘案する。] 

廃棄物質、廃棄エネルギーとその他の残留物質の種類と量に加え、その発生速度が予測

されていること。 

1.3.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

発生が予測されている排気物質等として、建設中の大気（特に CO2）・水質汚染物質・

騒音・について検討されている60。廃棄物については、建設中の影響としてあげられてい

るが、発生量などの予測はなく、検討は不十分である61。 

上記廃棄物と残留物の取り扱い及び（又は）処理方法が提案されるとともに、 終的に環

境中に処分される経路が示されていること。 

1.3.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

水質汚濁物質の取り扱いは、汚染物質流出の管理計画を作成するなどがあげられてい

る。大気汚染物質の取り扱いについては、粉じんの発生源となるような崩落しやすい物質

は平地に置く、乾期の工事用道路は濡れた状態にするなどの対策があげられている62。 

廃棄物に対する影響緩和策として、建設労働者の訓練、自治体の合意に基づく投棄場

の提供、可燃物の焼却処理などが提言されている。ただし、具体的な方法についての記

載はない63。 

残留物と廃棄物の量の算出方法が示されていること。これが不確実な場合にはそのことが

明記され、可能な場合には信頼限界の幅が示されていること。 

1.3.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 残留物についての記載はあるが、量及び量の算出方法についての記載はない。また、

不確実であることの根拠についての記載もみられない。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 汚染物質・廃棄物による影響は主として建設中のものに限られるが、種類や量についての記載は

ほとんど見当たらない。 

 
1.4 環境に関する記述：開発提案によって影響を受けると考えられる環境領域と所在地が記述され

ていること。 

開発によって影響を受けると考えられる環境が、領域を適切に示す地図とともに示されて

いること。 

1.4.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

影響の領域として水没エリアが示されている。だが、水没以外の被影響エリアについて

示された地図はない64。 

                                            
59 Bujagali Energy Limited (2006b) ibid, pp.224-237. 
60 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.365-237. 
61 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.224, 416-417, 470. 
62 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, p.454. 
63 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.466, 416-417, 470. 
64 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, p.7. 
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影響を受ける環境は、建設現場から離れた場所で発生し得る重大な影響も含めるような、

大まかな形で定義されること。 

1.4.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

被影響エリアは施設立地による直接的な影響だけではなく、間接的な影響についても

定義されている。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 環境影響の範囲について、地図上に明確な領域が記載されている訳ではないが、影響範囲の定

義が明確である。 

 
1.5 ベースライン状況：影響を受ける環境の現状と、プロジェクトが行われない場合に予想される状

態について記述されていること。 

影響を受ける環境の構成要素のうち、重要なものが特定、記述されていること。その方法と

実施する調査は公表され、評価作業の規模と複雑さに適したものであること。不確実な部

分はそれが明示されること。 

1.5.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

影響を受ける可能性のある要素について、土地・水環境・大気・生物環境・社会経済環

境・文化財に分類・記述されている65。 

既存のデータ源を探し、適当と考えられる場合にはこれを活用していること。これには地方

当局の記録と、保護団体及び（又は）特別利益団体が行なった、又は依頼した調査を含

むものとする。 

1.5.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

幅広い検討項目について、学術資料、他ドナーを含む過去の事例、関係省庁の報告

書類などから引用されている66。 

地方の土地利用計画及び方針が協議され、「ベースライン」状況の判断を補助するために

必要な他のデータ、つまりプロジェクトが行われないとして自然変動と人間の活動を勘案し

た場合の、将来の環境状態（「何もしない」シナリオと呼ばれることが多い）の情報を収集し

ていること。 

1.5.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 プロジェクトが行われないとして場合と、プロジェクトを実施した環境状態の差についての

記述はない。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 現況の記述については、特に記述の不足は見当たらない。一方、何もしない案を選択した場合の

環境状態の記述はない。 

 
レビューエリア 1：総評及びコメント 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

事業の目的や背景、規模など、計画の概要についての記述は明確である。サイトに関する開発要

件・土地利用の情報は、おおむね適切に記載されていると思われる。汚染物質・廃棄物による影響

は主として建設中のものに限られるが、種類や量についての記載はほとんど見当たらない。環境影

響の範囲について、地図上に明確な領域が記載されている訳ではないが、影響範囲の定義が明確

である。現況の記述については、特に記述の不足は見当たらない。一方、何もしない案を選択した

場合の環境状態の記述はない。 

 
レビューエリア２．鍵となる影響の特定と評価 

2.1 影響の定義：開発による環境への潜在的影響が調査及び記述されていること。影響は、環境に

対するすべての潜在的影響を含むように大まかに定義され、予測されるベースライン状態からの逸

脱の程度が測定されていること。 

                                            
65 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.54-163. 
66 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.501-516. 
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プロジェクトの直接的影響のほか、間接的、二次的、累積的、短期・中期・長期的、永久

的、一時的影響、好影響と悪影響が記述されていること。 

2.1.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 予想される各影響について、直接的影響以外にも、間接的影響、累積的影響、影響の

期間、大きさ、頻度について記載がある。 

上記の各種影響が、人間、植物相と動物相、土壌、水、大気、気候、景観、有形資産、文

化遺産（建築学的・考古学的遺産を含む）及びこれらの相互作用への影響やそうした影

響を特定することに特に注意を払って、調査及び記述されていること。 

2.1.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

予想される影響は、自然環境だけでなく、社会・経済的影響も含んでいる。各影響間の

相互作用については、漁業への影響などについて、相互作用が検討されている67。 

設計どおりの状況で発生する事例のみが考察されていてはならない。必要に応じて、事

故などにより標準外の状況で発生する影響についても記述があること。 

2.1.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 想定外の状況による影響としては、地震による被害の可能性と調査の必要性が提案さ

れている68。 

影響は、ベースラインとなる状況からの逸脱状況、つまり開発を行わない場合の状況と、

開発の結果支配的になると予想される状況の違いとして測定されていること。 

2.1.4 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 開発を行わない場合の状況と、開発の結果支配的になると予想される状況の違いは測

定されていない。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 影響の記述は、現況からの逸脱として表現されていない。 

 
2.2 影響の特定：重大な影響をすべて特定できる方法が用いられていること。 

影響の特定は、プロジェクト特定チェックリスト、マトリクス、専門家のパネル、協議など系統

的な方法を用いて行われていること。二次的影響の特定のために、補足的な手法（因果

関係又はネットワーク分析など）が必要となるかもしれない。 

2.2.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 影響の特定は、関係省庁、自治体、NGO 等とのコンサルテーションによって作成されて

いる69。 

用いる影響特定法の理論的根拠として、その簡潔な解説があること。 2.2.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

すべての影響について、影響の特定は明確に行われている70。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 影響の特定は、関係省庁、自治体、NGO 等とのコンサルテーションによって作成されている。すべ

ての影響について、影響の特定は明確に行われている 

 
2.3 スコーピング：あらゆる影響を同程度詳細に調査する訳ではない。利害関係者の見解を考慮の

うえ鍵となる影響が特定され、そこに的を絞って主な調査が行われていること。 

2.3.1 一般市民及び特定利益団体（クラブや協会など）に連絡し、プロジェクトとその影響を評価

してもらうような試みが真剣になされていること。 

 評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 スコーピングの過程は、関係省庁、自治体、地域住民等と協議のうえ、作成されている71。

2.3.2 関連する公的機関、特別利益団体、一般市民の意見や懸念を集めるしくみが構築されて

いること。これを促進する方法として、公開討論、セミナーの開催、討論グループの結成な

どが考えられる。 

                                            
67 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.321-472. 
68 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.57-61. 
69 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.265-320. 
70 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.321-472. 
71 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.265-320. 
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評価及びコメント：A B C D E F N/A 

（項目 2.3.1 と同様）。 

より集中的な調査を行うために、鍵となる項目が特定され選択されていること。ただこの場

合も、徹底調査の対象として選択されなかった影響領域が特定され、より詳細な調査が必

要ない理由が説明されていること。 

2.3.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 非自発的住民移転、土地、水、大気質、騒音、交通、生物多様性、地域経済、文化財、

地域社会等、重要な項目は特定されている72。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 スコーピングの過程は、関係省庁、自治体、地域住民等と協議のうえ、作成されている。非自発的

住民移転、土地、水、大気質、騒音、交通、生物多様性、地域経済、文化財、地域社会等、重要な

項目は特定されている。 

 
2.4 影響の程度の予測：開発が環境に与えると考えられる影響が、できる限り正確に記述されている

こと。 

主要な影響の程度を予測するために用いるデータは、この作業に十分なもので、そのデ

ータが明確に説明されるか、又はその情報源が明確に示されていること。必要とするデー

タの不足がある場合はこれが示され、評価にあたってこの不足の対処方法が説明されて

いること。 

2.4.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 主要な影響について、予測に使用したデータは、出典が明記されており、不足する情報

も明確にされている73。 

影響の程度の予測に用いる方法が記述され、予測される影響の規模と重要度に対応して

いること。 

2.4.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

プロジェクトによる影響の規模・重要度について、明確な定義がみられる74。 

可能な場合には影響の予測が測定できる量の形で、必要な場合は範囲及び（又は）信頼

限界とともに表示されていること。定性的説明が用いられている場合、それができるだけ十

分に定義されていること（例えば「重大でないというのは、100m 以上離れると感知されない

ことを意味する」） 

2.4.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 影響の予測は測定できる形で表現されており、適切に予測されている75。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 主要な影響について、予測に使用したデータは、出典が明記されており、不足する情報も明確にさ

れている。プロジェクトによる影響の規模・重要度について、明確な定義がみられる。影響の予測は

測定できる形で表現されており、適切に予測されている。 

  
2.5 影響の重大性の評価：予測された影響の社会にとっての重大性が予測されていること。重大性

の評価に用いた理論的根拠、前提、価値判断とともに、質の基準の引用源がすべて記述されている

こと。 

ミティゲーション方策が提案され、ミティゲーション後に残る影響がある場合はその重大性

が記述され、影響の程度と明確に区別されていること。 

2.5.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 すべての検討項目について、ミティゲーションが検討されており、かつミティゲーション後

に残る影響について、モニタリング方策が提案されている76。 

                                            
72 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.321-472. 
73 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.501-516. 
74 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp.443-472. 
75 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. 321-472. 
76 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. 321-472. 
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影響の重要度が評価され、可能な場合は国レベルと国際レベルの質に関する適切な規

格が考慮されていること。また国と地方の社会価値とともに、影響の程度、場所、持続時間

も考慮されていること。 

2.5.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

国内法、他ドナーのガイドライン、国際条約等について考慮されており、かつ、国内に

おける各種法規制と世界銀行グループとの比較が行われている77。 

重大性の評価に用いた基準、前提及び価値体系の選択の正しい理由が述べられ、反対

意見がある場合はそれをすべて概説していること。 

2.5.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 重大性の評価については、評価尺度等についての説明はないが、世界銀行の基準が

引用されている78。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 すべての検討項目について、ミティゲーションが検討されており、かつミティゲーション後に残る影

響について、モニタリング方策が提案されている。国内法、他ドナーのガイドライン、国際条約等につ

いて考慮されており、かつ、国内における各種法規制と WB グループとの比較が行われている。重大

性の評価については、評価尺度等についての説明はないが、WB の基準が引用されている。 

 
レビューエリア 2：総評及びコメント 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 影響の記述は、現況からの逸脱として表現されていない。影響の特定は、関係省庁、自治体、

NGO 等とのコンサルテーションによって作成され、すべてについて、影響の特定は明確に行われて

いる。スコーピングの過程は、関係者と協議のうえ作成されている。重要な項目は特定され、また、予

測に使用したデータは出典が明記されており、不足する情報も明確にされている。プロジェクトによる

影響の規模・重要度について、明確な定義がみられる。影響の予測は測定できる形で表現されてお

り、適切に予測されている。すべての検討項目について、ミティゲーションが検討されており、かつミ

ティゲーション後に残る影響について、モニタリング方策が提案されている。国内法、他ドナーのガイ

ドライン、国際条約等について考慮されており、かつ、国内における各種法規制と世界銀行グルー

プとの比較が行われている。重大性の評価については、評価尺度等についての説明はないが、世

界銀行の基準が引用されている。 

 
レビューエリア３．代替案とミティゲーション 

3.1 代替案：提案されたプロジェクトに対し、実行可能な代替案が考察されていること。提示された

案ごとの環境への影響の概略が EIS に記述されるとともに、選択されたプロジェクトが環境に重大な

悪影響をもたらすと考えられる場合は特に、代替案が却下された理由が簡潔に論じられていること。 

開発業者にとって実用及び利用可能な代替地が存在する場合、これについて考察されて

いること。代替地が環境にもたらす主な好影響と悪影響が議論され、サイトの 終的な選

択理由が説明されていること。 

3.1.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 代替地として、本プロジェクトのほかに、Kalagala と Karuma の候補地が挙げられている。

ただし、上記のプロジェクトは、いずれは実施に結びつく可能性のあるプロジェクトであり、

提案プロジェクトにとって代わりうる案という意味での代替案とはなりえない79。 

可能な場合には、代替の工程、設計及び操業条件がプロジェクト計画の初期段階で考察

され、提案されているプロジェクトが環境に重大な影響を与える場合、そうした代替案の環

境への影響が調査及び報告されていること。 

3.1.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

プロジェクト計画の初期段階での検討としては、過去の検討(Acres 1999 等)のレビュー

が行われている。また、施設レイアウトの代替案として B1（流れ込み式）と B2（貯水式：

                                            
77 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. 13-53. 
78 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. 321-333. 
79 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. 173-199. 
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終的に選択されたプロジェクト）の２つのオプションを検討しており、技術面、経済面だけで

はなく、環境面からも B2 オプションが有望だとしている。80 

調査中に予期しない深刻な悪影響が特定され、ミティゲーションが困難な場合は、計画の

初期段階で却下された代替案が再審査されること。 

3.1.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 調査中に予期しない深刻な悪影響が生じた場合は、今後実施される環境モニタリングで

発見され、しかるべき対処がとられると想定されるが、実際にどのようなアクションになるの

か影響の程度次第であるため、現時点での詳細な検討は意味がない。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 代替地の検討が行われているが、いずれは実施に結びつく可能性のあるプロジェクトであり、提案

プロジェクトにとって代わりうる案という意味での代替案とはなりえない。プロジェクト計画の初期段階

での検討や、施設レイアウトの代替案が検討されており、技術面、経済面だけではなく、環境面から

も提案プロジェクトが有望だとしている。 

 
3.2 ミティゲーション方策の適用段階と有効性：すべての重大な悪影響について、ミティゲーション

方策が考えられていること。また提案されたミティゲーション方策を実施した場合、有効であるとの証

拠が提示されていること。 

すべての重大な悪影響について、実行可能かつ具体的なミティゲーション方策が提案さ

れていること。緩和されずに残る影響がある場合は示され、そうした影響がなぜ緩和されな

いかについて正当な理由が提供されていること。 

3.2.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 すべての重大とされる悪影響についてはミティゲーション方策が検討され、緩和されず

に残る影響についてはモニタリングが検討されている81。 

考察されたミティゲーション方策には、汚染防止だけでなく、プロジェクトの修正、補償、代

替施設の準備を含んでいること。 

3.2.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

ミティゲーションには特定されたすべての影響に対する緩和策が含まれており、特に非

自発的住民移転に対する影響については、WB の基準に基づいて検討されている82。 

ミティゲーション方策を実施した場合、どの程度有効かが明確であること。有効性がはっき

りしない、あるいは操業手段、気候条件等の前提に左右される場合には、そうした前提の

正当性を示すデータが紹介されていること。 

3.2.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 ミティゲーションの実施主体はプロジェクトのスポンサーである BEL 社であり、責任は同

社が行うものとされている。ただし、日々の実施責任は、サードパーティである EPC コンサ

ルタントが行うとされている83。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 すべての重大とされる悪影響についてはミティゲーション方策が検討され、緩和されずに残る影響

についてはモニタリングが検討されている。ミティゲーションには特定されたすべての影響に対する

緩和策が含まれており、特に非自発的住民移転に対する影響については、WB の基準に基づいて

検討されている。ミティゲーションの実施主体はプロジェクトのスポンサーである BEL 社であり、責任

は同社が行うものとされている。ただし、日々の実施責任は、サードパーティである EPC コンサルタン

トが行うとされている。 

 

                                                                                                                                
80 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. 173-199. 
81 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. 449-472. 
82 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. 321-472. 
83 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. 473-474. 
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3.3 ミティゲーション方策へのコミットメント：開発業者はミティゲーション方策の実行に積極的にかか

わり、それを実行する能力をもち、どのように提案し実行するかという計画を提示していること。 

EIS には、開発業者がミティゲーション方策に対して積極的に関与するという旨が明確に

記録されていること。また、ミティゲーション方策の実施方法の詳細と、それが必要となる期

間での機能についても示されていること。 

3.3.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 （項目 3.2.3 と同様） 

プロジェクトの実施に由来する環境影響が評価書の予測と一致しているかをチェックする

ための、モニタリングのしくみが提案されていること。また予期しない悪影響が発生した場

合にミティゲーション方策を調整する方法が規定されていること。こうしたモニタリングの規

模は、予想される影響からの逸脱の規模と重大性に対応していること。 

3.3.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

モニタリング計画は提案されており、モニタリング期間についての記述は不十分である

が、実施体制や予算について検討されており、おおむね適切である。また、計画は状況に

応じて修正され、当局（NEMA）が審査を行うこととなっている84。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 モニタリング計画は提案されており、モニタリング期間についての記述は不十分であるが、実施体

制や予算について検討されており、おおむね適切である。 

 
レビューエリア 3：総評及びコメント 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 代替地の検討が行われているが、いずれは実施に結びつく可能性のあるプロジェクトであり、提案

プロジェクトにとって代わりうる案という意味での代替案とはなりえない。プロジェクト計画の初期段階

での検討や、施設レイアウトの代替案が検討されており、技術面、経済面だけではなく、環境面から

も提案プロジェクトが有望だとしている。すべての重大とされる悪影響についてはミティゲーション方

策が検討され、緩和されずに残る影響についてはモニタリングが検討されている。ミティゲーションに

は特定されたすべての影響に対する緩和策が含まれており、特に非自発的住民移転に対する影響

については、WB の基準に基づいて検討されている。ミティゲーションの実施主体はプロジェクトのス

ポンサーである BEL 社であり、責任は同社が行うものとされている。モニタリング計画は提案されてお

り、モニタリング期間についての記述は不十分であるが、実施体制や予算について検討されており、

おおむね適切である。 

 
レビューエリア 4：結果の伝達 

4.1 レイアウト：評価書のレイアウトは、読み手がデータを容易かつ速やかに発見し利用できるもので

あること。外部データについては、情報源が明示されていること。 

プロジェクト、EIA の目的、どのようにその目的が達成されたかを簡単に説明した導入部が

あること。 

4.1.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 第 1 章に、EIA の目的と達成方法について記載されている85。 

情報はセクションや章で理論的に組み立てられ、重要なデータの所在が目次やインデック

スで示されていること。 

4.1.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

目次や図表のインデックスは、報告書の冒頭に記載されている86。 

章そのものが極めて短い場合でない限り、調査の各段階の主な所見を要約した章のまと

めがあること。 

4.1.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

各章の結論をまとめた要約が作成されている87。 

                                            
84 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. 473-500. 
85 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. 1-12. 
86 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. i-xv. 
87 Bujagali Energy Limited (2006b) ibid. 



 －289－ 

外部からのデータ、結論又は質の基準をとり入れた場合には、本文内の該当箇所でその

データ源が示されていること。参照先の十分な情報も、ページの下や参考文献リストで示

されていること。 

4.1.4 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

EIA 報告書本文の全般にわたり、原典の記載はあるものの、引用箇所が明確に示され

ていないため、原典のどの部分を引用したのかが不明瞭である。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 引用箇所が明確に示されていないが、目次やインデックスは標準的な方法で記述されており、容

易に情報が検索できるよう工夫されている。 

 
4.2 提示：情報提示の際は、専門家以外にも受け入れられるよう注意が払われていること。 

情報は、専門家以外にも理解できるよう提示されていること。表、グラフなどが適宜用いら

れていること。不必要に専門的な、また曖昧な言葉遣いは避けられていること。 

4.2.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 EIA 報告書本体は、水力開発の専門用語等、専門以外の人間では理解が困難と思わ

れる記述が多い。一方、パブリックコンサルテーションの場においては、非専門家向け（地

域住民、社会的弱者、観光業者、文化・歴史的民族など）の説明を行っている88。 

専門用語、頭字語、頭文字は、本文や用語解説に初出したときに定義されていること。重

要なデータは、本文で提示及び議論されていること。 

4.2.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

EIA 報告書には、専門用語が多用されているが解説は見当たらない。だが、コンサルテ

ーションの場にて、説明されている可能性が高い。略語については、冒頭にまとめて説明

がある89。 

EIS は、全体的に統合されたものとして提示されていること。別綴じの付表で提示したデー

タについては、本文にその要約が示されていること。 

4.2.3 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

EIA 報告書は、背景・目的、現況、予測・評価、ミティゲーション、モニタリング、環境管

理計画、結論が記載されており、EIA の基本的な構成要素は検討されている。別添資料

についても、本文内に引用されている。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 EIA 報告書本体については、非専門家が理解できる内容とは言い難い。ただし、パブリックコンサ

ルテーションの場で非専門家に対して説明されている。EIA の基本的要素は、検討されていると思わ

れる。 

 
4.3 強調：情報は偏りを排除して提示され、EIS の内容を踏まえて重要な部分が強調されているこ

と。 

4.3.1 環境に対する深刻な潜在的悪影響と極めて好ましい潜在的影響が、目立つように強調さ

れていること。EIS において、調査が進んだ影響又は好ましい影響に対して、不釣合いな

記述スペースを一律に与えることが避けられていること。 

 評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 予想される正と負の影響は文章による記述によるものであり、累積的影響の検討以外に

は一覧表が作成されておらず、わかりにくい表現となっている90。 

EIS は偏りがなく、特定の見解だけを支持していないこと。悪影響が婉曲的表現やきまり文

句でごまかされていないこと。 

4.3.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

（本評価項目は抽象的であり、具体性がなく、判断が困難である） 

                                            
88 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. 265-320. 
89 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. xii-xv. 
90 Bujagali Energy Limited (2006a) ibid, pp. 321-472. 
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評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 予想される正と負の影響は文章による記述によるものであり、累積的影響の検討以外には一覧表

が作成されておらず、わかりにくい表現となっている。 

 
4.4 非技術的要素：調査の主な所見とそれがどのように得られたかについて明確に書かれた非技術

的概要があること。 

調査の主な所見と結論については、非技術的概要がつけられていること。専門用語、デ

ータの列挙、科学的根拠についての詳細な解説は避けられていること。 

4.4.1 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 （項目 4.2.1 と同様） 

要約には、EIS で議論された主な問題点がすべてカバーされ、少なくともプロジェクトと環

境に関する簡潔な記述、開発業者が実施することになっている主なミティゲーション方策

の説明、重大な残存影響がある場合その影響すべてが含まれていること。そのデータの

入手方法が簡単に説明され、その方法に対する信頼性が示されていること。 

4.4.2 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

すべての重大なインパクト及びミティゲーションについて記載されている。だが、データ

の入手方法及び信頼性については触れられていない。 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 すべての重大なインパクト及びミティゲーションについて記載されている。だが、データの入手方法

及び信頼性については触れられていない。 

 
レビューエリア 4：総評及びコメント 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

 引用箇所が明確に示されていないが、目次やインデックスは標準的な方法で記述されており、容

易に情報が検索できるよう工夫されている。EIA 報告書本体については、非専門家が理解できる内

容とは言い難い。ただし、パブリックコンサルテーションの場で非専門家に対して説明されている。

EIA の基本的要素は、検討されていると思われる。予想される正と負の影響は文章による記述による

ものであり、累積的影響の検討以外には一覧表が作成されておらず、わかりにくい表現となってい

る。要約には、すべての重大なインパクト及びミティゲーションについて記載されている。だが、デー

タの入手方法及び信頼性については触れられていない。 

 
レポート全体：総評及びコメント 

評価及びコメント：A B C D E F N/A 

事業の目的や背景、規模など、計画の概要についての記述は明確である。サイトに関する開発要

件・土地利用の情報は、おおむね適切に記載されている。汚染物質・廃棄物による影響は主として

建設中のものに限られ、種類や量についての記載は不足している。環境影響の範囲は、地図上の

領域設定はないが、定義は明確である。現況の記述は、特に記述の不足は見当たらない。一方、何

もしない案を選択した場合の環境状態の記述はない。 

影響の記述は、現況からの逸脱として表現されていない。影響の特定は、関係者との対話によっ

て作成され、すべての影響は特定されている。スコーピングは、関係者と協議のうえ TOR が作成さ

れ、また、重要な項目は特定されており、予測に使用したデータは出典が明記されるとともに、不足

する情報も明確にされている。影響の規模・重要度について、明確な定義がみられる。影響の予測

は、測定できる形で表現されている。すべての検討項目について、ミティゲーションが検討されてお

り、モニタリング方策が提案されている。国内法、他ドナーのガイドライン、国際条約等について考慮

されており、かつ、国内における各種法規制とWBグループとの比較が行われている。重大性の評価

については、評価尺度等についての説明はないが、WB の基準が引用されている。 

代替地の検討が行われているが、提案プロジェクトにとって代わりうる案という意味での代替案で

はない。プロジェクト計画の初期段階での検討や、施設レイアウトの代替案が検討されており、技術

面、経済面だけではなく、環境面からも提案プロジェクトが有望だとしている。ミティゲーションには特

定されたすべての影響に対する緩和策が含まれており、特に非自発的住民移転に対する影響につ

いては、WB の基準に基づいて検討されている。ミティゲーションの実施主体はプロジェクトのスポン

サーである BEL 社であり、責任は同社が行うものとされている。モニタリング計画は提案されており、
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モニタリング期間についての記述は不十分であるが、実施体制や予算について検討されており、お

おむね適切である。 

引用箇所が明確に示されていないが、目次やインデックスは標準的な方法で記述されており、容

易に情報が検索できるよう工夫されている。EIA 報告書本体は、非専門家が理解できる内容ではな

いが、パブリックコンサルテーションの場で非専門家に対して説明されている。基本的な要素は、検

討されていると思われる。予想される正と負の影響は、文章による記述によるものであり、一覧表が作

成されておらずわかりにくい表現である。要約は、すべての重大なインパクト及びミティゲーションに

ついて記載されているが、データの入手方法及び信頼性については触れられていない。 

 
 

  2） 現地踏査報告 

ブジャガリ水力開発地点は、ジンジャ県とムコノ県の県境にあり、ジンジャ市街地から北西

に 10km 程度の地点に位置する。観光地としてポピュラーな場所であり、ラフティング等の観

光業者や宿泊施設が周辺にみられる。 

国内外の NGO（NBD、NAPE、WWF 等）からプロジェクトに対する反対運動があったが、現

在では移転も完了し、事態は沈静化している。 

視察においては、プロジェクト担当者にヒアリングを行うとともに、移転地を訪問した。基本

的に移転に伴う補償については、満足している様子であり、否定的な意見は聞かれなかった。

各家屋への電気や水道は補償の対象外となっているが、料金を支払うことで供給が開始され

るとのことであった。同種の公共サービスは、基本的に CBO の管理で実施される予定となっ

ている。 

このほか、コミュニティ診療所の視察も行い、看護師の手配、必要な薬品や機材の提供が

行われていることを確認した。 

 
日時 2009 年 2 月 6 日 13：00～14:00 
対象者 被移転住民 

調査団：清野、臼井 
住民の主な
意見 

・英語が理解できない住民もいる。 
・かつては貯水ダムによる水没エリアに住んでいたが、当地に移転してきた。全部で 30
世帯程度が移転したが、ほかにも、移転地が用意されている。 

・現金か土地の補償オプションがある。 
・土地や家屋を受け取った住民は、他人に売却している例もある。 
・当地には、家屋は 50 戸建設された。 
・住民は、農業によって生計を立てており、農地（１エーカー程度）も用意されている。 
・土地の補償には満足している。 
・移転地は、サトウキビ畑であったが、移転用に開墾されている。 

 

移転地の診療所の様子 補償によって与えられた家屋 ダム建設地の様子 

図 2 ブジャガリ水力開発地点の様子 
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